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まえがき 

 

平成 12 年 1 月にダイオキシン類対策特別措置法が施行されたことを受け、ダイオキシン類に

よる水底の底質の汚染に係る環境基準が平成 14 年 7 月に告示され、同年 9 月 1 日から施行さ

れた。また、平成 14 年 8 月には、底質の処理・処分等に関する指針が告示された。あわせて、

平成 11 年から全国的に公共用水域の底質ダイオキシン類に係る調査が実施され、いくつかの

港湾、河川、湖沼で環境基準を超える底質が発見され、その対策が緊急の課題となった。 

国土交通省は、底質ダイオキシン類対策を安全かつ的確に実施するため、「港湾における底

質ダイオキシン類対策技術指針」（平成 15 年 3 月 国土交通省港湾局）、「河川、湖沼等におけ

る底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」（平成 15 年 6 月 国土交通省河川局）を策定した。

その後、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成

15 年 10 月に施行されたことを受けて、「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針(改訂

版)」（平成 15 年 12 月 国土交通省港湾局）が策定された。また簡易測定マニュアルの策定を受

けて、「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」（平成 17 年 3 月 国土

交通省河川局）の改訂が行われた。 

一方、都市再生プロジェクト（第三次決定）「大都市圏における都市環境インフラの

再生」においては、水質汚濁が慢性化している大都市圏の海の再生や河川の再生を図るこ

ととされており、これを契機として、水質改善に向けた各種の取組が推進されてきたとこ

ろである。 

しかしながら、底質のダイオキシン類対策については、大都市の港湾・河川において環境基準

を超えるダイオキシン類含有汚泥が確認されているにもかかわらず、膨大な対策費用や処分場

確保が困難という問題のほか、効率的・経済的な処理工法も確立されていない等の理由により本

格的な処理が進展しておらず、早急な対応が求められている。 

このような状況のもと、これまで底質ダイオキシン類対策は「港湾指針」または「河

川マニュアル」に基づいて実施されてきたが、港湾と河川の特性の違いから両者の考え方

に一部相違する点もあり、河川と港湾が連続する地域などでは混乱を招く一因となってい

る。また、環境省においては、底質ダイオキシン類対策に関連して簡易測定法について検

討を進めている状況にある。 

このような背景を受けて、国土交通省では、関係機関がこれまでに策定した底質ダイオキシン

類対策に関する技術指針や最新の各種処理技術について現況・課題を整理するとともに、必要

な技術的検討などを行い、各種公共事業共通の新たな技術基準や処理工法に関する考え方を、

「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」として整理することとした。この内容としては、「港湾



指針」または「河川マニュアル」に基づいて実施した対策事例について検討するなど、技術的な

課題を抽出し「工法選定の考え方」、「対策実施中の監視の考え方」、「最終処分等の考え方」等

を中心に、対策の基本的考え方等を整理したものである。検討にあたっては、学識経験者等から

構成される「港湾における底質ダイオキシン類対策検討委員会」(以下、「港湾小委員会」と言う｡)

を設置するとともに、河川局との合同委員会として「底質ダイオキシン類対策検討委員会」(以下、

「合同委員会」と言う｡)を設置し、委員会での指導・助言のもと、調査検討を進めた。 

なお、今回の考え方の整理は、現時点における最新の知見および技術に基づいて取り

まとめたものであり、調査・モニタリング、施工などに関する今後の実績の積み重ねや新

たな技術開発の動向を踏まえ、逐次改訂していくことが必要である。 
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底質ダイオキシン類対策検討調査 

平成 19 年 3 月 

国土交通省 港湾局 

1. 調査概要 

国土交通省では、関係機関がこれまでに策定した底質ダイオキシン類対策に関する技術指針や最

新の各種処理技術について現況・課題を整理するとともに、必要な技術的検討などを行い、各種公共

事業共通の新たな技術基準や処理工法に関する考え方を、港湾局と河川局共通の「底質ダイオキシ

ン類対策の基本的考え方」として整理することとした。 
なお、検討にあたっては、学識経験者等から構成される「港湾における底質ダイオキシン類対策検

討委員会」(以下、「港湾小委員会」と言う｡)を設置するとともに、河川局との合同委員会として「底質ダイ

オキシン類対策検討委員会」(以下、「合同委員会」と言う｡)を設置し、委員会での指導・助言のもと、調

査検討を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 1 調査検討の手順 

 

表 1 底質ダイオキシン類対策検討委員会 委員名簿 
委員会 氏  名 職     名 

楠 田 哲 也 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授 
清 水  誠 

（委員長） 東京大学名誉教授 

鈴 木  穣 独立行政法人土木研究所水環境研究グループ 上席研究員 
中 村 由 行 独立行政法人港湾空港技術研究所 海洋・水工部沿岸環境領域長 

合同 
委員会 

細 見 正 明 東京農工大学共生科学技術研究院工学府教授 
齋 藤  純 国土技術政策総合研究所港湾研究部長 
清 水  誠 

（委員長） 東京大学名誉教授 

高 垣 泰 雄 国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部長 
中 杉 修 身 上智大学地球環境学研究科教授 
中 村 由 行 独立行政法人港湾空港技術研究所 海洋・水工部沿岸環境領域長 

港湾小 
委員会 

細 見 正 明 東京農工大学共生科学技術研究院工学府教授 

                    （敬称略 50音順） 

【情報の収集・整理】 

【汚染状況等の把握】 
・ 汚染状況 
・ 対策実施・計画状況 
・ 対策を実施する上での課題 

【技術資料等の整理】 
・ 港湾指針、河川マニュアル、環

境省指針等 
・ 対策工法等の基本的考え方

（対策工法、処理方法、モニタリ
ング手法等） 

・ 無害化処理技術 

【課題の抽出→検討】 
 
・ 課題の抽出・整理（アンケート・ヒアリ

ング等による） 
・ 港湾指針・河川マニュアルにおける

相互の適用性の検討 
・ 港湾指針・河川マニュアルにおける

共通点・相違点の比較 

【関係機関共通の基本的な方針、港湾お
よび河川における基本的な方法の検討】
 
・ 「工法選定の考え方」 
・ 「最終処分等の考え方」 
・ 「対策中の監視の考え方」 
・ 「簡易測定法の適用性」 

【室内実験】 
・ 覆砂効果検証

実験 
・ 粒径別濃度の検

討等 
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2. 調査結果 

 

2.1. 港湾における底質ダイオキシン類に関する現況の整理 

2.1.1. 底質ダイオキシン類汚染の状況及び特性 

底質ダイオキシン類汚染の特性として、汚染面積が把握されている 7 港湾について、1 港湾当

たりの汚染面積の頻度分布を図 2 に示す。1 港湾当たりの汚染面積は 25ha 以下が 3 港湾と最も

多い。また、25～50haが 2港湾、50～75haが 1 港湾、100ha超が1 港湾であった。 

また、汚染土量が把握されている 7 港湾について、1 港湾当たりの汚染土量の頻度分布を図 2

に示す。1 港湾当たりの汚染土量は 250,000m3以下が 3 港湾と最も多い。また、250,000m3超が 4

港湾であった。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注)  1 汚染面積・土量が把握されている7港湾における1港湾あたりの汚染面積・土量の頻度分布を示す。 
 2 汚染面積・土量には未確定の数字、環境基準以下の面積・土量を含む場合がある。 

 

図 2 底質ダイオキシン類汚染面積・土量の頻度分布 
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2.1.2. 対策の実施・計画状況 

整理対象とした 10 港湾の対策の実施・計画状況について表 2 に整理した。 

 

表 2 対策の実施・計画状況（港湾別） 

対策の実施・計画状況 項目 

 

港湾 
工法選定 最終処分 

A港 

検討中 

（①浚渫・掘削除去工法②覆砂工法 

③原位置固化工法） 

・対策検討中のため、最終処分の選定に至って

いない 

B港 － － 

C港 

対策実施 

ポンプ浚渫による掘削除去 

及び中間処理 

・分級・脱水処理後、土質材料として利用 

・受入処分場なし 

D港 
検討中 

(覆砂効果確認試験実施中) 

・対策検討中のため、最終処分の選定に至ってい

ない 

・県内に受入処分場なし 

E港 未定 ・事業主体が決まっていないので、未選定 

F港 検討中 
・対策検討中のため、最終処分の選定に至ってい

ない 

G港 

対策実施 

除去工法（部分的に固化処理、 

覆砂、置換等を検討） 

・分級・脱水処理後、濃度に応じて海面埋立処分

（安定型及び管理型処分場） 

・3,000pg-TEQ/g 超は無害化処理予定であるが、

具体的な方法は未定 

H港 

対策実施 

グラブ浚渫＋中間処理（固化処理、 

分級・脱水処理） 

・分級・脱水処理後、ダイオキシン類の流出・溶出

・飛散等の防止のため、固化処理を実施後、陸上

埋立処分 

・3,000pg-TEQ/g 超は無害化処理後、陸上処分の

予定であるが、具体的な方法は未定 

I港 

実施準備中 

船だまり：浚渫除去（一部バキューム） 

→脱水 

排水路：バキューム＋高圧洗浄→脱水

処分場建計画中 

（住民からは無害化処理の要望） 

J港 
実施準備中（処分場確保後実施） 

浚渫除去工法 

・処分場確保に努める 

・脱水処理後（未定）、陸上処分する予定 

 

2.1.3. 技術資料等の整理 

国土交通省港湾局においてこれまでに策定した技術資料等について、調査手法、ダイオキシ

ン類対策の基本的考え方、対策手法、モニタリング方法等について整理を行った。 

【対象資料】 

 「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針（改訂版）」（平成 15 年 12 月 国土交

通省港湾局） 

 「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」（平成 17 年 3 月 

国土交通省北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 

 その他港湾における底質ダイオキシン類対策に係る国、自治体等による実験結果等 
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2.2. 他分野における技術資料等の適用性の検討 

2.2.1. 国土交通省河川局の技術資料 

国土交通省河川局が策定した技術資料等について、港湾局が策定した技術資料等との相互

の適用性を検討した。 

【対象資料】 

 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」平成 17 年3 月 

 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」平成 17 年3 月 

 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」平成 16 年7 月 

 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」平成 17 年3月 

 

2.2.2. 環境省の技術資料 

環境省が策定した技術資料等について、港湾への適用性を検討した。 

【対象資料】 

 「底質の処理・処分等に関する指針」平成14 年8 月 

 「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」平成15 年9月 

 「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」平成18年 3 月 

 

2.3. 底質ダイオキシン類対策工法等の基本的考え方の取りまとめ 

2.3.1. 新しい対策工法等の研究開発動向の把握 

港湾底質ダイオキシン類の新しい対策工法等の研究動向について収集・整理した。ダイオキシ

ン類汚染底質等を対象とした既往事例を表 3 に整理した。 

 

表 3 ダイオキシン類汚染底質等を対象とした既往事例一覧 

対策工法 港湾底質を対象 河川底質を対象 土壌・その他を対象 
浚渫・掘削 A 港（試験施工）、C 港、G

港、H港 
- - 

脱水 
処理 

A 港（減容化実験）、C 港、
G港（試験施工）、H港 

-  

固化 
処理 

C港、H港 - - 中
間
処
理 余水 

処理 
C港、H港 - - 

覆砂 J港（応急対策として実施） - - 
原位置固化 平成 12 年度ダイオキシン

類底質対策基礎調査報告
書（環境省水環境部水環境
管理課） 

平成12年度ダイオキシン
類底質対策基礎調査報
告書（環境省水環境部水
環境管理課） 

- 

分解無害化 港湾における底質ダイオキ
シン類分解無害化処理技
術データブック（国土交通
省北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所） 

2事例 平成 15 年度ダイオキシン
類汚染土壌浄化技術等確
立調査結果 
平成 16 年度ダイオキシン
類汚染土壌浄化技術等確
立調査結果 

最終処分 
（有効利用を
含む） 

A 港（一部封じ込め対策実
施）、C港、、G港H港 

- - 
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2.3.2. 港湾における底質ダイオキシン類対策工法等の基本的な考え方の整理 

「2.3.1 新しい対策工法等の研究開発動向の把握」に示す既往事例の状況等を踏まえて、底質

ダイオキシン類対策工法等の港湾への適用性を表 4に整理した。 

 

表 4 既往事例における底質ダイオキシン類対策工法等の港湾への適用性 

項目 既往事例の状況 港湾への適用性 

マニュアル

の適用 

平成 14 年に河川及び港湾合同の底質浄化対

策検討委員会を設置し、河川及び港湾区域で

のダイオキシン類により汚染された底質の浄

化対策について審議した。 

・ 検討対象場所における潮汐や流れの特性などを考

慮し、対象場所の社会条件・自然条件の特性を

明確にし、河川を中心に検討されている対策等

を必要に応じ選定することを可能とすることが

考えられる。 

・ 検討対象場所の特性については、当該場所が行

政上港湾ないし河川区域内に存存するというこ

とから対策等の選定・検討を行うのではなく、

取水状況等の社会条件や潮汐・流れ等の自然条

件を考慮して、適切な対策を検討する必要があ

る。 

浚渫・掘削 対策を実施した港湾では、いずれも、「浚

渫・掘削除去」が選定されていた。 

覆砂及び原

位置固化 

・ 護岸構造上やむを得ない場合に固化処

理、覆砂、置換及びこれらの組み合わせ

工法を選定するとしている港湾があっ

た。 

・ 「覆砂」及び「原位置固化」に係る室内

実験等の検討結果から、これらの工法の

適用性を検討した上で、対策工法として

選定したいとの意見が確認された。 

・ 「浚渫・掘削除去」は汚染底質を底質から除去

するため、リスク低減効果が大きいが、汚染土

量が膨大である港湾等では、最終処分場の確保

が困難等の理由から、対策そのものが進んでい

ない。 

・ 現状で浚渫・掘削除去を実施できない水域にお

いては、段階的対策として実施することを検討

することが考えられる。例えば、第一段階とし

て覆砂などを早期に実施し、モニタリングを継

続しながら浚渫・掘削除去や分解無害化等の実

施方法、時期などを検討する方法が考えられ

る。 

中間処理 掘削除去した底泥の減容化等の理由から、

脱水処理が実施されている。 

流出・飛散防止等の観点から、最終処分方法に応じ

て脱水・固化処理することが考えられる。 

最終処分 濃度に応じて最終処分が実施されている（脱水・

固化後陸上処分、脱水後海面処分（管理型処分

場）等）。 

ダイオキシン類濃度（含有濃度及び溶出濃度）に応

じた最終処分が必要である。 

土質材料と

しての利用 

分級後の砂礫分の養浜材利用及び陸上での

路床材としての利用等が実施されている。 

・ 土質材料としての利用にあたり、河川マニュア

ルと同様の整理が必要（固化処理や利用後のモ

ニタリング等）である。 

・ 港湾区域においては、飲用井戸は少ないものと

想定されることから、地下水面以下のレベルで

の利用を可能とすることが考えられる。 

分解無害化

処理 

溶融法、焼却・焼成法、低温加熱分解法及

び化学分解法等の分解無害化処理技術につい

ては、実証試験において底質中のダイオキシ

ン類を分解無害化することが確認された。 

・ 無害化処理実証実験の規模が 100～200kg 程度で

あることから、現場での適用にあたっては、対

象となる汚染土量の規模に応じて、スケールア

ップした実用化実験が不可欠である。 

監視 ・ 環境基準を監視基準としている港湾が多

く確認された。 

・ 環境基準超過水域では、現状水質を悪化さ

せないという監視基準を設定した事例があ

る。 

・ 監視基準値は環境基準を基本とすることが考え

られる。 

・ 環境基準超過水域では、現状水質を悪化させな

いこととすることが考えられる。 

簡易測定法 環境省が底質における簡易測定法について

検討している。 

環境省の検討結果を踏まえ、適用を検討する。 
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2.4. 課題の抽出・整理 

2.4.1. 港湾管理者アンケート結果等 

「港湾指針」または「河川マニュアル」に基づいて対策を実施している管理者を対象として、アン

ケートを実施し、底質ダイオキシン類対策を進める上での課題を整理した。また、対策実施段階に

ある 4港湾を対象としてヒアリングを行い、アンケートでの回答について、細部にわたり確認した。 

アンケート結果の概要を整理して表 5に示す。 

 

表 5 アンケート結果の概要 

処理・処分方法の選定有無 工法選定の有

無 中間処理 最終処分 
モニタリング手法の選

定有無 

港湾名 掘
削
・除
去 

覆
砂 

原
位
置
固
化 

分
級 

脱
水 

固
化 

分
解
無
害
化 

海
面
埋
立
処
分 

陸
上
処
分 

土
質
材
料
と
し
て

の
利
用 

港
湾
指
針 

対
策
水
域
ご
と
の

マ
ニ
ュア
ル 

河
川
マ
ニ
ュア
ル 

簡
易
測
定
法
の 

実
施
の
有
無 

A                     ○ 
B                       
C ○    ○ ○     ○ ○       
D                       
E                       
F                       
G ○    ○ ○   ○      ○     
H ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○   ○ 
I ○    ○ ○    ○   ○       
J ○          ○   ○     ○ 
計 5 0 0 4 4 1 1 1 3 2 3 2 0 3 

注）○は選定した工法等を示す。 
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2.4.2. 河川管理者アンケート結果等 

「河川マニュアル」または「港湾指針」に基づいて対策を実施している管理者を対象として、アン

ケートを実施し、底質ダイオキシン類対策を進める上での意見等を整理した。 

アンケート結果の概要を表 6 に示す。 

 

表 6 アンケート結果の概要 

対策の選定の有無 
最終処分

方法等 
監視基準の設定 簡易測定 

選定 

河川名 掘
削
除
去 

覆
砂 

覆
砂
＋ 

掘
削
除
去 

原
位
置
固
化 

未
選
定 

河
川
マ
ニ
ュア
ル 

対
策
河
川
ご
と
の
マ

ニ
ュア
ル 

未
選
定
・未
検
討 

併
用 

未
併
用 

A       ○ ○ ○     ○   
B       ○ ○ ○     ○   
C     (○)               
D         ○     ○   ○ 
E                     
F         ○     ○   ○ 
G         ○     ○   ○ 
H         ○     ○   ○ 
I         ○   ○     ○ 
J         ○     ○   ○ 
K         ○     ○   ○ 
L         ○     ○   ○ 
M         ○   ○     ○ 
N     ○   ○   ○     ○ 
O         ○   ○     ○ 
P         ○   ○     ○ 
Q         ○     ○   ○ 
R         ○   ○     ○ 
S         ○   ○     ○ 
T ○ ○   ○     ○     ○ 
U                   ○ 
V                   ○ 
計 1 1 2 3 17 2 8 8 2 18 

注）1.○は選定・未選定した工法等を示す。 
   2.河川「B、H」については、アンケートの回答を得られていない。 
   3.河川「B」の「覆砂＋掘削除去」については、対策の実態から判断して（○）印を記した。 
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2.5. 必要な調査方法、監視手法、対策工法、処理技術の検討 

2.5.1. 港湾底質ダイオキシン類に係る実験 

港湾底質ダイオキシン類対策を検討する際の基礎情報を得るため、覆砂効果検証実験を実施

して、覆砂材による効果の違い等を検証するとともに、底質の粒径によってダイオキシン類濃度や

吸・脱着特性が異なることが考えられるため、粒度別ダイオキシン類濃度に関する検討を行った。 

 

(1) 覆砂効果検証実験 

覆砂実験結果から、以下のようなことが確認できた。 

 

① 覆砂は、ダイオキシン類含有汚泥のダイオキシン溶出を抑制する効果を有する。 

② 覆砂厚について、厚い場合のほうが薄い場合よりもダイオキシン溶出の抑制効果が大きい。 

③ 覆砂材について、有機物を多く含む場合のほうが少ない場合よりもダイオキシン溶出の抑

制効果が大きい。 

 

しかし、今回の実験は、 

 １ 短期間で行ったこと（実験開始後2 ヶ月目のデータしか、採れていないこと） 

 ２ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 

という制約条件のもとで行われた結果である。 

このため、覆砂の定性的な効果は確認できたと考えられるが、定量的な効果の確認は今後のデ

ータ蓄積を踏まえ行うことが必要である。現場での適用にあたっては、現地の底質を用いた室内

実験や試験施工などを行い、覆砂の効果を事前に検証する必要がある。 

 
(2) 粒度別ダイオキシン類濃度に関する検討 

実験結果から、以下のようなことが確認できた。なお、粘土分のみの溶出濃度は、微粒子等の

混入により非常に濃度が高い結果となったと考えられ、データの蓄積により検討を行うことが重要

である。 

 

① 粒径別のダイオキシン類含有濃度は、粘土分（5μ未満）が最も高く、次いでシルト・粘土

分（75μm 未満）が高く、砂分（2mm～75μm）はさらに低い濃度であった。 

② ダイオキシン類溶出濃度は、砂分で高く、シルト・粘土分で低い濃度であった。 

含有濃度が砂分で低くシルト・粘土分で高いことから、砂分はシルト・粘土分に比べると、

含有濃度に対する溶出濃度の比が高くなる結果となった。 

 

しかし、今回の実験は、 

 １ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 

 ２ 粘土分の溶出試験については、微粒子が混入することで、濃度が高くなるおそれがある。 

という制約条件及び実験上の特性を踏まえて行われた結果である。 

このため、今後のデータ蓄積を踏まえ検証する必要がある。 
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2.6. 各種公共事業への適用性を考慮した関係機関共通の基本的な方針及び港湾におけ

る基本的な方針 

2.6.1. 港湾指針と河川マニュアルの主な相違点 

港湾指針と河川マニュアルについて、主な相違点を整理した。 

 

2.7. 関係機関共通の基本的な方針及び港湾における基本的な方針 

2.7.1. 関係機関共通の基本的な方針 

本検討では、港湾指針または河川マニュアルに基づいて、対策を実施している港湾管理者及び河

川管理者から挙げられた課題等を踏まえ、下記の項目について、関係機関共通の基本的な方針を整

理した。 

(1)港湾指針および河川マニュアルの適用 

(2)対策に係る基本的考え方 

(3)対策選定の考え方 

(4)最終処分 

(5)分解無害化処理 

(6)モニタリングにおける監視基準 

(7)簡易測定法 

 

(1)港湾指針および河川マニュアルの適用 

■ 港湾指針および河川マニュアルの適用 

・汚染箇所が連続していることを勘案し、検討対象場所の取水状況等の社会条件や、潮汐・流れ等の

自然条件の特性を把握した上で、以下のように対応する。 

 

①河川区域内においても、港湾指針での対策や調査等を水域の条件に応じ選定することも可能 

②港湾区域内においても、河川マニュアルでの対策や調査等を水域の条件に応じ選定することも可

能 
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(2)対策に係る基本的考え方 

■ 対策に係る基本的考え方 

・ 直接的、間接的に底質からダイオキシン類を摂取する経路を遮断することを対策の基本とする。

 

■ 経路を遮断する方法 

・ 底質からダイオキシン類を摂取する経路を遮断するための対策としては、 

 ①浚渫・掘削除去 

 ②原位置における覆砂・固化処理  がある。 

 

 

(3)-1 底質ダイオキシン類対策の基本的な流れ 

■ 底質ダイオキシン類対策の基本的な流れ 

 

汚染底質
（環境基準150pg-TEQ/g超）

対策の選定
（浚渫・掘削除去/原位置処理）

浚渫・掘削除去
原位置における
覆砂、固化処理

濃度レベルに応じた処理・処分 継続的モニタリング

 
図-2 底質ダイオキシン類対策の基本的な流れ 
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(3)-2 対策選定の考え方 

■ 対策選定の考え方（港湾・河川） 

・ 各対策の有効性は、流れや底質の安定性、水深などの自然特性や水域の利用状況などによっ

て異なる。 

 

・ リスクの低減効果、対策による二次汚染のリスク、施工の難易度、経済性などを比較検討の上、

水域の特性に応じ、採用条件を満たす対策を選定する。 

 

・ 底泥が移動しやすい水域、飲用水目的の取水利用の可能性が考えられる水域などでは、第一

に掘削除去処理を選定することを検討し、構造物等の安定を損なう場合等、掘削除去の実施が

難しい場合には、暫定的に原位置処理を選定することを検討する必要がある。 

 

・ 底泥が移動しやすい水域、飲用水目的の取水利用の可能性が考えられる水域における底質ダ

イオキシン類対策の流れは以下に示すとおりである。 

汚染底質

（環境基準 150 pg- TEQ/g 超）

浚渫・掘削が

可能か？

※モニタリングが必要

不可

浚渫・掘削

（恒久的な対策）

原位置固化処理、覆砂

（暫定的な対策）

可

補助的な工法の
活用を検討

 
図-3 底泥が移動しやすい水域等における底質ダイオキシン類対策の流れ 

 

(3)-3 原位置における覆砂・固化処理の考え方 

■ 原位置における覆砂・固化処理の考え方 

・ 原位置における覆砂・固化処理は、現地の底質を用いた室内試験や試験施工などによって事前

に対策効果を検討した上で、選定する必要がある。 

 

・ 原位置における覆砂・固化処理を対策として選定した場合は、モニタリングを継続する必要があ

り、モニタリングによって十分な効果が確認されない場合は、浚渫・掘削除去などの他の対策を

実施する必要がある。 

 

・ 現状で浚渫・掘削除去を行うことができない水域においては、段階的対策として実施することも

検討する。（段階的対策検討の例：第一段階として覆砂などを早期に実施し、モニタリングを継続

しながら浚渫・掘削除去や分解無害化等の実施方法、時期などを検討する。） 
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(4)最終処分 

■最終処分法の選定フロー 
最終処分方法の選定

含有濃度は?
ただし、3,000pg-TEQ/g以下の
分解無害化処理を妨げるもので

はない。

原則、分解無害化処理注1）

3,000pg-TEQ/g超

埋立てる区画を明
確に管理し、一時
保管する。注2）

NO

海面埋立処分か
陸上処分か

YES

分解無害化
処理を実施

含有濃度は？
含有・溶出濃度は?

溶出濃度が10pg-TEQ/L超の場合は、極
力、分解無害化処理を優先する。注5）

陸上処分 注4)

土質材料
として利用

周辺地域へのダイオキ
シン類の飛散や流出を
防止する措置を講じた
場所に埋立処分、また
はリスク管理下での土
質材料としての利用 注6)

周辺地域へのダイオキ
シン類の飛散、流出、浸
出の防止その他必要な
措置を講じ埋立処分

1,000pg-TEQ/g超1,000pg-TEQ/g
以下

150pg-TEQ/g
以下

海面埋立処分 注3)

海防令第5条第2項型に
埋立処分

海防令第5条第1項第
1号型に埋立処分（ただ
し、十分な環境汚染防
止効果を有する措置を
確保する）

または、海防令第5条第
1項第2号型に埋立処分

土質材料
として利用

150pg-TEQ/g以下かつ
10pg-TEQ/L以下

10pg-TEQ/L超150pg-TEQ/g超かつ
10pg-TEQ/L以下

図-4 最終処分の選定フロー 
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(5)-1 分解無害化処理 

■ 分解無害化処理の適用（港湾・河川） 

・ 3,000pg-TEQ/g 超：原則として、分解無害化処理した後、濃度レベルに応じた最終処分を行う。分

解無害化処理を適用できない場合は、周辺へのダイオキシン類の流出、浸出、飛散の防止その

他必要な措置を講じた場所に一時保管し、技術の動向、経済性等を踏まえ、分解無害化処理を

実施する。 

 

・ 3,000pg-TEQ/g以下：濃度レベル、処分方法等に応じて、分解無害化処理の実施を検討する。 

 

・ 海面埋立処分の場合は、溶出濃度 10pg-TEQ/L を超える底質については、極力、分解無害化処

理を優先させていくものとする。 

 

 

(5)-2 分解無害化処理 

■ 分解無害化処理技術の適用（港湾・河川） 

・ 分解無害化処理技術の評価結果は特定の底質を用いた結果であるため、実際の底質に適用

する際には、個々の底質の性質に応じた検討を行う必要がある。 

 

・ 実際に分解無害化処理技術を選定する場合には、学識経験者の意見を踏まえながら選定基準

を設定して実用化試験を行い、処理する底質の性状に応じた評価等から対策技術を選定しなけ

ればならない。 

 

対策工法の選定基準の検討

実用化試験の実施･評価

試験結果の評価

学識経験者の意見

技術の選定

対策実施

 
図-5 分解無害化処理技術選定のフロー 

 

 



 
【要約編】 

（xiv） 

 

(6)-1 モニタリングにおける監視基準 

■ モニタリングにおける監視基準 

・ 基本監視点の監視基準値は原則として水質のダイオキシン類環境基準値とするが、工事着手

前において既に環境基準値を超えている水域などについては、現状水質を悪化させないことと

する。 

 

・ ただし、監視基準の設定方法については、一義的に決められるものではないため、学識経験者

等の意見を踏まえながら、施工区域の状況に応じた監視基準を設定する。 

 

・ 「現状水質を悪化させないこと」(河川マニュアルの設定例) 

・工事水域上流に設けるバックグラウンド地点での水質事前調査結果から、濁度と水質ダイ

オキシン類濃度との関係を確認し、自然状態における濁度の変動幅を考慮したものを、基

本監視点における監視基準とする。 

・モニタリングのための事前調査結果から、標準偏差の 2 倍（±2σ）を対策実施中の変動幅

とする。 

 

 

(6)-2 モニタリング（固化品質の確認） 

■汚染底質のセメント固化物の振とう溶出試験方法について 

・ 従来の分析法（海防法の規定を準用）に加え、固化物の環境中での状態により近い溶出試験方

法（JIS 等）を併用する。 

 

●従来の分析法 

・ 海防法施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等

の検定方法（昭和 48 年2月 17 日、環境庁告示第14号 第4） 

 

○今後の分析法（例） 

・JIS K 0058-1：2005 スラグ類の化学物質試験方法 

            第 1部：溶出量試験方法 

→今後、両者のデータの蓄積を進める。 

 

 

(7) 簡易測定法 

■ 簡易測定法 

・ 環境省では、平成 18 年度から、簡易測定法のマニュアル策定に向け、簡易測定法に関する技

術評価と適用性の検討を開始している。 

 

・ 環境省による簡易測定法のマニュアル策定の検討状況に合わせ、簡易測定法の適用に関する

港湾・河川共通の方針を検討する。 

 

 

2.7.2. 港湾における基本的な方針 

「2.7.1 関係機関共通の基本的な方針」を踏まえ、港湾におけるダイオキシン類対策の基本的な

方針を盛り込んだ、港湾指針改訂版（案）を作成した。 

 



 

 

 

 

 

 

【 本 編 】 
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1. 業務概要 

(1) 調査の目的 

底質のダイオキシン類対策については、大都市の港湾・河川において環境基準を超えるダイ

オキシン類含有汚泥が確認されているにもかかわらず、膨大な対策費用や処分場確保が困難と

いう問題のほか、効率的・経済的な処理工法も確立されていない等の理由により本格的な処理が

進展しておらず、早急な対応が求められている。このような状況のもと、これまで底質ダイオキシン

類対策は「港湾指針」または「河川マニュアル」に基づいて実施されてきたが、港湾と河川の特性

の違いから両者の考え方に一部相違する点もあり、河川と港湾が連続する地域などでは混乱を

招く一因となっている。また、環境省においては、底質ダイオキシン類対策に関連して簡易測定

法について検討を進めている状況にある。 

このような背景を受けて、国土交通省では、関係機関がこれまでに策定した底質ダイオキシン

類対策に関する技術指針や最新の各種処理技術について現況・課題を整理するとともに、必要

な技術的検討などを行い、各種公共事業共通の新たな技術基準や処理工法に関する考え方を、

港湾局と河川局共通の「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」として整理することとした。この

内容としては、「港湾指針」または「河川マニュアル」に基づいて実施した対策事例について検討

するなど、技術的な課題を抽出し「工法選定の考え方」、「対策実施中の監視の考え方」、「最終

処分等の考え方」等を中心に、対策の基本的考え方等を整理したものである。 

なお、検討にあたっては、学識経験者等から構成される「港湾における底質ダイオキシン類対

策検討委員会」(以下、「港湾小委員会」と言う｡)を設置するとともに、河川局との合同委員会とし

て「底質ダイオキシン類対策検討委員会」(以下、「合同委員会」と言う｡)を設置し、委員会での指

導・助言のもと、調査検討を進めた。 

検討の手順等は以下に示すとおりである。 
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図 1.1 調査検討の手順 

【情報の収集・整理】 

【汚染状況等の把握】 

・ 汚染状況 
・ 対策実施・計画状況 
・ 対策を実施する上での

課題 

【技術資料等の整理】 

・ 港湾指針、河川マニュ

アル、環境省指針等 
・ 対策工法等の基本的

考え方（対策工法、処

理方法、モニタリング手

法等） 
・ 無害化処理技術 

【課題の抽出→検討】 

 
・ 課題の抽出・整理（アンケ

ート・ヒアリング等による） 
・ 港湾指針・河川マニュアル

における相互の適用性の

検討 
・ 港湾指針・河川マニュアル

における共通点・相違点の

比較 

【関係機関共通の基本的な方

針、港湾および河川における

基本的な方法の検討】 

 
・ 「工法選定の考え方」 
・ 「最終処分等の考え方」 
・ 「対策中の監視の考え方」 
・ 「簡易測定法の適用性」 

【室内実験】 

・ 覆砂効果検証実験 
・ 粒径別濃度の検討等 
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(2) 調査方法 

(a) 港湾における底質ダイオキシン類に関する現況の整理 

国、自治体の公表資料等を基に、国内の各港湾における底質の汚染状況、計画・実施さ

れている対策状況及び国土交通省港湾局において策定された技術資料等を整理した。 

① 汚染状況の整理 

底質のダイオキシン類の環境基準（150pg-TEQ/g 以下）の超過が確認されている港湾を

対象として、底質の汚染状況（濃度レベル、水平・鉛直分布、汚染土量など）を整理した。 

② 対策の実施・計画状況の整理 

上記港湾について、現時点で実施・計画されている対策の状況（調査内容、対策手法（選

定理由を含む）、スケジュール、モニタリング手法等）の整理を行った。 

汚染状況及び対策実施・計画状況の整理項目を表 1.1 に示す。 

調査対象港湾は底質ダイオキシン類の環境基準の超過、または海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律（以下、「海防法」と言う。）において埋立場所の判定に用いられる溶

出濃度 10pg-TEQ/L の超過が確認されている 10 港湾とした。なお、C について、過去に実

施された調査で溶出濃度の基準超過が確認されたが、その後の調査では、基準超過は確

認されていない。 

表 1.1 港湾における底質ダイオキシン類に関する現況把握項目 

区  分 内  容 

対象港湾数 10 港湾 

汚染状況の整理項目 底質ダイオキシン類濃度レベル 等 

対策実施・計画状況 

の整理項目 

対策工法等の検討状況 

対策工法の施工状況 

問題点・課題等  など 

 

③ 技術資料等の整理 

国土交通省港湾局においてこれまでに策定した技術資料等について、調査手法、ダイオ

キシン類対策の基本的考え方、対策手法、モニタリング方法等について整理を行った。 

【対象資料】 

 「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針（改訂版）」（平成 15 年 12 月 国

土交通省港湾局） 

 「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」（平成 17 年 3

月 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 

 その他港湾における底質ダイオキシン類対策に係る国、自治体等による実験結果等 
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(b) 他分野における技術資料等の適用性の検討 

底質調査、対策の基本的考え方、対策手法の選定、対策・処理技術の内容、処分の考え

方、モニタリング方法等について、他分野における技術資料等の港湾への適用性等を検討

した。 

① 河川局の技術資料 

国土交通省河川局が策定した技術資料等について、港湾局が策定した技術資料等との

相互の適用性を検討した。 

【対象資料】 

 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」平成 17 年 3 月 

 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」平成 17 年 3 月 

 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」平成 16 年 7 月 

 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」平成 17 年 3 月 

 

② 環境省の技術資料 

環境省が策定した技術資料等について、港湾への適用性を検討した。 

【対象資料】 

 「底質の処理・処分等に関する指針」平成 14 年 8 月 

 「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」平成 15 年 9 月 

 「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」平成 18 年 3 月 
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(c) 底質ダイオキシン類対策の対策工法等の基本的考え方の取りまとめ 

ダイオキシン類対策工法等に関する研究開発の動向を把握した上で、港湾におけるダイ

オキシン類対策工法等の基本的な考え方を整理した。 

① 新しい対策工法等の研究開発動向の把握 

国の研究機関等を対象として、国土交通省が技術指針を改訂した平成 15 年 12 月以降

の対策工法等に関する研究開発動向を、既存文献等により把握した。 

② 対策工法等の基本的考え方の整理 

国土交通省が策定した技術指針に記載されている「対策工法等の基本的考え方」及び

「対策の選定」について、最新の研究開発動向を踏まえた検討を行い、記載内容の見直し等

を検討した。 

 

(d) 課題の抽出・整理 

すでに対策を実施している港湾管理者へのヒアリング等を実施することにより、調査方法、

監視手法、対策工法、処理技術等の技術的課題や対策を実施する上での制約事項などの

課題を抽出・整理した。 
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(e) 各種公共事業への適用性を考慮した関係機関共通の基本的な方針及び港湾における基

本的な方針 

国土交通省河川局における検討結果や他分野における技術資料等を踏まえ、港湾にお

ける底質ダイオキシン類対策の基本的な方針と他分野との共通部分、相違部分を明確にし

た上で、関係機関共通の基本方針及び港湾における基本方針について検討し、港湾指針

改訂版（案）を作成した。 

 

表 1.2  港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針の目次構成と主な検討事項 

目次構成 細目 
1.総説 目的、適用範囲、関係法令･基準、情報公開 
2.底質調査 概況調査、精密調査、汚染範囲の確定 

対策の基本的考え方 
対策の選定 
浚渫・掘削除去（除去範囲、除去土量、工法の選定） 
覆砂（覆砂厚、覆砂材、工法の選定） 
原位置固化処理（固化品質、固化層厚、工法の選定） 
汚濁防止対策（汚濁防止対策の考え方、対策の選定） 
中間処理（中間処理技術、分級、脱水処理、固化安定化処理） 

3.底質ダイオキシン

類対策 

余水処理 
4.最終処分 最終処分方法の選定、海面埋立処分、陸上処分、分解無害化

処理、土質材料としての利用 
5.モニタリング 工事中（事前調査、監視点・監視基準の設定、調査項目の選定） 

    注）下線は主な検討事項を示す。 
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(3) 委員会の開催 

底質ダイオキシン類の効率的・経済的な処理方法の検討、各種公共事業への適用性を考

慮した基本的な方針の検討にあたっては、学識経験者、関係機関等から構成される「底質ダ

イオキシン類対策検討委員会」を設置し、委員会での指導・助言のもと、調査検討を進めた。

なお、委員会は、港湾局が単独で行う港湾小委員会と、港湾局と河川局が合同で行う合同

委員会を設置した。 

港湾小委員会と合同委員会の主な検討事項を表 1.3 に示す。また、各委員会の開催時

期と検討内容を表 1.4 に、委員名簿を表 1.5 に示す。 

 

表 1.3 港湾小委員会と合同委員会の主な検討事項 

 主な検討事項 
港湾小

委員会 
港湾における底質ダイオキシン類の対策に係ること 
港湾における底質ダイオキシン類の調査及びモニタリングに係ること 
港湾における底質ダイオキシン類の対策における他分野の技術の適用性に係ること 
港湾局技術指針と河川局マニュアル、環境省指針との共通点、相違点に係ること 
関係機関共通の基本方針及び港湾における基本方針に係ること 

合同委

員会 
港湾指針と河川マニュアル、環境省指針との共通点、相違点に係ること 
関係機関共通の基本方針に係ること 
港湾及び河川における基本方針に係ること 

 

表 1.4 各委員会の開催時期および検討内容 

委員会 時期 検討内容 

第 1 回 

港湾小委員会 

平成 18 年 

12 月 20 日（水） 

・ 調査方針について 

・ 各港湾の汚染状況、対策状況等について 

・ 技術指針の主な課題について 

第 1 回 

合同委員会 

平成 19 年 

1 月 18 日（木） 

・ 底質の汚染、対策の状況（港湾、河川） 

・ 河川局、環境省資料との相違点、共通点について 

第 2 回 

港湾小委員会 

平成 19 年 

2 月下旬 

・ 中間報告※ 

第 3 回 

港湾小委員会 

平成 19 年 

3 月 6 日（火） 

・ 実験結果、とりまとめ骨子（案） 

第 2 回 

合同委員会 

平成 19 年 

3 月 23 日（金） 

・ とりまとめ骨子（案） 

※第 2 回港湾小委員会は、委員への個別ヒアリング形式で実施した。 
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表 1.5 底質ダイオキシン類対策検討委員会 委員名簿 

 

 【合同委員会】 

氏  名 職     名 

楠 田 哲 也 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授
清 水  誠 

（委員長） 東京大学名誉教授 

鈴 木  穣 独立行政法人土木研究所水環境研究グループ 上席研究員 
中 村 由 行 独立行政法人港湾空港技術研究所 海洋・水工部沿岸環境領域長 
細 見 正 明 東京農工大学共生科学技術研究院工学府教授

（敬称略 50音順） 

 

 

 【港湾小委員会】 

氏  名 職     名 

齋 藤  純 国土技術政策総合研究所港湾研究部長
清 水  誠 

（委員長） 東京大学名誉教授 
高 垣 泰 雄 国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部長

中 杉 修 身 上智大学地球環境学研究科教授

中 村 由 行 独立行政法人港湾空港技術研究所 海洋・水工部沿岸環境領域長 
細 見 正 明 東京農工大学共生科学技術研究院工学府教授

（敬称略 50音順） 
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(4) 実施工程 

本調査の実施工程は、下記に示すとおりである。 

 

項目 Ｈ18.11 Ｈ18.12 Ｈ19.1 Ｈ19.2 Ｈ19.3 

港湾小委員会   ○      ○※ ○ 

合同委員会       ○            ○ 

(1)港湾における底質ダイオ

キシン類に関する現況の

整理 

  

        

(2)他分野における技術資料

等の適用性の検討 
  

  
      

(3)底質ダイオキシン類対策

の対策工法等の基本的

考え方の取りまとめ 

 

 

   

(4)課題の抽出・整理   
  

      

(5)関係機関共通の基本方

針及び港湾における基本

方針 

    

  

    

※第 2 回港湾小委員会は、委員への個別ヒアリング形式で実施した。 
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2. 調査結果 

2.1. 港湾における底質ダイオキシン類に関する現況の整理 

2.1.1. 底質ダイオキシン類汚染の状況及び特性 

(1) 汚染の状況 

底質ダイオキシン類の環境基準の超過が確認されている 10 港湾について、汚染の状況

等に関して、国土交通省資料（平成 18 年 11 月）に基づき整理した。 

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号）の公布及び「ダイオキシン

類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について（通知）」（平成 14 年 7 月）の施

行に基づき、各港湾では底質ダイオキシン類に係る調査が実施され、10 港湾では環境基準

を超過する底質ダイオキシン類が確認された。その後、8 港湾では詳細調査が実施され、各

港湾管理者は汚染面積及び汚染土量を把握するとともに、対策工法について検討している。

なお、1 港湾（B 港）については、水底土砂の判定基準（溶出濃度）を超過する検体が確認さ

れたが、近年の調査では、含有量及び溶出濃度とも、基準を超過する検体は確認されてい

ない。 

 

表 2.1(1) 底質ダイオキシン類汚染の状況 

港湾名 汚染状況 

A 

・ 平成 13 年に運河及び土壌を搬出した埋立地から、ダイオキシン類汚染が判明

した。 

・ 詳細調査によって、汚染範囲及び汚染土量が確定し、対策工法を検討中であ

る。 

B 

・ 平成 16 年度にダイオキシン類の溶出濃度が水底土砂の判定基準を超過してい

た。 

・ その後の調査では含有濃度、溶出濃度ともに基準の超過は認められていない。

C 

・ 平成 16 年度に浚渫工事のための底質調査において、環境基準を超過するダイ

オキシン類を検出した。 

・ 詳細調査によって、汚染範囲及び汚染土量が確定し、ポンプ浚渫による掘削除

去を実施中である。 

D 

・ 平成 12 年に港湾内の底質において環境基準を超過するダイオキシン類を検出

した。 

・ 詳細調査によって汚染範囲及び汚染土量が確定し、対策工法を検討中である。

E 
・ 平成 12 年に環境基準を超過するダイオキシン類を検出した。 

・ 汚染範囲及び汚染土量は未確定である。 

F 

・ 平成 13 年に港湾内の底質において環境基準を超過するダイオキシン類を検出

した。 

・ 汚染範囲及び汚染土量は未確定である。 
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表 2.1(2) 底質ダイオキシン類汚染の状況 

港湾名 汚染状況 

G 

・ 平成 12 年から実施された港湾内の底質ダイオキシン類調査において環境基準

を超過するダイオキシン類を検出した。 

・ 詳細調査によって汚染範囲及び汚染土量が確定し、対策工法を検討中である。

H 

・ 平成 12 年に港湾内の底質において環境基準を超過するダイオキシン類を検出

した。 

・ 詳細調査によって汚染範囲及び汚染土量が確定し、掘削除去を実施中である。

I 

・ 平成 14 年に排水路の悪臭対策として実施された底質調査において、環境基準

を超過するダイオキシン類を検出した。 

・ 詳細調査によって汚染範囲及び汚染土量が確定し、掘削除去の実施準備中で

ある。 

J 

・ 平成 17 年度に浚渫工事のための底質調査において、環境基準を超過するダイ

オキシン類を検出した。 

・ 詳細調査によって、汚染範囲及び汚染土量が確定し、掘削除去の実施準備中

である。 
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(2) 汚染の特性 

底質ダイオキシン類汚染の特性として、汚染面積が把握されている 7 港湾について、1 港

湾当たりの汚染面積の頻度分布を図 2.1 に示す。 

1 港湾当たりの汚染面積は 25ha 以下が 3 港湾と最も多い。また、25～50ha が 2 港湾、50

～75ha が 1 港湾、100ha 超が 1 港湾であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注) 1 汚染面積が把握されている 7 港湾における 1 港湾あたりの汚染面積の頻度分布を示す。 

 2 汚染面積には未確定の数字、環境基準以下の面積を含む場合がある。 
 

図 2.1 底質ダイオキシン類汚染面積の頻度分布 
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汚染土量が把握されている 7 港湾について、1 港湾当たりの汚染土量の頻度分布を図 

2.2 に示す。 

1 港湾当たりの汚染土量は 250,000m3 以下が 3 港湾と最も多い。また、250,000m3 超が 4

港湾であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注) 1 汚染土量が把握されている 7 港湾における 1 港湾あたりの汚染土量の頻度分布を示す。 

 2 汚染土量には未確定の数字、環境基準以下の土量を含む場合がある。 
 

図 2.2 底質ダイオキシン類汚染土量の頻度分布 
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2.1.2. 対策の実施・計画状況 

整理対象とした 10 港湾の対策の実施・計画状況の概要を表 2.2 に示す。各港湾の対策

の実施・計画状況について、表 2.3 に整理した。 

対策を実施した港湾は、3 港湾確認された。いずれも、「掘削・除去」が選定されており、

「覆砂」及び「原位置固化」については、護岸構造上やむを得ない場合に固化処理、覆砂、

置換及びこれらの組み合わせ工法を選定するとしている港湾があったものの、第一に選定し

ている港湾は無かった。 

対策準備中の港湾（対策工法は選定済み）は、2 港湾確認された。これらの港湾では、「掘

削・除去」が選定されているが、掘削後の処分場が確保できていないため、対策準備中とな

っていた。 

対策工法検討段階の港湾は、5 港湾確認された。多くの港湾で対策検討のための委員会

等を設置しており、適宜、室内試験、試験施工等を実施しながら検討を進めている。また、対

策検討の段階で実施している室内試験等の内容を整理して表 2.4 に示す。 

底質ダイオキシン類を摂取するリスクを確実に減ずることができるため、3 港湾では「掘削・

除去」を選定している。また、対策選定済みの 4 港湾については、最終処分場が確保されて

いる、または、確保されることを前提として、「掘削・除去」が選定されている。 

最終処分場の確保が困難である 2 港湾については、「掘削・除去」を選定できない状況で

ある。また、これらの港湾では汚染土量が膨大であることから、「覆砂」及び「原位置固化」に

係る室内実験等の検討結果から、これらの工法の適用性を検討した上で、対策工法として選

定したいとの意見が挙げられた。 

 

表 2.2 対策の実施・計画状況（概要） 

対策実施状況 港湾数 

対策実施段階 

（部分的な実施を含む） 
3 

対策準備中 

（対策選定済み） 
2 

対策工法検討段階 5 
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表 2.3 対策の実施・計画状況（港湾別） 

対策の実施・計画状況 項目 

 

港湾 
工法選定 最終処分 

A 

検討中 

（①浚渫・掘削除去工法②覆砂工法

③原位置固化工法） 

・対策検討中のため、最終処分の選定に至っ

ていない 

B － － 

C 

対策実施 

ポンプ浚渫による掘削除去及び中

間処理 

・分級・脱水処理後、土質材料として利用 

・受入処分場なし 

D 
検討中 

(覆砂効果確認試験実施中) 

・対策検討中のため、最終処分の選定に至っ

ていない 

・県内に受入処分場なし 

E 未定 ・事業主体が決まっていないので、未選定 

F 検討中 
・対策検討中のため、最終処分の選定に至っ

ていない 

G 

対策実施 

除去工法（部分的に固化処理、覆

砂、置換等を検討） 

・分級・脱水処理後、濃度に応じて海面埋立処

分（安定型及び管理型処分場） 

・3,000pg-TEQ/g 超は無害化処理予定である

が、具体的な方法は未定 

H 

対策実施 

グラブ浚渫＋中間処理（固化処理、

分級・脱水処理） 

・分級・脱水処理後、ダイオキシン類の流出・溶

出 

・飛散等の防止のため、固化処理を実施後、陸

上埋立処分 

・3,000pg-TEQ/g 超は無害化処理後、陸上処

分の予定であるが、具体的な方法は未定 

I 

実施準備中 

船だまり：浚渫除去（一部バキュー

ム）→脱水 

排水路：バキューム＋高圧洗浄→脱

水 

処分場建計画中 

（住民からは無害化処理の要望） 

J 
実施準備中（処分場確保後実施）

浚渫除去工法 

・処分場確保に努める 

・脱水処理後（未定）、陸上処分する予定 
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表 2.4 室内試験等実施事例 

港湾名 試験名 実 施 内 容 

G 袋詰脱水処理 
袋詰脱水処理の効果及び環境影響等を

検証し、適用性について検討する。 

浚渫試験施工 
高濃度薄層浚渫の効果及び環境影響等

を検証し、適用性について検討する。 

原位置工法検討調査 

（室内試験） 

工法の効果（長期・短期）を検証し、

適用性について検討する。 
A 

減容化実験 
分級や脱水により、容積を減らす方法

を検討する。 

浮泥性状把握試験 
浮泥の性状、移動・巻き上がりを確認

する。 

覆砂効果確認試験 
静置溶出試験を実施し、覆砂効果を確

認する。 

A・ 
D 

固化処理効果確認試験 
静置溶出試験を実施し、固化処理効果

を確認する。 
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2.1.3. 技術資料等の整理 

(1) 「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」について 

国土交通省港湾局では、「港湾指針」を策定し、底質ダイオキシン類対策に係る考え方を

整理している。「港湾指針」の概要を、項目ごとに表 2.5 に整理した。 

 

表 2.5(1) 「港湾指針」の概要 

項  目 内容 

総
説 

指針の目的及

び適用 
港湾における底質ダイオキシン類対策を安全かつ的確に実施するため

の、調査、対策工、モニタリングの各段階における技術的な考え方を示す

ものである。 
概況調査 概況調査は汚染範囲・汚染底質量を確定するための精密調査を効率的

に行うため、汚染分布の概況の把握を目的として実施する。 
精密調査 精密調査は、概況調査の結果を基に汚染範囲・汚染底質量を確定するた

めに実施する。また、必要に応じて溶出濃度を測定し、溶出濃度基準を満

足するか否かの判定を行う。 

底
質
調
査 汚染範囲の確

定 
底質ダイオキシン類の濃度が環境基準値を超過する地点と近接する環境

基準値を満たす地点との垂直 2 等分線で結ばれた範囲を汚染範囲とす

る。 
底質ダイオキ

シン類対策の

基本的考え方

底質ダイオキシン類対策の基本的な考え方は、魚介類を経由して人が間

接的にダイオキシン類を摂取する経路を遮断することである。 

対策の選定 対策の選定にあたっては、採用条件を満たす対策を対象に、リスクの低減

効果、施工の難易度、二次汚染のリスク、コストなどの比較検討を行い、既

存構造物への影響、港湾利用への影響等に配慮し、港湾の特性に応じた

最適な対策を選定する。 
汚濁防止対策 ダイオキシン類は主に微細な土粒子に付着して移動することから、対策工

事においては、極力濁りの発生の少ない工法を選定すると共に、濁りの拡

散を防止する措置を講ずる。 
中間処理 中間処理は、浚渫・掘削除去した汚染底質の最終処分を効率的かつ経済

的に行うことを目的に行う。 

底
質
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策 

余水処理 中間処理施設、最終処分地からの排水は、関連法令における排水基準を

満足するよう適切な処理を実施し、周辺公共用水域を汚染しないようにし

なければならない。 
 



18 

 

 
表 2.5(2)   「港湾指針」の概要 

項  目 内容 

最 終 処 分 方

法の選定 
浚渫・掘削除去した汚染底質は、汚染濃度に応じて、海面埋立処分、陸上

処分及び 1000pg-TEQ/g 以下の場合のリスク管理下の利用の中から適切な

最終処分方法を選定する。 

海 面 埋 立 処

分 
浚渫・掘削除去した汚染底質を海面埋立処分する場合、汚染底質の濃度

に応じて適切な護岸構造を有する処分場を選択するとともに、周辺環境に

汚染を拡散させることのないよう、適切な措置を講じるものとする。 
陸上処分 浚渫・掘削除去した汚染底質を陸上処分する場合、汚染底質の濃度に応

じて汚染の流出等を防止する適切な構造を選択するとともに、周辺環境に

汚染を拡散させることのないよう、適切な措置を講じるものとする。 
分 解 無 害 化

処理 
浚渫・掘削除去した汚染底質のうち、中間処理後を含め、ダイオキ

シン類濃度が 3,000pg-TEQ/g を超える場合は、分解無害化処理によ

り、濃度を 3,000pg-TEQ/g 以下にした後、濃度レベルに応じた最終処

分を行う。 

最
終
処
分 

土質材料とし

ての利用 
分解無害化処理等によってダイオキシン類濃度が含有濃度で 150 pg-

TEQ/g 以下になった底質は土質材料として利用できる。ただし、含有

濃度で 150pg-TEQ/g 以下の底質であっても、養浜，覆砂等水域で有効

利用する場合は、溶出濃度で 10pg-TEQ/L 以下であるものに限る。

150pg-TEQ/g を超え 1,000pg-TEQ/g 以下のものを陸上で土質材料とし

て利用する場合は、土壌からの暴露リスクを考慮し、適切な管理の

元で利用しなければならない。 

モニタリン

グのための

事前調査 

事前調査では、対象海域の水質の変動状況の把握及び、濁度を用い

て監視を行う場合のダイオキシン類濃度と濁度との関係を把握す

る。 

工事中のモ

ニタリング 
・基本監視点、補助監視点の水質等について監視基準を設定し、監視基

準に適合しない場合は必要な措置を講じ、原因の究明を行う。 
・監視基準は水質の環境基準値とする。工事による付加分をダイオキシン

類濃度に換算し、事前のダイオキシン類濃度に加えて、監視基準と比較（1
週間の平均値で比較）する。 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

工事完了後

のモニタリ

ング 

工事の完了後、採用した対策の効果確認のためのモニタリングを行

う。 
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(2) 「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」について 

国土交通省北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所では、平成 15～16 年度に底

質ダイオキシン類無害化処理実証実験を実施し、「港湾における底質ダイオキシン類分解無

害化処理技術データブック」（平成 17 年 3 月）としてとりまとめている。 

ただし、平成 15 年 8 月時点で実用可能な技術（応募条件：①実験装置の能力は概ね

20kg/hr、②現に実験装置を所有しているか平成 15 年 10 月初旬までに稼動できること等）

について実証実験を行ったものであり、本書に整理されている実用化に向けては技術的課

題や、スケールアップにあたっての課題等に留意する必要がある。 

 

(a) 技術の選定 

対象とした技術は、民間企業が開発した底質ダイオキシン類の無害化処理技術を公募に

より選定した。応募 39 技術を評価項目（「信頼性」「安全性」「経済性」「現地条件への適用

性」「実績」）により 25 技術を一定レベルにあると評価し、実験は 21 技術について実施した。

（残り 4 技術についてはスケジュールなどの理由により実験から除外） 

 

表 2.6 選定 25 技術 

分類 番号 技術名 
1 汚染底質の造粒加熱処理工法 
2 加熱焙焼法 

焼却(焼成)法 

3 ソイルクリーンシステム(ソックス工法) 
4 TPS＋ジオメルト 
5 超高温アーク熱分解工法 

溶融法 

6 テルミット式ダイオキシン類無害化処理システム 
7 TATT 工法 
8 ジオスチーム工法 
9 総合還元加熱法 
10 ゼオライト触媒とマイクロ波低温分解法 

低温還元熱分
解法 

11 MOTSOC－Sd(モトソック・エスディー) 
12 ダイオブレーカー 
13 二段低温加熱分解法 

酸化雰囲気低
温加熱法 

14 ハイクリーン DX 
15 BCD 法 
16 高圧脱水還元化学分解工法 
17 金属ナトリウムによる脱ハロゲン化技術 
18 NS－FM プロセス 

化学分解法 

19 乾式無害化システム 
20 ロール脱水洗浄無害化工法 
21 溶剤抽出法 
22 ダイオキシン類抽出除去工法(注) 

溶媒抽出法 

23 CLEDIS 工法(溶媒抽出法)(注) 
24 EDC－DX 注入ダイオキシン類無害化工法(注) バイオレメディ

エーション 25 バイオクリーンコンポによるダイオキシン類分解工法(注) 
      (注)スケジュールなどの理由により実験から除外 
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(b) 技術の検証 

底質のダイオキシン類含有量の環境基準は 150pg-TEQ/g である。ただし、最終処分方法

によっては 1,000pg-TEQ/g と 3,000pg-TEQ/g での評価も有効であることから、この 3 つの濃

度レベルでの評価を行った。実証実験を行った 21 技術の達成度を表 2.7 に示す。 

 

表 2.7 濃度レベルごとの達成技術数一覧 

単位：技術数（達成技術数/実施技術数） 

試料名 
脱水ケーキ中の 

ダイオキシン類濃度※ 

150 

pg-TEQ/g 

1,000 

pg-TEQ/g 

3,000 

pg-TEQ/g 

富岩運河淡水域 

（中島閘門上流側） 

9,600～11,000 

（pg-TEQ/g） 
17/21 18/21 20/21 

富岩運河海水域 

（中島閘門下流側） 

2,900～5,000 

（pg-TEQ/g） 
16/20 19/20 19/20 

※実験参加企業には、原泥（上流部：8,100～9,300pg-TEQ/g、下流部：1,700～   

3,000pg-TEQ/g）を脱水した脱水ケーキを配布した。 

 

(c) 分解無害化処理技術の検証 

実証実験を行った 21 技術の実験結果などについて、以下の項目・観点等でとりまとめた。

とりまとめた結果については、次ページ以降に示した。 

 

①各技術について、処理システムフローを示し、処理の流れがわかるように、また、処理

底質・排水・排ガスなどの排出物の測定箇所 

②実証実験による処理結果処理底質のダイオキシン類濃度、処理過程における排出ガ

ス・排水・ばいじんに含まれるダイオキシン類濃度、処理量など 

③実験条件・方法など処理工程の加熱温度、滞留時間・運転時間などの実験条件、排

水・排ガス・ばいじんの発生量、燃料消費量など 

④前処理方法処理プラントへ投入する前段階で汚染土を乾燥・壊砕など前処理をする

場合はその方法と、その時に発生する乾燥排ガス・凝集水量など 
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表 4-4 分解無害化処理結果 

*：上段の値は上流側、下段の値は下流側 ダイオキシン類濃度は毒性等量②（定量下限値未満の異性体の濃度を０として計算する）で表示 
時間処理量 総処理量 

分 類 番号 技術名 

ケーキ 

DXN濃度 

(pg-TEQ/g) 

処理底質

DXN濃度(pg-

TEQ/g）

排ガス (ng-

TEQ/m3N)
排水 (pg-TEQ/L) ばいじん (pg-TEQ/g) その他排出物 乾重量 (kg-

DS/hr) 

湿重量 

(kg/hr)

乾重量 

(kg-DS)

湿重量 

(kg) 

前処理後含

水比(%)

処理底質に含まれている重金属類

土壌汚染対策法の指定基準値への

適合 

1 汚染底質の造粒加熱処理工法  
9,600  

2,900  

0.00044  

0.00017 

0.00021 

0.0000083 
発生しない  

7.3 

1.1
発生しない  

6.1 

5.0 

9.9 

9.4 

55.3 

45.2 

90.0 

84.4 

62.8 

87.0 
基準値以下  

2 加熱焙焼法  
9,600  

2,900  

5.9 

1.0 

＊＊11 
＊＊13 

発生しない 
実験機は排ガス処理部がな

いため発生しない 
発生しない  

5.1 

3.4 

7.5 

5.7 

35.5 

20.5 

52.5 

34.7 

47.9 

68.6 

溶出試験のみ実施  

基準値以下  

焼却(焼

成)法 

3 
ソイルクリーンシステム（ソッ

クス工法）  

9,600  

2,900  

0 

0.00036 

 0.0000032 

0.19 
発生しない  

60 

15
発生しない  

12.4 

11.0 

20.1 

20.1 

37.2 

33.0 

60.0 

60.0 

61.8 

82.5 

ヒ素溶出値が基準値超  

他は基準値以下  

ＴＰＳ  
9,600  

2,900  

75 

16 

0.00015 

0.00011 

1.2 ガスを洗浄するため発生し

ない 

ガス洗浄水の濃縮汚泥 

ジオメルト工程へ  

11.9 

9.9 

19.5 

19.3 

73.3 

61.6 

120.0 

120.0 

63.8 

94.9 

鉛含有量が基準値超  

他は基準値以下  
4 

ＴＰＳ＋ジオメ

ルト 
ジオメルト 

ガス洗浄汚

泥 730,000  

汚泥処理物 

0.025 

0.0057 小量のため処理実験せ

ず  

ガスを洗浄するため発生し

ない 
発生しない  

0.34

(ﾊ ｯ゙ﾁ) 

0.70

(ﾊ ｯ゙ﾁ) 
1.7 3.5 108.0 基準値以下  

5 超高温アーク熱分解工法  
9,600  

2,900  

45 

32 

0.18 

1.5 
発生しない 

微量のため測定できなかっ

た  
発生しない  

4.3 

3.6 

6.0 

5.4 

6.5 

6.1 

10.2 

11.9 

39.8 

49.4 

溶出試験のみ実施  

基準値以下  

溶 融 法 

6 
テルミット式ダイオキシン類無

害化処理システム  

11,000 

 5,000  

1.2 

3.5 

0.27 

0.26 
系外に排出しない  

18,000 

69,000
発生しない  

14.4 

15.1 

27.5 

26.3 

93.4 

97.8 

178.3 

170.0 

90.8 

73.9 

鉛含有量とヒ素溶出量のみ測定  

基準値以下  

7 ＴＡＴＴ工法  
11,000 

 5,000  

26 

51 

0.0071 

測定せず
(迅速法 0)測定せず 発生しない  発生しない  

17.2 

26.0 

17.4 

26.5 

94.4 

93.6 

95.3 

95.4 

0.9 

1.9 

鉛含有量が基準値超  

ヒ素とフッ素の溶出量が基準値超 

8 ジオスチーム工法  
11,000 

 5,000  

120 

17 

0.011 

0.0097 

0.30 

1.1

ガスを洗浄するため発生し

ない 

水処理汚泥

180、140pg-TEQ/g 

12.5 

12.0 

23.3 

21.1 

74.9 

87.6 

139.4 

153.9 

86.2 

75.7 
鉛含有量が基準値超  

9 総合還元加熱法  
11,000 

 5,000  

3.8 

2.7 

1.0 

0.97 
0.0055 0.00076 

95,000 

63,000

ＳＰ法処理物 0ng-TEQ/g 

廃ｱﾙｶﾘ 0.14pg-TEQ/L  

21.2 

22.2 

39.9 

40.1 

95.6 

99.7 

180.0 

180.0 

88.3 

80.5 
鉛含有量が基準値超  

10 
ゼオライト触媒とマイクロ波低

温分解法  

11,000 

 5,000  

15,000

 2,000 
測定せず 測定せず 発生しない  測定せず  

4.1 

4.9
測定せず 

8.2 

9.7 

15.0 

15.0 
測定せず 測定せず  

低温還元 

熱分解法 

11 
ＭＯＴＳＯＣ－Ｓｄ（モトソッ

ク・エスディー）  

11,000 

 5,000  

140

 －＊ 
0.011

洗浄水 65 

35

ガスを洗浄するため発生し

ない 
発生しない  

5.3 

5.7 

10.0 

10.0 

37.1 

28.5 

70.1 

49.9 

89.0 

75.0 
測定せず  

12 ダイオブレーカー  
11,000 

 5,000  

6.1 

29 

0.000021 

0.00078 
実験では発生しない 

処理炉に戻すため発生しな

い  
発生しない  

9.1 

10.0 

9.6 

10.3 

61.0 

55.0 

64.1 

57.3 

5.0 

3.3 

鉛含有量が基準値超  

ヒ素とフッ素の溶出量が基準値超  

13 二段低温加熱分解法  
11,000 

 5,000  

640 

110 

0.28/0.13 

0.075/0.45 
1.3

乾燥工程で粉塵が出るが測

定していない 
発生しない  

5.0-4.8 

5.0-5.0 

5.0-4.9 

5.0-5.0 

22.3-21.8 

25.0-22.5 

22.5-22.6 

25.0-22.6 

0.9 

3.1 

鉛含有量が基準値超  

ヒ素溶出値が基準値超  

酸化雰囲

気低温加

熱法 

14 ハイクリーン ＤＸ  
11,000 

 5,000  

72 

22 

0.0013 

0.001 
発生しない 発生しない  発生しない  

6.8 

11.0 

8.1 

11.8 

47.6 

55.0 

56.5 

59.1 

18.9 

7.5 

鉛含有量が基準値超  

ヒ素溶出値が基準値超  

15 ＢＣＤ法  
11,000 

 5,000  

86 

150 

0 

0 
1.9 実験では発生しなかった 発生しない  

7.0 

6.6 

9.7 

9.2 

38.6 

36.1 

53.6 

50.1 

38.9 

38.9 

鉛含有量が基準値超  

ヒ素の溶出量が基準値超  

16 高圧脱水還元化学分解工法  
11,000 

 5,000  

29 

530 

0.0064 

0.0021 
発生しない  

420 

150
発生しない  

18.8 

21.1 

35.3 

35.7 

94.0 

95.0 

176.4 

160.5 

87.6 

69.2 

六価クロム、セレン、ヒ素、フッ素の溶

出量が基準値超  

17 
金属ナトリウムによる脱ハロゲ

ン化技術  

11,000 

 5,000  

110 

75 

0.00063 

0.00071 
測定せず  

3,500 

3,600
発生しない  

4.1 

4.7 

4.1 

4.9 

19.9 

19.4 

20.0 

20.0 

0.32 

3.30 

鉛含有量が基準値超  

ヒ素溶出値が基準値超  

18 ＮＳ-ＦＭプロセス  
11,000 

 5,000  

2,200 

530 

0.0000061 

0.0032 
発生しない 

処理炉に戻すため発生しな

い  
発生しない  

2.1 

1.7 

2.1 

1.8 

13.4 

12.4 

13.7 

12.8 

1.7 

3.7 
測定せず  

化学分解

法 

19 乾式無害化システム  
11,000 

 5,000  

69 

44 

0.0014 

0.00045 
発生しない  

1900 

9000
発生しない  

11.0 

11.8 

12.5

 18.3 

111.0

 98.7 

126.0 

153.0 

13.6 

55.0 
ヒ素溶出値が基準値超  

抽出工程 
11,000 

 5,000  

1,600 

630 

室内環境 

0.23pg-TEQ/Nm3 

11 

5.1

加熱工程がないので発生し

ない 

廃溶媒 

13,000pg-TEQ/L 

18.9 

19.3 

27.3 

26.8 

44.0 

39.0 
鉛含有量が基準値超  

20 
ロール脱水洗浄

無害化工法 
分解工程 

廃溶媒 

13,000  
－ 発生しない 発生しない 発生しない  

処理油 6pg-TEQ/g

廃ｱﾙｶﾘ2 500pg-TEQ/L
－ 0.86 －

0.86 

１バッチ
－ 測定せず  

抽出工程 
11,000 

 5,000  

150 

98

密閉構造なの

で発生しない 
測定せず 

加熱工程がないので発生し

ない 

廃溶剤590pg-TEQ/L

廃溶剤400pg-TEQ/L 

0.304 

0.333 

0.395 

0.451 

30.2 

35.5 
測定せず  

溶媒抽出

法 

21 溶剤抽出法  

分解工程 
廃溶媒560 

400  

0.054 

0.067 

＊＊0.90 
＊＊2.9 

発生しない 
実験機は排ガス処理部がな

いため発生しない 
発生しない  －

5 

5
－

1.3 

1.5 
－ 測定せず  

* No.11 下流側は分析試料の採取不良につき欠測 
** №2・21 は実験機では排ガス処理部がないため炉出口ガスの測定値とした 
出典：「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」（平成１７年３月、北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所）
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表 4-5 実験条件・方法（その１） 
 *：上段の値は上流側、下段の値は下流側 

分 類 番号 技術名 

ケーキ処理工程 

の温度  

(℃) 

ケーキ処理工程の

滞留時間  

(min) 

ケーキ処理

工程の運転

時間 (hr)

添加剤 

(ｹｰｷ湿重1kg当たり）

排水量 

（ｹｰｷ1kg-DS当たり）

(L/ｹｰｷ kg-DS) 

排ガス量 

（ｹｰｷ1kg-DS当たり）

(m3N/ｹｰｷ kg-DS)

ばいじん量  

（ｹｰｷ1kg-DS当たり） 

 （g/ｹｰｷ kg-DS） 

燃料消費量  

（ｹｰｷ湿重1kg当たり） 

1 
汚染底質の造粒加熱処理工

法 

入口741、出口1022 

入口746、出口 994 

60 

60 

8.0 

8.0
使用しない  発生しない  

24.43 

25.90 

99.30 

276.80 

重油 1.18L/kg 

1.45L/kg 

2 加熱焙焼法  
炉内均一 1000 

炉内均一 1000 

42 

42 

7.0 

6.0
使用しない  発生しない  

0.67 

0.84 

実験機では排ガス処理部がない

ため発生しない 
測定せず 焼却(焼成)法 

3 
ソイルクリーンシステム

（ソックス工法） 

炉内1050 

炉内1050 

実験実施者からの

提示無し  

3.0 

3.0
使用しない  発生しない  

41.53 

27.64 

161.00 

182.00 

重油 0.5L/kg   

0.485L/kg 

ＴＰＳ 
壁618 

壁626 

49 

44 

6.2 

6.2
使用しない  

10.4 

11.7 

0.83 

0.82 

ガスを洗浄するため発生し

ない  

LPG 0.18kg/kg 

0.16kg/kg 
4 

ＴＰＳ＋ジ

オメルト 
ジオメルト  

>1600 
ﾊﾞｯﾁ 270 ﾊﾞｯﾁ 4.5 使用しない  １ﾊﾞｯﾁ5 8L

ガス洗浄汚泥1kg当たり 

21.20 

ガスを洗浄するため発生し

ない 

ガス洗浄汚泥1kg当たり 

電力 2.2kwh/kg 

5 超高温アーク熱分解工法 

炉内 614 /炉内 548 

発熱体表面 800～

1800 

90 

102 

1.5 

1.7
鉄粉10％ 発生しない  

155.81 

92.22 
微量発生した 

電力 7.5kwh/kg 

6.4kwh/kg 

溶 融 法 

6 
テルミット式ダイオキシン

類無害化処理システム 

炉内 1,326 

炉内 1,319 

30～60

30～60 

6.5 

6.5
テルミット剤5％ 系外に排出しない  

61.90 

73.30 

81.40 

95.30 

重油 1.12L/kg 

1.18L/kg 

7 ＴＡＴＴ工法 
内壁 748 

内壁 702 

30 

24 

3.5 

3.6
使用しない  

1.49 

2.75 

0.61 

0.62 
発生しない  測定せず  

8 ジオスチーム工法 
処理底質出口付近 667 

667 

42 

38 

6.0 

7.3
使用しない  

循環ガス洗浄水の増加分を

排水量とした 

0.96/0.90 

0.32 

0.26 

ガスを洗浄するため発生し

ない 

熱脱着 LPG3.4、3.2k g/hr 

水蒸気分解電力16.1､17.3ｋW  

9 総合還元加熱法 
炉中央部 550 

550 

60 

60 

4.5 

4.5
使用しない  

0.46 

0.58 

4.81 

4.59 

0.35 

0.66 

灯油 2.5L/kg 

2.5L/kg 

10 
ゼオライト触媒とマイクロ

波低温分解法 

加熱工程 130 

130 

120 

120 

2.0 

2.0

NaOH1％ 

ゼオライト5％ 
測定せず 測定せず 発生しない  測定せず  

低温還元 

熱分解法 

11 
ＭＯＴＳＯＣ－Ｓｄ（モト

ソック・エスディー） 

キルン 550 

550 

40 

40 

7.0 

5.0
使用しない  

1.75 

3.16 

13.58 

13.86

ガスを洗浄するため発生し

ない 

ガス燃焼部LPG0.15kg/kg 

0.13kg/kg 

12 ダイオブレーカー 
600、600

600、600

20、20

20、20 

6.7 

5.5

消石灰3％ 

消石灰3％ 
実験では発生しない 

4.95 

5.84 

処理炉に戻すため発生しな

い  

ガス燃焼部LPG0.05kg/kg 

0.05kg/kg 

13 二段低温加熱分解法  
420-470 50、50

50、50 

4.5/5.0 

4.5/3.0
使用しない  発生しない  

0.045 

0.020 

実験機ではバグフィルター

がないため発生しない 
測定せず 

酸化雰囲気 

低温加熱法 

14 ハイクリーン ＤＸ 
層内 480 

層内 480 

145 

130 

7.0 

5.0
使用しない  発生しない  

10.59 

9.36 
発生しない  測定せず  

15 ＢＣＤ法 
内400～ 430 

内390～ 420 

30 

30 

5.5 

5.5 

NaOH:1.8kg/38.6kg  

NaOH:1.6kg/36kg  

0.85 

0.96 

0.29 

0.63 
実験では発生しなかった 測定せず  

16 高圧脱水還元化学分解工法 
内530 

内530 

60 

60 

5.0 

4.5

重曹:3.5kg/18.8kg 

重曹:3.6kg/21.1kg 
発生しない  

42.50 

39.00 

0.84 

0.72 

ガス燃焼部LPG 1.1kg/kg 

1.3kg/kg 

17 
金属ナトリウムによる脱ハ

ロゲン化技術  

120-400 

108-400 

ﾐﾙ45  養生6 0

ﾐﾙ48  養生6 0

ﾊﾞｯﾁ 4.8

ﾊﾞｯﾁ 4.1

Na 0.1kg/20kg･ds 

Na 0.1kg/20kg･ds 
測定せず  

171.00 

140.00 

82.67 

24.79 

プロパン0.4m3/kg 

0.4m3/kg 

18 ＮＳ-ＦＭプロセス  
450 

450 

49 

28 

6.4 

7.3

ﾀﾞｲｵｶｯﾄ 10％ 

ﾀﾞｲｵｶｯﾄ 10％ 
発生しない  

1.52 

1.08 

処理炉に戻すため発生しな

い 
測定せず 

化学分解法 

19 乾式無害化システム  
630 

610 

180 

180 

10.0 

8.0

ﾀﾞｲｵｶｯﾄ 5％  

ﾀﾞｲｵｶｯﾄ 5％  
発生しない  

18.60 

20.80 

13.51 

93.21 

灯油 0.06L/kg 

0.04L/kg 
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表 4-5 実験条件・方法（その 2） 
 *：上段の値は上流側、下段の値は下流側 

分 類 番号 技術名 

ケーキ処理工程 

の温度  

(℃) 

ケーキ処理工程の

滞留時間  

(min) 

ケーキ処理

工程の運転

時間 (hr)

添加剤 

(ｹｰｷ湿重1kg当たり）

排水量 

（ｹｰｷ1kg-DS当たり）

(L/ｹｰｷ kg-DS) 

排ガス量 

（ｹｰｷ1kg-DS当たり）

(m3N/ｹｰｷ kg-DS)

ばいじん量  

（ｹｰｷ1kg-DS当たり） 

 （g/ｹｰｷ kg-DS） 

燃料消費量  

（ｹｰｷ湿重1kg当たり） 

抽出工程 
常温 300 

300

バッチ30

バッチ30
使用しない  

実験実施者からの提

示無し 
発生しない  発生しない  測定せず  

20 

ロール脱水 

洗浄無害化  

工法 分解工程  
90 

60 バッチ 1
金属ﾅﾄﾘｳﾑ 3.5% 

水 120％ 
発生しない  発生しない  発生しない  測定せず 

抽出工程 

常温
120min×22回

120min×20回

実験実施者

からの提示

無し 

使用しない  
実験実施者からの提

示無し 
発生しない  発生しない  測定せず 

溶媒抽出法 

21 溶剤抽出法  

分解工程  
1,000 

1,000 

60 

60 

6 

6

廃溶媒1.3kgに珪砂25kg

廃溶媒1.5kgに珪砂28kg
発生しない 

廃溶剤1kg当たり

2.5m3N/kg-wet 

2.1m3N/kg-wet 

実験機では排ガス処理部

がないため発生しない 
測定せず 

出典：「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」（平成１７年３月、北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 

 

分 類 番号 技術名 溶媒名 
溶媒使用量  

（ｹｰｷ1kg-DS当たり） 

廃溶媒発生量 

（ｹｰｷ1kg-DS当たり） 

20 
ロール脱水洗

浄無害化工法 

抽出 

工程 
アセトン  5.72L/kg-DS 5.58L/kg-DS 5.72L/kg-DS 5.58L/kg-DS

溶媒抽出法 

21 溶剤抽出法  
抽出 

工程 
公表しない  18.24kg/kg-DS 14.90kg/kg-DS 18.24kg/kg-DS 14.90kg/kg-DS 

出典：「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」（平成１７年３月、北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 
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表 4-6 前処理方法 

*：上段の値は上流側、下段の値は下流側 

脱水ケーキ受入 乾燥排ガス 凝縮水 
分 類 

番
号

技術名 含水比 
(%) 

総量 
(kg) 

前処理方法 前処理後の性状 量
m3/h

DXN濃度  
ng-TEQ/m3N 

量  
L 

DXN濃度 pg-
TEQ/L 

1 汚染底質の造粒加熱処理工法  
62.0 
87.0 

169.0 
201.0

造粒装置（ＨＦミキサー）を使用して
造粒 

含水比62.8％、50％粒径6.3mm  
含水比87.0％、50％粒径5.3mm  

乾燥工程がないため発生し
ない  

乾燥工程がないため発生し
ない  

2 加熱焙焼法  
47.9 
68.6 

実験実施者から
の提示無し 

破砕 測定せず 
乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

焼却(焼成)法

3
ソイルクリーンシステム（ソ
ックス工法）  

61.6 
86.9 

149.2 
197.3 

風乾および解砕 
含水比61.8％ 
含水比82.5％ 

風乾のため測定していない 風乾のため測定していない  

4 ＴＰＳ＋ジオメルト  
63.8 
94.9 

191.4 
171.2

目開き30mmのスクリーンで解砕 30mm以下になること以外性状変化無し 
乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

5 超高温アーク熱分解工法  
57.6 
95.4 

197.1 
173.5 

風乾後、鉄粉を10％混入、20mm以下に
解砕 

風乾後含水比39.8％ 
風乾後含水比49.4％ 

風乾のため測定していない 風乾のため測定していない 溶 融 法 

6
テルミット式ダイオキシン類
無害化処理システム  

90.8 
73.9 

178.3 
170.0

30mm以下に解砕後 
テルミット剤を5％添加  

塊状(30mm以下)  
乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

7 ＴＡＴＴ工法  
100.5 
76.5 

187.4 
172.5 

パン型造粒機でφ2～5mmに造粒後、
110℃で乾燥  

含水比0.9％  
含水比1.9％  

装置の構造上測定できない 
80.5 
70.9 

45 
測定せず 

8 ジオスチーム工法 測定せず
181.4 
167.6 

目開き10mmの振動ふるいで解砕、分級 
含水比86.2  
含水比75.7  

乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

9 総合還元加熱法  
88.3 
80.5 

183.0 
185.2 

分級スクリーンにより粒径40mm以下に
分級 

40mm以下になること以外性状変化無し 
乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

10
ゼオライト触媒とマイクロ波
低温分解法  

52.6
60.5 

実験実施者から
の提示無し 

スラリー状  測定せず 
乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

低温還元 
熱分解法 

11
ＭＯＴＳＯＣ－Ｓｄ（モトソ
ック・エスディー） 

測定せず
200.0 
200.0 

20mm以下に解砕 
含水比89.0％ 
含水比75.0％ 

乾燥工程がないため発生し
ない 

乾燥工程がないため発生し
ない  

12 ダイオブレーカー  
91.2 
93.4 

183.0 
186.0 

破砕、乾燥機とサイクロンおよびバグ
フィルターを使い120℃で乾燥、解砕 

含水比5.0％  
含水比3.3％  

130 
89 

0.012 
0.0024 

排ガス中に水蒸気で放出さ
れる  

13 二段低温加熱分解法  
46.6 
42.9 

181.2 
70.0 

間接加熱水蒸気乾燥機によって140℃
で乾燥 

含水比0.9％  
含水比3.1％  

装置の構造上測定できない
粉塵が 23.6kg、4.35 kg発生
した  

10.56 
8.05 

1.3 
測定せず 

酸化雰囲気低温
加熱法 

14 ハイクリーン ＤＸ  
47.5 
43.0 

185.5 
173.5 

風乾後粉砕  
含水比18.9％ 50％粒径150～ 300μm  
含水比 7.5％ 50％粒径 45～  75μm  

風乾のため測定していない 風乾のため測定していない  

15 ＢＣＤ法  
83.2 
55.0 

実験実施者から
の提示無し 

解砕、風乾後NaOHを加えて攪拌混合 
含水比38.9％ 
含水比38.9％ 

風乾のため測定していない 風乾のため測定していない  

16 高圧脱水還元化学分解工法  
87.6 
69.2 

実験実施者から
の提示無し 

解砕して脱塩素剤添加後均一混合  
粒径5mm以下  
粒径10mm以下 

乾燥工程がないため発生し
ない  

乾燥工程がないため発生し
ない  

17
金属ナトリウムによる脱ハロ
ゲン化技術  

35.3 
34.3 

38.5 
35.0 

解砕後180℃で乾燥、ナトリウム、触
媒、破砕補助剤を添加 

含水比0.32％ 5mm以下 
含水比3.3％  5mm以下  

13.75 
19.35 

56 
0.43 

測定せず  

18 ＮＳ-ＦＭプロセス  
39.6 
62.9 

実験実施者から
の提示無し 

気流乾燥装置を使用して180℃の熱風
で乾燥 

含水比1.7％  
含水比3.7％  

186 
178 

38 
3.8 

装置の構造上測定できない 

化学分解法 

19 乾式無害化システム  
64.5 
65.8 

約190 
約190 

破砕、乾燥  
含水比13.6％ 5mm以下 
含水比55.0％ 5mm以下 

風乾のため測定していない 風乾のため測定していない  

20 ロール脱水洗浄無害化工法  
44.3 
38.7 

実験実施者からの
提示無し 

10mm以下に解砕 測定せず 
乾燥工程がないため発生し
ない  

乾燥工程がないため発生し
ない  

溶媒抽出法 

21 溶剤抽出法  測定せず
203.7 
196.3 

2mm以下に解砕 
含水比30.2％ 
含水比35.5％  

乾燥工程がないため発生し
ない  

乾燥工程がないため発生し
ない  

出典：「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック（平成１７年３月、国土交通省北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 
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(3) モニタリングに係る検討 

(a) Ａ港におけるモニタリング結果 

Ａ港では、現地への適用性を検証するとともに、問題点・課題の抽出を図り、今後の対策

方法策定の基礎資料とすることを目的として、浚渫試験施工が実施された。浚渫試験施工に

おいては、港湾指針の設定方法では監視基準が設定できないため、河川マニュアルに示さ

れた方法で監視基準を設定した。 

① 監視基準の設定 

調査実施前にバックグラウンド地点において、流況が安定した１週間程度の濁度･流況の

連続観測調査を行い、濁度の平均値±2σを求め、自然状態における変動幅とすることとし

た。 

ここで、平成 17 年に実施した調査結果よりσ＝2.0 (2σ＝4.0)とした。試験調査中は、この

変動幅を許容範囲と考え、バックグラウンド地点での濁度から、±2σ(＝±4.0)の範囲を監視

基準とし、監視点 B においてモニタリングしていくこととした。 

 

② モニタリング結果 

i） 施工中の環境監視結果（濁度監視結果） 

施工中において、バックグラウンド地点および監視点 B の濁度を連続測定し監視を行

ったが、次表に示すように全て設定した監視基準を満足しており、周辺環境への汚濁拡散

の影響はなかったと判断される。 

表 2.8 濁度観測結果 

 試験ﾊﾟﾀｰﾝ 
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ地点濁度
+2σ値(基準上限値) 

  

ｽｲﾝｸﾞ 
速度

(min/m) 

戻ｽｲﾝｸﾞ 
速度

(min/m) 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳ
ﾝﾄﾞ地点 
の濁度 -2σ +2σ 

監視点 B
の濁度 

評価 

パターン１ 2.0 5.0 12.8 8.8  16.8  11.0  ○ 

パターン 2 4.0～3.0 5.0 11.8 7.8  15.8  10.9  ○ 

パターン 3 2.0～3.0 10.0 10.0 6.0  14.0  9.1  ○ 

パターン 4 2.0 10.0 10.3 6.3  14.3  10.1  ○ 

パターン 5 2.0 10.0 5.4 1.4  9.4  8.4  ○ 

パターン 6 2.0 10.0 5.2 1.2  9.2  6.7  ○ 

パターン 7 2.0～3.0 10.0 5.0 1.0  9.0  6.1  ○ 

パターン 8 2.0 10.0 4.1 0.1  8.1  5.5  ○ 

パターン 9 2.0 10.0 5.0 1.0  9.0  5.4  ○ 

パターン 10 2.0 10.0 5.0 1.0  9.0  6.4  ○ 

パターン 11 2.0 10.0 4.6 0.6  8.6  5.1  ○ 

出典： Ａ港資料 
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ii） 生活環境項目および水質ダイオキシン類濃度調査結果 

事前、施工中、事後の生活環境項目（pH、SS、COD、BOD、DO）、水質ダイオキシン類

濃度の測定をバックグラウンド地点および監視点 B で測定しているが、いずれも環境基準

を満足しているとともに、バックグラウンド地点と監視点 B の測定値にほとんど差異がみら

れない。浚渫による汚濁発生が少なかったこと、また、汚濁防止膜により効果的に汚濁拡

散の抑制が図られたことから、周辺環境への汚濁拡散の影響はなかったと判断された。 

 

 

(b) Ｈ港におけるモニタリング結果 

Ｈ港では、底質浄化対策事業計画において、モニタリング計画が策定されている。監視基

準値および判定方法を表 2.9 に示す。 

 

表 2.9 監視基準値一覧 

監視地点区分 調査項目 監視基準値 判定方法 

対 策 対

象物質 

ダイオキ

シン類 

環境基準値 

(1pg-TEQ/L) 

監視基準値を超えないこ

とを確認する 

基本監視点 

濁り 濁度 ダイオキシン類濃度との

相関に基づき設定 

1 週間の移動平均値が監

視基準値を超えないこと 

補助監視点 濁り 濁度 ダイオキシン類濃度との

相関に基づき設定 

1 週間の移動平均値が監

視基準値を超えないこと 

工事水域 

工事地点周

辺 

異常な濁り、油膜等の

有無 

異常がないこと  

対 策 対

象物質 

ダイオキ

シン類 

環境基準値 

(10pg-TEQ/L) 

監視基準値を超えないこ

とを確認する 

中間処理 

(脱水) 

余水 

濁り 濁度 ダイオキシン類濃度との

相関に基づき設定 

1 週間の移動平均値が監

視基準値を超えないこと 

出典：Ｈ港資料 

 

モニタリング計画に基づき、浚渫工事に伴うモニタリングが平成 16 年より実施されている。

その結果、浚渫工事による濁りは汚濁防止枠内にとどまり、基本監視点の濁度は基準値以

内に留まっていることが確認された。 
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2.2. 他分野における技術資料等の適用性の検討 

2.2.1. 国土交通省河川局の技術資料 

国土交通省河川局が策定した技術資料等について、港湾局が策定した技術資料等との

相互の適用性を検討した。 

【対象資料】 

 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」平成 17 年 3 月 

 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」平成 17 年 3 月 

 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」平成 16 年 7 月 

 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」平成 17 年 3 月 

 

(1) 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」について 

国土交通省河川局河川環境課では、河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策を安

全かつ的確に実施するため、学識経験者等からなる流域水環境研究会において、総合的な

観点から技術的対応方策について検討、審議を行い、平成 15 年 6 月に「河川、湖沼等に

おける底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」を策定し、平成 17 年 3 月に最新知見およ

び技術に基づき再度取りまとめられた。 

「河川マニュアル」の概要について項目ごとに、表 2.10 に整理した。 

 

表 2.10(1) 「河川マニュアル」の概要 

項  目 概要 

総
説 

指針の目的及び

適用 

・ 本マニュアルは、河川、湖沼等のダイオキシン類の対策に関する

基本事項についての標準的な検討手法を示すものであり、その

構成は、第 1 章総則、第 2 章事前調査、第 3 章対策手法・工法

の検討、第 4 章工事影響防止策の検討、第 5 章対策実施後の

調査、第 6 章情報の公開よりなる。 
概況調査 ・ 概況調査において簡易分析を適用しても良い。 
精密調査 ・ 流下方向で 50m 間隔（汚染区間が 500m 以下）又は 200～

300m 間隔（汚染区間が 500m 以上）、横断方向で 50m 間隔程

度で採泥することが望ましい。 
汚染範囲の確定 ・ 上層の濃度が低く、下層の濃度が高い場合の対応方針を示す。 

底
質
調
査 

その他 ・ 地域の特性把握及び土質材料として利用する場合の事前調査に

ついて示す。 
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表 2.10(2)  「河川マニュアル」の概要 

項  目 概要 

・ 対策の優先順位を示しており、第一に掘削除去処理を選定することを

検討し、構造物等の安定を損なう場合等、掘削除去の実施が難しい場

合には、原位置処理を選定することを検討することとする。 
・ 原位置処理（覆砂、固化）は恒久的な対策となり得ないことを留意すべ

きである。 
・ 河川においては流れがあるため覆砂の利用は慎重に検討し判断する

必要がある。湖沼のように流れが緩やかな場所では比較的容易に適用

が可能である。 

対策の選定 

・ 覆砂工法の適用条件として、ダイオキシン類が低濃度であることとす

る。 

底
質
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策 

・ 覆砂 

・ 原位置固化処

理 

・ 対策の優先順位を示しており、対策の効果が高いと考えられる固化処

理工法による対策を検討し、固化処理工法が困難な水域について覆

砂工法を検討することとする。 
最終処分方法の選

定 

・ 土質材料としての利用を優先し、それによらない場合は埋立処分を行

うこととする。 

海面埋立処分 ・ 海面処分については、港湾指針を参考にすることとする。 
最
終
処
分 土質材料としての

利用 

・ 150～1,000pg-TEQ/g の底質は土質材料として利用し、その際セメント

固化することを原則とする。 

モニタリングのため

の事前調査 

（濁度とダイオキシ

ン類濃度の関係把

握方法） 

・ 河川マニュアルでは、一般調査結果よりダイオキシン類濃度と濁度及

び SS の関係等を把握することとする。 

監視基準の設定 ・ 河川マニュアルでは、濁度の変動幅を考慮したもの（BG±2σ）を監視

基準値とする。 

監視基準への適合

性の判定 

・ 河川マニュアルでは、1 時間毎の濁度の平均値が、1 時間毎監視基準

値を上回らないこととする。 
二次汚染対策 ・ 河川マニュアルでは、工事影響調査を実施することとする。 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

工時完了後のモニ

タリング 

・河川マニュアルでは、以下のように示す。 

①掘削除去処理を実施した場合 

底質：底質調査を 1回実施 

水質：対策実施中の調査と同等の調査を  1 回実施 

②原位置処理（固化）を実施した場合 

底質・水質：年 1回の調査を 5 年間行う。 

③原位置処理（覆砂）を実施した場合 

底質・水質：年 1回の調査を実施（継続的にモニタリング） 
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(2) 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」について 

国土交通省河川局河川環境課では、「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マ

ニュアル（案）」（平成 17 年 3 月）を策定しており、ダイオキシン類の常時監視について具体

的に整理している。 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」の概

要について、項目ごとに表 2.11 に整理した。 

 

表 2.11(1) 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
目的 本マニュアルは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオ

キシン類の水質環境基準及び底質環境基準が制定されたことを受

け、ダイオキシン類の常時監視を行う際の調査方針、技術的手法を

定めるものである。 
内容 河川、湖沼等におけるダイオキシン類の常時監視に関する基本事

項についての標準的な監視手法を示す。 
マニュアルの構成 
①総則、②水質調査、③底質調査、④精度管理 

内容の改訂 本マニュアルの内容は、技術水準の向上その他必要に応じて改訂

を行うものとする。 
運用方針 本マニュアルにおける常時監視とは、水質汚濁防止法における常

時監視と同様に、ダイオキシン類についても汚染又は汚濁の兆候

の早期発見、経年変化を把握し、対策効果を確認するなどダイオキ

シン類による汚染の状況について行うものである。 
適用 本マニュアルは、国土交通大臣が直轄管理する河川、湖沼等に関

するダイオキシン類常時監視に適用する。 
調査 原則として、水質調査、底質調査を併せて実施するものとする。 
水質の基準値

を超えた場合

の対応 

水質の環境基準値を超えた場合には、河川管理者は、地方自治

体等と、今後の調査及び対策の進め方について連携を図る。 

総
則 

底質の基準値

を超えた場合

の対応 

底質の環境基準値を超えた場合には、別途定めた「『河川、湖沼等

における底質ダイオキシン類対策マニュアル』（案）」を用いて、概略

調査、詳細範囲確定調査、対策手法・工法の検討、工事影響防止

策の検討、対策実施後の調査を行うものとする。 
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表 2.11(2)   「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
調査概要 国土交通大臣が管理する公共用水域のダイオキシン類の監視は、

定期的な調査を基本として行う。 
測定地点の設

定 
基準監視地点：水系の順流最下流端に位置する環境基準点（河

川）、代表地点（直轄湖沼） 
補助監視地点：基準監視地点における監視を補完するものであり、

ダイオキシン類濃度が比較的高濃度となる可能性がある地点 
重点監視状態にある地点：基準監視地点及び補助監視地点のう

ち、要監視濃度(環境基準値の 1/2)を超えた地点とする。なお、

一定期間要監視濃度を下回った場合は基準監視地点、補助監

視地点として監視を行う。 
調査頻度 基準監視地点：年 1 回 

補助監視地点：3 年に 1 回 
重点監視状態にある地点：年 4 回 
公共用水域の調査時と同時に実施する 

調査項目 ・ ダイオキシン類対策特別措置法第 2 条に定めるダイオキシン

類（ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシ

ン、コプラナーPCB） 
・ 調査に当たっては、必要に応じ補足説明ができる項目等（濁度

又は SS 等）について選定して測定するものとする。 
採水の方法 ・ 河川での横断方向の採水は流心で行うものとし、表層を採水す

る。 
・ 湖沼での採水は湖心の上層（表層）で行うものとする。 
・ 採水は、分析機関において、十分洗浄したステンレス製バケツ

等を用い、現場の水で十分とも洗いを行う。 
・ 試料容器は、褐色ガラスビン又はステンレス製容器を、分析を

担当する機関において準備し、保管等において汚染がないよう

十分に管理することとする。採取器具は洗浄し、使用するまで

外部からの汚染を受けないよう、ポリエチレン等の袋で覆うことと

する。 

水
質
調
査 

試料の運搬と

保管 
・ 試料の運搬については、試料ビンを密栓し、破損がないように

搬送することとする。 
・ 分析試料は、再分析に備えその一部を密封し、結果が確定す

るまで保存しておくこととする。 
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表 2.11(3)   「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
調査概要 国土交通大臣が管理する公共用水域のダイオキシン類の監視は、

定期的な調査を基本として行う。 
測定地点の設

定 
基準監視地点：水系の順流最下流端に位置する環境基準点（河

川）、代表地点（直轄湖沼） 
補助監視地点：基準監視地点における監視を補完するものであり、

ダイオキシン類濃度が比較的高濃度となる可能性がある地点 
重点監視状態にある地点：基準監視地点及び補助監視地点のう

ち、要監視濃度(環境基準値の 1/2)を超えた地点とする。なお、

一定期間要監視濃度を下回った場合は基準監視地点、補助監

視地点として監視を行う。 
調査頻度 基準監視地点：年 1 回 

補助監視地点：3 年に 1 回 
重点監視状態にある地点：年 4 回 
ダイオキシン類の水質調査と同時に実施する 

調査項目 ・ 調査項目は、ダイオキシン類対策特別措置法第 2 条に定める

ダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パ
ラ-ジオキシン、コプラナーPCB） 

・ 調査に当たっては、必要に応じ補足説明ができる項目等（含水

率、粒度分布及び強熱減量等）について選定して測定するも

のとする。 
採泥方法 ・ 河川での横断方向の採泥は流心で行うものとし、表層を採取す

る。 
・ 湖沼での採泥位置は、湖心の表層とする。 
・ 底質は原則としてエクマンバージ型採泥器又はこれに準ずる

採泥器を用いて採取するものとする。採泥は 1 地点につき 3 箇

所程度において行う。 
・ 採取器具は洗浄し、使用するまで外部からの汚染を受けないよ

う、ポリエチレン等の袋で覆うこととする。採取した底質は、小

石、貝殻、動植物片などの異物を除き均等に混合し、試料とす

る。試料容器については、ガラスビン（内部をアセトン及びトル

エンで洗浄したもの）を使用する。 
試料の運搬と

保管 
・ 試料の運搬については、試料ビンを密栓し、破損がないように

搬送することとする。 
・ 分析試料は、再分析に備えその一部を密封し、結果が確定す

るまで保存しておくこととする。 

底
質
調
査 

簡易測定法 常時監視以外の内容で底質調査を行う場合、「河川、湖沼底質中

のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」（平成 16 年 7 月、国

土交通省）による調査方法を適用することができる。 
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表 2.11(4)   「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
品質管理の考

え方 
ダイオキシン類の測定では、分析の濃度レベルが極めて低いこと等

から、結果の信頼性を確保するためには、分析機関による品質管

理が不可欠であり、外部機関によって確認されることが望ましい。 品
質
管
理 

品質管理の実

施 
調査開始前に調査担当機関に品質管理計画書の提出を求め、そ

の内容を確認する。計画書に基づく測定分析終了後、品質管理報

告書の提出を求め、測定が計画に則って実施されたか確認し、提

出された結果の妥当性について判断を行う。 
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(3) 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」について 

国土交通省河川局河川環境課では、「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニ

ュアル（案）」（平成 16 年 7 月）を策定しており、ダイオキシン類の簡易測定法について具体

的に整理している。 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」の概要

について、項目ごとに表 2.12 に整理した。 

 

表 2.12(1) 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
ガスクロマトグ

ラフ質量分析

計（GC/MS）法 

以下の 3 種類の質量分析計を用いることができる。 
①二重収束型 MS 
②イオントラップ型 MS 
③四重極型 MS 

生物法 原理を異にする複数種類の生物法を用いることができる。 
①抗ダイオキシン類抗体を用いたイムノアッセイ 
②Ah レセプターバインディングアッセイ 
 ア 抗レセプター複合抗体を用いたイムノアッセイ 
 イ レポータージーンアッセイ 
 ウ Ah レセプターアッセイ PCR 法 
ガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MS）法： 
 TEF を持つ各化合物において、5pg/g-dry まで測定できるよう

に、採用する測定方法において十分な実試料量を用いなければな

らない。 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
簡
易
測
定
法
の
概
要 

目標定量下限 

生物法： 
 TEQ について、およそ 50pg-TEQ/g-dry まで測定できるように、

採用する測定方法において十分な実試料量を用いなければならな

い。 
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表 2.12 (2) 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
試料の採取 ・ 試料容器はガラス製のものを用いる。使用前に有機溶媒等で洗浄

する。 
・ 採泥器は、状況に合ったもの（例えばエクマンバージ型採泥器など）

を用いる。 
試料採取（採

泥）方法 
表層試料：採泥器によって、底質表層から 10cm 程度の泥を 3 回以上

採取し、それらを混合して採泥試料とする。 
深さ方向の調査：アクリル性のパイプを潜水士が底泥に差し込み引き上

げる方法等で採取する。 
試
料 試料の取扱い ・ 採泥器で採泥した試料をバット等に移し、小石、貝殻等を取り除く。

均一に混合し、必要量を密閉可能なガラス製容器に入れて、ポリエ

チレン袋等で密閉した後、クーラーボックス等に入れて氷冷・遮光状

態で実験室まで移送する。 
・ 柱状試料の場合、柱状試料のまま実験室まで移送し、実験室で必

要な堆積層の試料を切り出すか、あるいは試料を採取した現場付近

で試料を切り出す。 
試料はできるだけ速やかに分析する。直ちに分析が行えない場合には、

遮光した状態において 4℃以下で保存する。 
前処理の概要 分析法ごとに底質試料の前処理から測定までのフローの例を示してい

る。 
前処理に使用

する試薬等 
前処理に使用する試薬、器具及び装置について、整理している。 

試
料
の
前
処
理 

前処理操作 以下の事項について、整理している。 
①試料の乾燥、②内標準物質の添加、③試料からの抽出（クリーンアッ

プスパイク）、④精製、⑤測定用試料の精製 
ガスクロマトグ

ラフ質量分析

計（GC/MS）法 

以下の事項について、整理している。 
①試薬、②ガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MS）、③測定操作、④検

量線の作成、⑤ピークの検出、⑥ピーク面積の算出、⑦ダイオキシン類

の同定、⑧ダイオキシン類の定量、⑨濃度の算出、⑩定量下限、⑪回収

率の確認 

同
定
及
び
定
量 生物法 以下の事項について、整理している。 

①試薬及び装置、②測定操作、③検量線の作成、④濃度の算出、⑤定

量下限 
ガスクロマトグ

ラフ質量分析

計（GC/MS）法 

・ GC/MS 法によるダイオキシン類測定結果の記載様式が例示されて

いる。 
・ TEF を持つ 29 化合物について、実測濃度を pg/g-dry で表示す

る。 結
果
の
報
告 

生物法 ・ 生物法によるダイオキシン類測定結果の記載様式が例示されてい

る。 
実測濃度を TEQ に換算する補正式（調査水域で採取した底質につい

て検討した補正式、または、調査水域以外から採取した任意の底質につ

いて検討した補正式を利用する）に代入して TEQ を算出する。 
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(4) 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」について 

国土交通省河川局河川環境課では、「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル

（案）」（平成 17 年 3 月）を策定しており、ダイオキシン類分析の品質管理について具体的に

整理している。 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」の概要について、

項目ごとに表 2.13 に整理した。 

 

表 2.13(1) 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
背景 ・ 国土交通省河川局河川環境課は、ダイオキシン類の常時監視

を行う際の調査方針及び技術的手法をとりまとめ、平成 15 年 6 
月に「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュア

ル（案）」として策定した。 
・ 試料採取、測定されたダイオキシン類の分析結果について客

観的な評価を行い、その信頼性を確保していくために、常時監

視マニュアルでは、河川管理者から業務を委託された請負機

関がダイオキシン類調査を行う際、調査機関内における品質管

理が不可欠であり、外部機関によって確認されることが望ましい

としている。 

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
位
置
付
け マニュアルの

位置付け 
国土交通省河川局河川環境課が平成 10 年度から実施してきた

「全国一級河川におけるダイオキシン類に関する実態調査」におけ

る精度管理委員会で培われた知見に基づいて、各地方整備局（北

海道開発局を含む）がダイオキシン類調査における品質管理を実

施していくための手法を詳細にとりまとめたものである。 
仕様書の作成 地方整備局（北海道開発局を含む）は、ダイオキシン類調査にかか

わる仕様書を作成する。仕様書に明記されていることが望ましい内

容を示している。（本マニュアルは、品質管理の手法について示し

ているため、仕様書の内容には、品質管理にかかわる事項のみに

ついて記載） 
請負機関の選

定 
・ ダイオキシン類調査において調査結果に一定の品質を確保す

るためには、品質管理を実施する十分な能力及び経験を有す

る調査機関を請負機関に選定することが重要である。 
・ 例えば、「既存の試験所認定制度」を取得している機関、「クロ

スチェック」、「品質管理にかかわる調査」等に積極的に参加し

ている機関を選定することが望ましい。 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
の
品
質
管
理 

品質管理計画

書の要求・内

容確認 

・ 地方整備局は、ダイオキシン類調査の請負機関に、調査にか

かわる品質管理計画書の作成とその提出を求める。 
・ 地方整備局は、請負機関から提出された品質管理計画書の内

容が仕様に記述されている要求項目を満足していることを確認

する。品質管理計画書に問題が見られた場合は、修正及び再

提出を要求する。 
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表 2.13(2) 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」の概要 

項  目 概要 
試料の採取・

測定の指示 
提出された品質管理計画書に問題がない場合、試料の採取及び

測定を実施するよう請負機関に指示する。 
測定結果の一

次 報 告 の 要

求・確認 

・ 全ての検体の測定が終了した時点で、地方整備局は、ブランク

（操作ブランク、トラベルブランク）を含む全ての検体について、

電子ファイルによる分析結果の一次報告の提出を求める。 
・ 各検体の一次報告について内容を確認し、不備がある場合は

修正及び再提出を求める。また、回収率については、規定範囲

外であった場合、品質管理計画書に則した措置がなされている

かについても確認し、不備がある場合には修正及び再提出を

求める。 
精査対象検体

の抽出 
提出された測定結果の一次報告の内容に問題がない場合、地方

整備局は、全ての検体の中から一定の割合で精査対象とする検体

を抽出する。精査対象として抽出する検体の割合は、5%以上の適

切な値とする。 
品質管理報告

書（雛形）の確

認 

品質管理報告書（本体）の提出に先立って、スクリーニングで抽出し

た精査対象検体の中から任意に選定した 1 検体分の品質管理報

告書を雛型として請負者に提出させ、その記入内容に誤りがないか

確認する。 
品質管理報告

書の要求 
品質管理報告書（雛型）の内容に問題がなければ、精査対象として

スクリーニングで抽出した全ての検体について、品質管理報告書を

提出させる。 
品質管理報告

書の予備精査 
地方整備局は、精査対象としてスクリーニングで抽出した検体の品

質管理報告書の内容に関して、予備精査を行う。予備精査では、

要求事項が満たされているか客観的な確認と整理を行う。 
精査 ・ 予備精査において整理された「予備精査結果」及び提出された

品質管理報告書を基に、有識者の意見を踏まえて精査を行う。

・ 抽出検体について問題があった場合、当該検体について試料

の再採取、再分析、再測定、再計算等の判定を行うとともに、予

備精査において抽出されなかった検体についても同様の問題

がないか分析機関に再確認を求める。 
・ 抽出検体について問題がなければデータ確定の判定を行う。 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
の
品
質
管
理 

データの確定 精査において抽出検体の品質管理報告書の精査結果が良好であ

り、提出されたデータの確からしさが確認されたならば、予備精査の

対象とならなかった検体の品質管理報告書についても良好である

こととし、全てのデータを確定する。 
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2.2.2. 環境省の技術資料 

環境省が策定した技術資料等について、港湾への適用性を検討した。 

【対象資料】 

 「底質の処理・処分等に関する指針」平成 14 年 8 月 

 「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」平成 15 年 9 月 

 「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」平成 18 年 3 月 

 

(1) 「底質の処理・処分等に関する指針」について 

環境省環境管理局は「底質の処理・処分等に関する指針」（平成 14 年 8 月）を策定して

おり、監視、工事の方法等に関する基本的な条件や留意事項等を取りまとめている。「底質

の処理・処分等に関する指針」の概要について、項目ごとに表 2.14 に整理した。 

 

表 2.14(1) 「底質の処理・処分等に関する指針」の概要 

項  目 概要 
背景 「底質の処理・処分等に関する暫定指針（昭和４９年５月３０日付け

環水管第１１３号環境庁」水質保全局長通知（以下「暫定指針通知」

という）により対策に係る留意事項の周知を行ってきたところである

が、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第７

条の規定に基づくダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る

環境基準が定められたことから、「底質の処理・処分等に関する指

針」として取りまとめた。 
基本的な考え

方 
底質の除去等の対策を講ずるに当たり、現在の技術レベルを考慮

して、監視、工事の方法等に関する基本的な条件及び留意事項等

を一般的指針として示すこととしたものである。 

総
則 

主な変更点 主な変更点は、監視のために行う調査において簡易分析方法の適

用を追加するとともに、工事方法として、しゅんせつ及び掘削並び

に封じ込めに加えて無害化を追加したことである。 
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表 2.14（2） 「底質の処理・処分等に関する指針」の概要 

項  目 概要 
監視計画 事業主体は、工事が水質に及ぼす影響等を監視するため、工事着

手前に、あらかじめ工事水域、基本監視点、調査項目、調査回数、

監視基準等を明らかにした監視計画を策定するものとする。 
調査・監視 事前の水質調査、境界の監視（基本監視点における監視）、補助

監視点の監視、工事地点周辺の監視、処理施設周辺の監視、工

事完了後の調査、魚介類の監視等が定められている。 

監
視 

監視の結果に

より講ずべき措

置 

監視の結果が監視基準に適合しない場合には、次の措置を講ずる

ものとする。 
（１）対策対象物質について、境界の水質調査結果が６（４）の監視

基準に適合しない場合又はそのおそれがある場合には直ちに

工事を中断しその原因を究明した上必要な措置をとるものとす

る。 
（２）生活環境項目について、境界の水質調査結果が６（４）の監視

基準に適合しない場合、補助監視点の水質調査結果が７（４）

の監視基準に適合しない場合又は８の監視により工事地点周

辺の水質に異常が認められた場合には監視を強化し、その原

因を究明するとともに必要に応じて工事速度を減ずるか又は工

事を中断するなど早急に監視基準が達成されるよう所要の措置

を講ずるものとする。 

工
事
の
方
法
等 

工事方法の選

定 
工事方法の選定にあたっては次の点に留意するものとする。 
（１）第２に定める諸監視基準が維持できるよう配慮すること 
（２）工事の能率性、経済性について（１）と併せて配慮すること 
（３）除去底質の粒度、強熱減量等を測定し当該除去底質の性状を

把握するとともに当該水域の地形、海象、流況及び漁期、漁況

等について配慮すること 
（４）一般水域の魚介類の安全性を確保するため、境界を網で仕切

るなど適切な措置を講ずるよう努めること 

除
去
底
質
の
搬
出
、
処
理 

お
よ
び
処
分 

除去底質の搬

出、処理およ

び処分 

除去底質を搬出する場合、搬出中に除去底質が周辺に飛散等し

ないようにするとともに、除去底質の搬出先において、周辺環境に

対策対象物質による汚染を拡散させることのないよう除去底質から

の汚染の除去又は適正な処分を行うこと。 
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(2) 「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」について 

環境省は、「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」（平成 15 年 9 月）を

策定しており、ダイオキシン類を含む水底土砂の適正な処理・処分などの取扱いに関して指

針を示している。「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」の概要を、項目ご

とに表 2.15 に整理した。 

 

表 2.15(1) 「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」の概要 

項  目 概要 

総
則 

目的 ダイオキシン類を含む水底土砂の適正な処理・処分の円滑な運用

を図り、水底土砂の処分に起因する海洋汚染を未然に防止するた

め、現在の技術レベルを考慮して、埋立場所等への排出方法、埋

立場所等からの外海域への流出防止措置並びにその監視等に関

する基本的な条件及び留意事項等を一般的指針として示すことと

したものである。 
水
底
土
砂
の
事

前
調
査
等 

溶出濃度試験

の実施 
当該事前調査が含有濃度試験のみで実施されていた場合には、

当該底質のしゅんせつ活動等により生じた水底土砂を処理・処分

する際、改めて溶出濃度試験を実施する必要がある。 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含

む
水
底
土
砂
の
取
扱
い

ダイオキシン類

を含む水底土

砂の取扱い 

ダイオキシン類を環境省令で定める基準以上に含む水底土砂につ

いては、廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護

岸、外周仕切施設等を設けることにより、当該埋立場所以外の海域

と遮断されている埋立場所（埋立場所 3）以外への排出を禁止し

た。 
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表 2.15(2)   「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針」の概要 

項  目 概要 
海洋投入処分

に関する追加

措置 

底質環境基準を超過する水底土砂については、その海洋投入処

分を中止するものとする。 

溶出濃度が 10pg-TEQ/L を超える水底土砂については、上述の

海防法上の措置により、廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸

出しないよう護岸、外周仕切施設等を設けることにより、当該埋立場

所以外の海域と遮断されている「埋立場所 3」への埋立が認められ

ることとなるが、極力、無害化処理を優先させていくものとする。 

ダイオキシン類溶出濃度が 10pg-TEQ/L 以下であって含有濃度が

150pg-TEQ/g を超える水底土砂は、廃棄物及び海水が海洋に流

出しないよう必要な措置が講じられている「埋立場所 2」に投入する

ことが望ましい。 

法
的
規
制
措
置
以
外
の
必
要
な
措
置 

埋立処分に関

する追加措置 

埋立場所の開口部において、ダイオキシン類に係る水質環境基準

が確保され、かつ、含有濃度が 150pg-TEQ/g を超える水底土砂の

外海域への流出が確実に防止される措置が講じられた「水底土砂

管理埋立場所」に投入処分すべきである。 

水
底
土
砂
管
理
埋
立
場
所 

水底土砂管理

埋立場所の基

本的考え方 

水底土砂以外の廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じ

られている「埋立場所 1」に分類される処理場所について、十分な

環境汚染防止効果を確保するため、具体的には、下記の項目を必

須要件として措置を講じることとなる。 

 ①埋立場所開口部において水質環境基準の確保が図られること 

 ②底質環境基準を超過する水底土砂が埋立場所から流出しない

こと 

また、この要件を確保するために、下記の 3 つの要素を適切に組

合せて実施していくことが重要である。 

 ① 適切な汚染防止対策 

 ② 投入前の環境影響評価 

 ③ 適切な環境監視 
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(3) 「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」について 

環境省では、「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」（平成 18 年 3 月）を策定し、

簡易測定技術の適用性について検討を行った。「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報

告書」の概要を項目ごとに表 2.16 に整理した。 

 

表 2.16（1） 「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」の概要 

項  目 概要 
背景 我が国では、ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第

105 号)により、ダイオキシン類に係る各種規制基準値が定められて

いるが、分析に多大な時間や費用を要することなどから、簡易測定

法の開発・適用が大きな課題となっている。 
は
じ
め
に 目的 そのため、土壌及び底質に含まれるダイオキシン類を迅速、低廉に

分析するために、簡易測定技術の適用性について検討を行ったも

のである。 
検討対象技術 簡易測定法をバイオテクノロジー等を活用した生物検定法と低分解

能ガスクロマトグラフ質量分析計などの機器分析法に分類し、検討

を行った。 
①生物検定法について 

検討対象とする簡易測定技術を公募により募集し、応募の

あった 15 技術のうち、要件に該当する 14 技術を対象とした。 

②機器分析法について 
既に実用化されているなど一定の要件を満たす７技術を検

討の対象とした。 

検
討
内
容 

検討方法 検討対象技術すべてに対し、共通試料（過去の調査などによって

ダイオキシン類の汚染が推定される土壌試料及び底質試料）の分

析試験を実施し、「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会」（座長：

森田昌敏独立行政法人国立環境研究所客員研究官）により、公定

法による毒性等量値との比較、測定値のばらつきなど分析法として

の安定性などの観点から検討が行われた。 



 42

 

表 2.16（2） 「ダイオキシン類簡易測定法評価検討会報告書」の概要 

項  目 概要 
適用可能性の

検討 
各技術において、公定法との比較、定量下限値、測定量のばらつ

きの 3 つの観点について検討を行った。 

簡易性 
（分析時間、分

析費用） 

①生物検定法について 

いずれの技術も 20 検体当たり 1～7 日程度であり、20～30

日程度かかる公定法に比べて大幅に分析時間が短縮される。 

いずれの技術も概ね 4～5 万程度であり、約 15 万かかる公

定法に比べて安価に分析を行うことができる。 

②機器分析法について 

四重極型質量分析計やタンデムイオントラップ型質量分析

計は、導入費、維持管理費ともに他の技術に比べて安価であ

る。 

公定法に比べて簡略化、分析時間の短縮化が図られている

技術もある。 

検
討
内
容 

まとめ ①生物検定法について 

異性体組成に関する情報が得られない欠点があるものの、

毒性等量値を求めることについて、迅速性が認めらた。 

②機器分析法について 

機器分析法の多くの技術については、異性体組成の情報

が得られる長所が認められた。 

③共通事項 

両者について低廉性も認められ、検討対象技術のうち、いく

つかのものは、今後、汚染地の対策範囲を推定するためのス

クリーニング法等としての適用可能性が認められた。 
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2.3. 底質ダイオキシン類対策工法等の基本的考え方の取りまとめ 

2.3.1. 新しい対策工法等の研究開発動向の把握 

表 2.17 に示す資料から、港湾底質ダイオキシン類の新しい対策工法等の研究動向につ

いて収集・整理した。ダイオキシン類汚染底質等を対象とした既往事例を表 2.18 に整理した。 

 

表 2.17 収集・整理した資料等一覧 

名称 年月 内容 
港湾管理者へのアンケート結果 平成 19 年 1 月 

に実施 
対策工法等の状況について回答 

港湾管理者へのヒアリング結果

（4 港湾対象） 
平成 19 年 2 月 
に実施 

対策工法等に係る実施状況及び課

題についてヒアリング 
その他既存資料 － 港湾指針が改訂された平成 15 年

12 月以降の技術を対象 
 

 

表 2.18 ダイオキシン類汚染底質等を対象とした既往事例一覧 

対策工法 港湾底質を対象 河川底質を対象 土壌・その他を対象 

浚渫・掘削 A 港（試験施工）、C 港、

G 港、H 港 

- - 

脱水 

処理 

A 港（減容化実験）、C

港、G 港（試験施工）、H

港 

-  

固化 

処理 

C 港、H 港 - - 
中
間
処
理 

余水 

処理 

C 港、H 港 - - 

覆砂 J 港（応急対策として実

施） 

- - 

原位置固化 平成 12 年度ダイオキシ

ン類底質対策基礎調査

報告書（環境省水環境部

水環境管理課） 

平成 12 年度ダイオキ

シン類底質対策基礎

調査報告書（環境省水

環境部水環境管理課）

- 

分解無害化 港湾における底質ダイオ

キシン類分解無害化処

理技術データブック（国

土交通省北陸地方整備

局新潟港湾空港技術調

査事務所） 

2 事例 平成 15 年度ダイオキシ

ン類汚染土壌浄化技術

等確立調査結果 

平成 16 年度ダイオキシ

ン類汚染土壌浄化技術

等確立調査結果 

最終処分 

（ 有 効 利 用

を含む） 

A 港（一部封じ込め対策

実施）、C 港、G 港、H 港

- - 
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(1) H 港における対策実施事例 

(a) 浚渫除去方法 

① 浚渫除去工法 

底質ダイオキシン類の浚渫除去は、H 港の底質特性、港湾利用の実態、除去底質の処分

方法（処分地）等の地域特性を勘案し、グラブ浚渫船により実施した。 

② 汚濁防止対策 

汚染底質を含む浚渫工事の実施においては、周辺に対する二次汚染対策を講ずる。 

具体的には、工事中の監視点及び監視基準を設け、以下に示す方策等を適切に選択す

ることにより監視基準を満足するよう実施する。 

○ 浚渫時の汚濁拡散対策（汚濁防止枠等の使用）を行う。 

○ グラブバケットは極力濁りの発生の少ないものを使用する。 

○ 浚渫速度を調整し、可能な限り濁りの発生をおさえる。 

 

 
図 2.3 汚濁防止枠を使用したグラブ浚渫イメージ 

 

出典：「Ｈ港事業計画」（平成 16 年 6 月） 
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(b) 処理・処分方法 

① 中間処理 

以下の目的を達成するため、固化処理、または分級・脱水処理の中間処理を行う。 

① 陸上運搬時の飛散防止等（固化処理） 

② 処分土量の減容化（分級・脱水処理） 

③ 汚染底質の溶出抑制（固化処理） 

中間処理の各工法は、底質のダイオキシン類濃度汚染状況、底質の土質性状、対策対

象土量、安全性、経済性、処理施設ヤード等を考慮し、適切な方式を選定し行った。 

② 陸上埋立処分 

浚渫除去された汚染底質の最終処分方法は、原則、陸上埋立処分とする。現段階では、

Ｈ港港口地区の緑地護岸および郊外の処分地を土砂処分場として確保している。ただし、

土砂処分のための最終処分場は十分でないため、新たな内陸処分場確保のため、汚染濃

度に応じて、適切な管理が出来る処分場を今後、選定するものとする。 

なお、3,000pg-TEQ/g を超える汚染底質は、分解無害化処理により低濃度に処理した後、

濃度レベルに応じた最終処分を行うことを原則とする。分解無害化処理方法および処理の

目標濃度レベルは、他所の事例を調査し、安全性、経済性等を考慮して決定する。 

③ 分解無害化処理 

原則として 3,000pg-TEQ/g 以上の汚染底質を対象に分解無害化処理を行う。 

分解無害化処理については、様々な方法が検討されているが、その性能・安全性・経済

性等について、確実な方法を選定する必要がある。したがって、最新の技術動向を把握し、

可能な限り早い時期に適切な方法により処理処分を行うこととする 

Ｈ港は、検討委員会の結果、最新の技術動向等を参考に地域特性に見合った方法により

処理処分を行うこととする。 
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(2) 固化処理による溶出削減効果の検証実験事例 

河川水及び海水中でダイオキシン類汚染底質（河川及び海域）にセメントを混合（添加量

4 段階）し、28 日間固化静置した後の上澄みろ過水におけるダイオキシン類濃度の測定を

行った（静置溶出試験）。さらに 28 日間固化後の固化試料を 0.5～5mm に粉砕し、蒸留水を

加えて 6 時間振とうさせたろ過水のダイオキシン類濃度の測定を行った（振とう溶出試験）。

測定結果を表 2.19 に示す。 

静置溶出試験でのダイオキシン類濃度は、底質（海域）で 0.098～0.14 pg-TEQ/L、底質

（河川）で 0.067～0.35pg-TEQ/L となり、セメントの添加量に関わらず、固化試料からは溶出

されなかった。また、振とう溶出試験でのダイオキシン類濃度は、底質（海域）で 0.30～9.1 

pg-TEQ/L、底質（河川）で 0.24～26 pg-TEQ/L となり、セメント添加量 0kg の試験水では高

濃度で検出し、セメントを添加した試験水では低濃度（1 pg-TEQ/L 以下）となった。 

 

表 2.19 固化処理による溶出試験結果 

セメント添加量(kg/m3) 0 70 150 250 底質（海域）濃度 
(pg-TEQ/g) 730 

試験水濃度(pg-TEQ/L) 0.13 0.098 0.11 0.14 
セメント添加量(kg/m3) 0 100 200 400 

静置 
溶出 
試験 底質（河川）濃度 

(pg-TEQ/g) 670 
試験水濃度(pg-TEQ/L) 0.35 0.082 0.14 0.067
セメント添加量(kg/m3) 0 70 150 250 底質（海域）濃度 

(pg-TEQ/g) 730 
試験水濃度(pg-TEQ/L) 9.1 0.40 0.37 0.30 
セメント添加量(kg/m3) 0 100 200 400 

振とう 
溶出 
試験 底質（河川）濃度 

(pg-TEQ/g) 670 
試験水濃度(pg-TEQ/L) 26 0.24 0.47 0.64 

※試験方法は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等
に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の判定方法（昭和 48 年 2 月 17 日環境庁告示第 14 号）に基
づく。 
 
出典：「平成 12 年度 ダイオキシン類底質対策基礎調査報告書」（平成 13 年 3 月、環境省 環境

管理局水環境部・社団法人 底質浄化協会） 

 

 

(3) ダイオキシン類汚染土壌の無害化処理技術実証実験 

環境省では、ダイオキシン類汚染土壌の浄化技術について、安全性及び確実性を確保し

つつ、低コスト化を図り、ダイオキシン類による土壌汚染への対策を推進するため、ダイオキ

シン類汚染土壌の浄化技術について、公募による実証調査を実施した。  

調査結果を表 2.20 及び表 2.21 に示す。8 技術について、実験・評価を行った。 
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表 2.20 ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査結果（平成 15 年度） 

技術名 結果概要 

ＴＰＳ工法とジオメルト工

法を組み合わせたダイオキ

シン類汚染土壌の無害化処

理技術 

TPS 工法により土壌温度（チャンバー鉄皮温度）を 700℃程

度、処理速度 1.2t/hr で、試料土のダイオキシン類濃度は

1,600pg-TEQ/g～6,400pg-TEQ/g が、浄化後は 2.6pg-TEQ/g～

4.0pg-TEQ/g となった。ジオメルト工法により 2,900pg-

TEQ/g の脱水ケーキを処理した溶融固化体中のダイオキシ

ン類濃度は、定量下限値以下であった。 

還元加熱法と金属ナトリウ

ム分散体法との組み合わせ

処理法 

土壌温度（チャンバー内温度）500℃程度、処理速度

100kg/hr で、試料土のダイオキシン類濃度 3,100pg-TEQ/g

が、浄化後は0～0.022pg-TEQ/gとなった。（還元加熱法）

出典：平成15年度ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査結果（平成16年 10月、環境省） 

 

 

表 2.21 ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査結果（平成 16 年度） 

技術名 結果概要 

ジオスチーム工法（間接熱

脱着＋水蒸気分解法） 

間接熱脱着工程での土壌温度（排出時温度）660℃程度、水

蒸気分解工程設定温度1,100℃、処理速度 10～19kg/hrの条

件下、ダイオキシン類濃度 1,500～350,000pg-TEQ/g の試料

土が、浄化後は2.0～35pg-TEQ/gとなった。 

間接加熱酸化分解法 無害化処理工程での処理温度 500～600℃、処理速度

15kg/hr の条件（通常条件）下、ダイオキシン類濃度 920～

1,100pg-TEQ/g の試料土が、浄化後は 0.00014～0.00019pg-

TEQ/gとなった。 

分級洗浄法と湿式酸化ラジ

カル法を組み合わせたダイ

オキシン類汚染土壌処理技

術 

湿式酸化ラジカル法での反応温度 175～200℃、酸化剤添加

量 250～500mg の条件下では、ダイオキシン類濃度 1,700～

2,300pg-TEQ/g のスラリーが、浄化後は 13～ 39pg-TEQ/g と

なった。 

TATT工法 減圧還元加熱工程において炉壁面温度 600℃以上、処理速

度 50～100kg/hr の条件下では、ダイオキシン類濃度 1,900

～27,000pg-TEQ/g の試料土が、浄化後は 0.39～12pg-TEQ/g

となった。 

間接加熱型土壌浄化システ

ム（モトソック） 

洗浄分級後、加熱分解工程での土壌温度 550℃以上、処理

速度 100～150kg/hr の条件下では、ダイオキシン類濃度

980pg-TEQ/g の試料土が、浄化後は 0.0053～0.62pg-TEQ/g

となった。 

金属ナトリウムによる脱ハ

ロゲン化技術 

金属ナトリウム添加量 0.05％または 0.5％、触媒添加量

0.05％、粉砕・混合時間 30分、養生時間 30分または 60 分

の条件下では、ダイオキシン類濃度 4,700pg-TEQ/g の試料

土が、浄化後は4.1～42pg-TEQ/gとなった。 

出典：平成16年度ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査結果（平成17年 12月、環境省） 
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2.3.2. 港湾における底質ダイオキシン類対策工法等の基本的な考え方の整理 

「2.3.1 新しい対策工法等の研究開発動向の把握」に示す既往事例の状況等を踏まえて、

底質ダイオキシン類対策工法等の港湾への適用性を表 2.22 に整理した。 

港湾指針の適用については、検討対象場所における潮汐や流れの特性などを考慮し、対

象場所の社会条件・自然条件の特性を明確にし、河川を中心に検討されている対策等を必

要に応じ選定することを可能とすることが考えられる。 

対策の選定については、既往事例での対策実施状況を確認した結果、対策を実施した港

湾では、いずれも「浚渫・掘削除去」が選定されており、護岸構造上やむを得ない場合に固

化処理、覆砂、置換及びこれらの組み合わせ工法を選定するとしている港湾がみられた。

「浚渫・掘削除去」は汚染底質を底質から除去するため、リスクを確実に減ずることができるが、

汚染土量が膨大である港湾等では、最終処分場の確保が困難等の理由から、対策そのもの

が進んでいない状況である。したがって、現状で浚渫・掘削除去を実施できない水域におい

ては、段階的対策として実施することを検討することが考えられる。例えば、第一段階として

覆砂などを早期に実施し、モニタリングを継続しながら浚渫・掘削除去や分解無害化等の実

施方法、時期などを検討する方法が考えられる。 

中間処理については、既往事例では掘削除去した底泥の減容化等の理由から、脱水処

理が実施されており、流出・飛散防止等の観点から、最終処分方法に応じて脱水・固化処理

することが考えられる。 

最終処分については、既往事例では脱水・固化後陸上処分や、脱水後海面処分（管理型

処分場）等が実施されており、ダイオキシン類濃度（含有濃度及び溶出濃度）に応じた最終

処分が必要であると考えられる。 

土質材料としての利用については、既往事例では分級後の砂礫分の養浜材利用や、陸

上での路床材としての利用等が実施されている。土質材料としての利用にあたり、河川マニ

ュアルと同様の整理が必要（固化処理や利用後のモニタリング等）であるが、港湾区域にお

いては飲用井戸が少ないものと想定され、飲用の利用がないと確認できた場合には、地下

水面以下のレベルにおいても土質材料として利用を可能とすることが考えられる。 
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既往事例では溶融法、焼却・焼成法、低温加熱分解法及び化学分解法等の分解無害化

処理技術については、実証試験において底質中のダイオキシン類を分解無害化することが

確認された。しかし、無害化処理実証実験の規模が 100～200kg 程度であることから、現場で

の適用にあたっては、対象となる汚染土量の規模に応じて、スケールアップした実用化実験

が不可欠であるものと考えられる。 

国土交通省河川局では、分解無害化処理技術を広く募集し、実施可能な分解無害化手

法を整理すること、及びそれらの手法の効果、費用、課題等を検証することを目的として、平

成 16 年度に分解無害化実証試験を実施した。さらに平成 17 年度と平成 18 年度には時間

連続試験や装置のスケールアップに伴う留意点を把握するために分解無害化実用化試験

を実施し、①処理の確実性、②物質収支、③周辺環境への負荷、④実用性について取りま

とめている。これらの試験結果は、特定の河川底質を用いた結果であるため、実際の河川底

質に適用する際には、個々の河川底質の性質に応じた検討を行う必要がある。 

監視については、既往事例では環境基準を監視基準としている港湾が多く確認され、 環

境基準超過水域では、現状水質を悪化させないという監視基準を設定した港湾が確認され

た。これらの事例を踏まえて、監視基準値は環境基準を基本とし、環境基準超過水域では、

現状水質を悪化させないこととすることが考えられる。 

簡易測定法については、環境省が底質における簡易測定法について検討していることか

ら、環境省の検討結果を踏まえ、適用を検討することが考えられる。 
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表 2.22(1) 既往事例における底質ダイオキシン類対策工法等の港湾への適用性 

項目 既往事例の状況 港湾への適用性 

マニュア

ルの適用 

平成 14 年に河川及び港湾合同の底質浄化対策検討

委員会を設置し、河川及び港湾区域でのダイオキシン

類により汚染された底質の浄化対策について審議し

た。 

・ 検討対象場所における潮汐や流れの特性などを考慮し、対象場所の社

会条件・自然条件の特性を明確にし、河川を中心に検討されている対

策等を必要に応じ選定することを可能とすることが考えられる。 

・ 検討対象場所の特性については、当該場所が行政上港湾ないし河川区

域内に存在するということから対策等の選定・検討を行うのではな

く、取水状況等の社会条件や潮汐・流れ等の自然条件を考慮して、適

切な対策を検討する必要がある。 

浚渫・掘

削 

対策を実施した港湾では、いずれも、「浚渫・掘削

除去」が選定されていた。 

覆砂及び

原位置固

化 

・ 護岸構造上やむを得ない場合に固化処理、覆砂、

置換及びこれらの組み合わせ工法を選定するとし

ている港湾があった。 

・ 「覆砂」及び「原位置固化」に係る室内実験等の

検討結果から、これらの工法の適用性を検討した

上で、対策工法として選定したいとの意見が確認

された。 

・ 「浚渫・掘削除去」は汚染底質を底質から除去するため、リスク低減

効果が大きいが、汚染土量が膨大である港湾等では、最終処分場の確

保が困難等の理由から、対策そのものが進んでいない。 

・ 現状で浚渫・掘削除去を実施できない水域においては、段階的対策と

して実施することを検討することが考えられる。例えば、第一段階と

して覆砂などを早期に実施し、モニタリングを継続しながら浚渫・掘

削除去や分解無害化等の実施方法、時期などを検討する方法が考えら

れる。 

中間処理 掘削除去した底泥の減容化等の理由から、脱水処理

が実施されている。 

流出・飛散防止等の観点から、最終処分方法に応じて脱水・固化処理

することが考えられる。 

最終処分 濃度に応じて最終処分が実施されている（脱水・固化後

陸上処分、脱水後海面処分（管理型処分場）等）。 
ダイオキシン類濃度（含有濃度及び溶出濃度）に応じた最終処分が必

要である。 

土質材料

としての

利用 

分級後の砂礫分の養浜材利用及び陸上での路床材と

しての利用等が実施されている。 

・ 土質材料としての利用にあたり、河川マニュアルと同様の整理が必要

（固化処理や利用後のモニタリング等）である。 

・ 港湾区域においては、飲用井戸は少ないものと想定されることから、

地下水面以下のレベルでの利用を可能とすることが考えられる。 
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表 2.22(2) 既往事例における底質ダイオキシン類対策工法等の港湾への適用性 

項目 既往事例の状況 港湾への適用性 

分解無害化処理 溶融法、焼却・焼成法、低温加熱分解法及び化

学分解法等の分解無害化処理技術については、実

証試験において底質中のダイオキシン類を分解無

害化することが確認された。 

・ 無害化処理実証実験の規模が 100～200kg 程度であることか

ら、現場での適用にあたっては、対象となる汚染土量の規模に

応じて、スケールアップした実用化実験が不可欠である。 

監視 ・ 環境基準を監視基準としている港湾が多く確認

された。 

・ 環境基準超過水域では、現状水質を悪化させな

いという監視基準を設定した事例がある。 

・ 監視基準値は環境基準を基本とすることが考えられる。 

・ 環境基準超過水域では、現状水質を悪化させないこととするこ

とが考えられる。 

簡易測定法 環境省が底質における簡易測定法について検討

している。 

環境省の検討結果を踏まえ、適用を検討する。 
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2.4. 課題の抽出・整理 

2.4.1. 港湾管理者アンケート結果等 

(1) 整理内容 

「港湾指針」または「河川マニュアル」に基づいて対策を実施している管理者を対象として、

アンケートを実施し、底質ダイオキシン類対策を進める上での課題を整理した。 

また、対策実施段階にある 4 港湾を対象としてヒアリングを行い、アンケートでの回答につ

いて、細部にわたり確認した。 

アンケートの実施概要を、表 2.23 に示す。底質ダイオキシン類の環境基準の超過、また

は水底土砂の判定基準の超過が確認されている 10 港湾の管理者に送付し、全港湾から回

収した。質問項目は大きく分けて 5 項目とした。 

さらに、４港湾（A、C、G、H）について、対策の実施状況の詳細及び港湾指針に係る課題

等についてヒアリングを実施した。 

 

表 2.23 アンケート・ヒアリング実施概要 

送付日 平成 19 年 1 月 29 日 

アンケートを送付

した港湾 

10 港湾 

回収日 平成 19 年 2 月 7 日 

アンケートを回収

した港湾 

10 港湾 

アンケート 

質問項目 

1)工法選定の考え方 

2)最終処分等の考え方 

3)対策実施中の監視の考え方 

4)簡易測定法の適用性 

5)その他 

ヒアリング 

ヒアリングを実施し

た港湾・実施日 

H： 平成 19 年 2 月 13 日 

A：    〃    2 月 15 日 

C：    〃    2 月 16 日 

G：    〃    2 月 20 日 

注：B は、底質ダイオキシン類の環境基準を満足しているが、水底土砂の判定基準を過去に超過して

いた。 
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(2) 調査結果 

(a) アンケート回答状況 

アンケートは、全港湾管理者(10 港湾)から回収した。回答状況は質問項目によって異なっ

た。質問の概要と回答数を整理して表 2.24 に示す。 

 

表 2.24 アンケート回答数 

質問の概要 
回答数 

(10 港湾中) 

①対策の選定状況について 10 

②選定理由、選定しない理由、課題 10 

1)工法選定の考え方 

③「港湾指針」「河川マニュアル」における問題点 4 

①最終処分の選定状況について 9 

②選定理由、選定しない理由、課題 9 

2)最終処分等の考え

方 

③「港湾指針」「河川マニュアル」における問題点 4 

①監視基準の設定状況について 9 

②監視基準の設定方法について 9 

③「港湾指針」「河川マニュアル」における問題点 2 

3)対策実施中の監視

の考え方 

④港湾管理者、河川管理者間の調整 1 

①簡易測定法の併用（検討）状況について 9 

②併用する調査、併用理由、併用しない理由 9 

4)簡易測定法の適用

性 

③「港湾指針」「河川マニュアル」における問題点 2 

5)その他 5 
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(b) 結果の概要 

アンケート結果の概要を整理して表 2.25 に示す。 

 

表 2.25 アンケート結果の概要 

処理・処分方法の選定有無 工法選定の有

無 中間処理 最終処分 
モニタリング手法の

選定有無 

港湾名 掘
削
・除
去 

覆
砂 

原
位
置
固
化 

分
級 

脱
水 

固
化 

分
解
無
害
化 

海
面
埋
立
処
分 

陸
上
処
分 

土
質
材
料
と
し
て

の
利
用 

港
湾
指
針 

対
策
水
域
ご
と
の

マ
ニ
ュ
ア
ル 

河
川
マ
ニ
ュ
ア
ル 

簡
易
測
定
法
の 

実
施
の
有
無 

A                   ○ 
B                     
C ○    ○ ○     ○ ○       
D                     
E                     
F                     
G ○    ○ ○   ○    ○     
H ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○   ○ 
I ○    ○ ○    ○  ○       
J ○          ○  ○     ○ 
計 5 0 0 4 4 1 1 1 3 2 3 2 0 3 

注）○は選定した工法等を示す。 
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(c) 「工法選定の考え方」 

結果の概要を表 2.26～表 2.29 に示す。 

対策工法については、10 港湾中 5 港湾で「選定済」、5 港湾で「未選定」の状況であった。 

選定済の港湾において選定している対策内容は、いずれも「掘削・除去」であった。「覆

砂」及び「原位置固化」については、護岸構造上やむを得ない場合に固化処理、覆砂、置換

及びこれらの組合せ工法を選定するとしている事例はあったものの、第一に選定している事

例は無かった。 

掘削・除去の選定理由としては、計画水深の確保や将来的な開発を考慮して選定した事

例の他、対策の確実性や、対策費用が低いことから選定した事例があった。課題としては、

処分先の確保が難しいということがあげられた。 

覆砂及び原位置固化を選定しない理由としては、いずれも計画水深が確保できないため

選定しない事例の他、対策の確実性が確保できないことから選定しない事例があった。 

未選定の港湾で、選定が進んでいない理由としては、汚染底質が大量であり、処分先を

考えると、掘削・除去工法のみの選定は非現実的であるとした上で、原位置工法は技術的課

題が多いために選定ができない、などがあげられた。 

ヒアリングによると、適用可能であれば、覆砂を積極的に導入したいと考えている港湾もあ

り、技術指針においては、覆砂の取り扱いについて、採用可能となるような検討についての

要望もあった。 

 

表 2.26 対策工法の選定状況について 

回答 港湾数 

選定済 5 

未選定 5 
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表 2.27 対策の選定理由、非選定理由、課題 

選定 

状況 
No. 選定した対策内容 記載内容 

1)掘削・除去 選定 
除去しないと計画水深を確保出来な

い。 

2)覆砂 非選定 同上 
1 

3)原位置固化 非選定 同上 

1)掘削・除去 選定 
・港湾改修のため増深の必要があるた

め、採用。 

2)覆砂 非選定
・港湾改修のため増深の必要があるた

め、不採用。 
2 

3)原位置固化 非選定
・港湾改修のため増深の必要があるた

め、不採用。 

1)掘削・除去 選定 

･将来的な港湾の開発に影響せず、

汚染土が残存しない確実な対策であ

る。 

2)覆砂 非選定

・潮位変動等によって長期的には、汚

染土砂の流出の可能性があるため。

(応急対策工事で覆砂を実施している

が、恒久的な対策ではない。)  

3 

3)原位置固化 非選定
・将来的な港湾の開発に影響を受ける

ため。 

1)掘削・除去 選定 

確実な汚染の拡散防止効果が見込め

る。 

処分先の確保が難しい。 

2)覆砂 非選定
将来にわたって確実な封じ込めが担

保されていない。 

4 

3)原位置固化 非選定
将来にわたって確実な封じ込めが担

保されていない。 

1)掘削・除去 選定 

・コストが安価であることや、事後継続

的なモニタリングが不必要である点等

を踏まえ、対策の基本と考えている。 

2)覆砂 （選定）*

・堤防等が近接しており、護岸構造

上、完全に浚渫除去できない場合に

選択肢のひとつとなると考えている。し

かし背後地及び水面の利用が高いこ

と、汚染範囲が広く、かつ護岸断面数

も膨大であることから、今後、これらの

条件等を踏まえた上で、都度、安定検

討を行い確定していく必要がある。 

選定済 

5 

3)原位置固化 （選定）* ・覆砂に同じ。 

注） *は浚渫除去できない場所での選択肢のひとつとして、選定。 
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表 2.28 対策を選定していない理由、課題 

選定状況 No. 記載内容 

1 
汚染範囲、汚染土量の確認中であり、覆砂の効果確認や検討対策工

法（案）の検討中であるため選定には至っていない。 

2 
追跡調査の結果、溶出濃度、含有濃度共に基準以下であったことか

ら、対策の検討に至ってない。 

3 

対策検討委員会から「汚染底質量が大量であることから対策方法につ

いては、浚渫・掘削除去、覆砂、原位置固化等の工法があるが、一つに

絞り込むのではなく、方法の組み合わせやその適用範囲を総合的かつ

慎重に検討する必要がある。」との意見をいただいている。対策工法の

うち、覆砂や固化工法は効果や設計・施工に関する技術的課題が多い

ため、これらの検討に時間を要している。(覆砂や固化工法について室

内試験を実施中） 

4 

現在、庁内関係部局と外部有識者で構成されたダイオキシン類対策検

討委員会により、対策方法を検討しており、現段階では確定していな

い。 

対策方法の選定にあたっては、新ポンプ場の供用による影響も考慮し

ながら検討していく必要がある。 

未選定 

5 

事業主体が決定していないため、検討に至っていない。 

 （原因者が特定されるため、原因者が対策すべきであると認識してい

るが、県としての方針が決定していない。） 

 
表 2.29 「港湾指針」及び「河川マニュアル」における問題点等 

  指針・マニュアル 記載内容 

港湾指針 p3-3 

「対策の選定」 

・原位置工法の新しい知見（効果や設計施工に関することな

ど）を追加してほしい。 

港湾指針 p3-4 

「対策の選定」 

・ 覆砂を選定する条件として、選定できる汚染濃度の最高値

を示していただきたい。 

港湾指針 p3-4 

「対策の選定」、 

河川局マニュアル p36 

・原位置工法の効果を明確にし、より恒久的な適用の可能性

を示してほしい。 

港湾指針 p3-17 

「原位置固化処理工法

の選定」 

・ ドライ工法の水替えでの放流濃度基準を設定するべきか

不明である。処理量が大量になる場合、水質基準の達成

は、技術的、経済的に厳しい。 

工法選定

の考え方 

港湾指針 p3-1 

「底質ダイオキシン類対

策の基本的考え方」 

河川マニュアル p36 

・河川マニュアルでの覆砂等の『暫定対策』概念の明示に対

し、港湾指針では概念を明示していない。実際は、構造上の

理由で完全な浚渫除去は不可能であり、恒久的原位置対策

として覆土等を採用せざるを得ない。 
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表 2.30 工法の選定に係る課題・要望等 

工法 区分 選定に係る課題・要望 

処分場の

確保 
・ 汚染底質が大量にあるが、港湾域が高度に利用されているため、掘削した汚染

土砂の処分場が確保できない。 
・ 受入れ可能な遮断型・管理型処分場がない（民間を含め）。 
・ 処分場周辺住民の同意が得られない。（環境基準を満たしている方法であって

も、簡単には理解が得られない。ダイオキシン類に対する一般市民の拒否反応

は非常に強いものがあり、用地確保に至っていない。） 

浚渫・掘

削除去 

中間処

理・分解

無害化処

理 

・ 分解無害化処理した底質の処分場や有効活用の利用先を確保できない。 
・ 大量の汚染底質の中間処理や無害化技術などの安全性や経済性を検討する

上で、事例が少なく検討に苦慮している。 
・ 各工程における飛散や流出等の暴露リスクをどの程度評価するかが不明であ

る。建屋は必然なものなのか。大量処理の場合、相当規模のものが考えられる。 
・ 対策土量が膨大であり、無害化するとコストも膨大となることが課題である。国の

動向を踏まえて、無害化の適用についても検討したい。 
・ 無害化について、今後、安全性・経済性等を考慮して工法選定していかなけれ

ばならないが、無害化処理は高価であるため、より安くて確実性のある工法の技

術開発を希望する。県のレベルでは開発は進まないのが現状であり、国レベル

での技術指針を示していただきたい。 
・ 無害化はコストがかかることが最大の課題ではあるが、検討したい。現在は、国等

の動向を様子見している状況である。 
・ 分解無害化について選定が困難。方法のグルーピングを行い、最適技術を選定

しやすくすべき。 
・ 建設会社が保有する現地プラント設置型技術のみならず、材料系、廃棄物処理

系など他業種の既存ストック(工場の既存炉)及び処理技術についても、記述を行

うべきである。 
・ 地域外において受入れ可能な無害化処理施設（民間施設）があることを確認し

ているが、運搬等に伴うリスク増加を懸念している。 
・ 条件付でよいので、処理施設の処理量、工期等について、概略規模を示してい

ただきたい。 

覆砂・原位置固化 
 

・ 汚染底質が大量であることから、浚渫・掘削除去との併用がより現実的と考える

が、原位置工法の効果や設計・施工に関する技術的課題が多く、検討に時間を

要している。 

・ 適用可能であれば、覆砂を積極的に導入したい。技術指針において、覆砂の取

り扱いについて、港湾管理者が採用可能となるよう、ダイオキシン類対策としての

検証結果を盛り込んで欲しい。 

・ 原位置工法の新しい知見（効果や設計施工に関することなど）を追加してほし

い。 

・ 覆砂が適用可能な汚染レベル範囲を示していただきたい。 

・ 原位置工法の効果を明確にし、より恒久的な適用の可能性を示してほしい。 

・ 河川マニュアルでの覆砂等の『暫定対策』概念の明示に対し、港湾指針では概

念を明示していない。実際は、構造上の理由で完全な浚渫除去は不可能であ

り、恒久的原位置対策として覆土等を採用せざるを得ない。 
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(d) 「最終処分等の考え方」 

結果の概要を表 2.31～表 2.35 に示す。 

最終処分方法等については、10 港湾中 5 港湾で「選定済」、5 港湾で「未選定」の状況で

あった。 

選定済の港湾において、中間処理方法のうち、分級及び脱水については、技術的な必要

性から選定している事例が多かった。固化については、確実性から選定したという事例があ

った。一方、品質管理が不安であるため選定しない事例もあった。分解無害化については、

費用が高いため選定しない事例が多くあった。最終処分方法のうち、海面埋立処分、陸上処

分、土質材料としての利用については、共通して場の確保が難しいことが非選定理由として

あげられた。 

未選定の港湾で、選定が進んでいない理由としては、処分場や土質材料としての利用先

が確保できないという理由が多くあげられた。また、地元住民の反対が大きく、合意形成上の

問題があるという事例もあった。また、安全性や経済性について検討できる事例が少ないた

めに検討が進まないという事例もあった。 

ヒアリングによると、最終処分場を有する港湾においては、海面埋立処分が比較的容易で

あることから、掘削除去された底質を海面処分している事例がみられた。ただし、処分にあた

っては、処分場の容量確保のために、脱水による減容化はいずれの港湾でも採用しており、

脱水により発生する余水の処理についても、凝集処理等何らかの対策が実施されていた。 

また、3,000pg-TEQ/g 以上の底質については無害化することが求められているが、コスト

面での負担が大きく、また、既存の実証実験結果等から技術を選定することが難しいと言っ

た意見があった。 

一方、最終処分場がない港湾では、掘削除去後の処分ができないことから、対策が検討

中となっていた。 

 

表 2.31 最終処分方法等の選定状況について 

回答 港湾数 

選定済 5 

未選定 5 
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表 2.32 中間処理方法の選定理由、非選定理由、課題 

選定 
状況 

No. 処理方法 記載内容 

分級 ・分級試験の結果、効果的ではなかったため。 

脱水 ・最終処分場の受入条件に対応するため。 

1 

固化 

・中間処理における、固化処理は考えていない。 

（ 工事中の巻上げについては、汚濁防止枠で対処す

る。）  

分級 
・脱水処理の前処理として必要、減容化にも配慮した。 

脱水 

・処分場への高含水比底質の受入には施工上脱水処理

が必要。 

・減容化、リスク面にも配慮した。 

2 

固化 ・土質改良上の品質管理に不安があるため選定しない。 

分級 ・減容化による陸上埋立処分場の延命化を図るため。 

脱水 

・減容化による陸上埋立処分場の延命化を図るため。 

・ダンプトラックによる運搬作業等のワーカビリティー確保

のため。 3 

固化 

・ダイオキシン類の流出・溶出・飛散等の 2 次汚染防止

のために選定した。 

・埋立後の土地利用を考慮して選定した。 

分級 ・最終処分を容易にするため選定。 

脱水 ・最終処分を容易にするため選定。 
4 

固化 
・除去から有効利用までにタイムラグがあるため選定しな

い。 

分級 ・脱水処理の前工程として採用予定。 

脱水 ・埋立処分容量の低減のため。 

選定済 

5 

固化 

・住民の安心安全を得るためにも、溶出の心配が少ない

固化処理は有益な方法である（処分場を確保するために

は、周辺住民の同意が不可欠である）。 
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表 2.33 最終処分方法の選定理由、非選定理由、課題 

選定

状況 
No. 処理方法 記載内容 

分解無害化 ・分解無害化処理は非常に高価であったため。 

海面埋立処分 ・受入可能な処分場がないため選定しない。 

陸上処分 
・陸上処分場周辺への汚染を防止するため、陸上処分のうち、周辺地

盤と遮水されている管理型処分場 への搬出を考える。 
1 

土質材料としての

利用 

・土質材料として使用する地区での関係者同意取得が困難であるた

め。 

分解無害化 ・浄化対策事業計画にて規定。具体的方法は未定。 

海面埋立処分 ・近隣に海面処分場を確保できないため不採用。 

陸上処分 ・陸上処分しか方法がないため。 

土質材料としての

利用 

・分級・脱水処理後、砂礫分については近隣の海岸に養浜材として活

用できた 
2 

その他 

・1,000～3,000pg は管理型処分場へ、3,000pg 以上は無害化処理の

上、陸上処分することを基本にしている。 

・「浄化対策事業計画」にて基本方針を規定。具体的方法は未定。 

分解無害化 ・費用高価のため非選定。 

海面埋立処分 ・受入可能な処分場がないため選定しない。 

陸上処分 ・受入可能な処分場が無いため非選定。 
3 

土質材料としての

利用 

・「河川マニュアル」に適合した利用箇所が選定出来たため。 

・コスト的にも最も有利となることから選定。 

・「港湾指針」では具体策に欠けていた。 

分解無害化 

・処理方法として理想的であるが、処理費用が高いため、実施できな

い。しかし、処分場の確保も困難なため、低廉な技術開発が待たれ

る。 

海面埋立処分 
・処分場所の確保が困難。溶出値が 10pg-TEQ/L の基準を超えてい

るため、工事費が高額になることが見込まれた。 

陸上処分 ・海面埋立では高額な費用が見込まれること。 

4 

土質材料としての

利用 

・適当な利用先がないため。 

分解無害化 ・コスト面、施行確実性等をふまえ、最新技術の選定が困難である。 

海面埋立処分 

・処分コストが安価である。 

・運搬等によるリスクが抑えられる。 

・量に限りがあるものの、受入可能な処分場がある。 

・汚染底質量が膨大であることから、他の処理底質の受入調整や容量

面での制約等を見極める必要がある。 

陸上処分 
・無害化処理を港内で行わない場合、運搬等リスク増加が懸念され

る。 

選 

定 

済 

5 

土質材料としての

利用 

・ふ頭用地等の用材として利用可能性を検討するものの、現段階では

未定。 
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表 2.34 最終処分方法を選定していない理由、課題 

選定状況 No. 記載内容 

1 

・ 対策土量の減量化のための基礎資料として、粒径別ダイオキシン類濃度の

試験中のため、選定に至っていない。 

・ 掘削した汚染土砂の最終処分場が確保できない。（海面は無し、陸上は民

間） 

・ 県内残土が余剰気味であり、基準値以内であっても汚染土砂の利用先は無

い。 

2 
・検討段階が到達していない。 

・安全性や経済性を検討するための事例が少なく検討にも苦慮している。 

3 ・検討段階が到達していない。 

未選定 

4 ・事業主体が決まっていないため、選定できない。 

5 

・陸上処分方法の選定は、地元住民の理解を得ることが難しい。 

・無害化処理は高価であるため、より安くて確実性のある工法の技術開発を希

望する。 

選定済※1 

6 

・ダイオキシン類に対する一般市民の拒否反応が強く、周辺住民の同意が得ら

れず、用地確保や埋立処分の選定が困難である。 

・濃度にかかわらず住民の安心・安全を得るには溶出の心配が少ない固化処

理や分解無害化処理の技術開発が必要と思われる。 

※1:処分方法は選定済だが、対策が進まない理由として挙げられた回答。 
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表 2.35 「港湾指針」及び「河川マニュアル」における問題点等 

 指針・マニュアル 記載内容 

港湾指針 P4-5「陸上

処分」、p4-10「土質

材料としての利用」、

p5-15「工事完了後の

モニタリング」 

・「港湾指針」でのリスク管理下での利用について、臨海部

埋立地での利用を前提とし、飛散、流出防止等必要な措置

について具体的に記述して欲しい。 

河川マニュアル P47 ・「河川マニュアル」ではリスク管理下での利用について、地

下水利用も意識しているため、地下水位以下での利用が困

難で、地下水位の高い埋立地では、利用が限定される。 

港湾指針 p4-10「土

質材料としての利用」 

河川マニュアル p47 

・ 土質材料としての有効利用について、（港湾指針ｐ4-10）

ではダイオキシン類の難溶性をもって、人への暴露対策に

主眼をおいているが、（河川マニュアルｐ47）では浸出水 1ｐ

ｇの規定があり、水域を通しての暴露対策を主眼としている。

港湾指針 p4-6「分解

無害化処理」 

・無害化技術について、選定が困難である。方法のグルー

ピングとその比較を行い、最適技術の選定をたやすくすべ

きである。 

港湾指針 p4-6「分解

無害化処理」 

・無害化技術について、建設会社が保有する現地プラント

設置型技術のみならず、他業種の既存ストック（工場の既存

炉）及び処理技術についても、記述を行うべきである。 

港湾指針 p5-15「工

事完了後のモニタリ

ング」 

・最終処分の場合の、処分完了後のモニタリング期間・方法

について、具体的に記載していただきたい。 

最終処分等

の考え方 

- ・過大に不安視され、1,000pg-TEQ/g の土壌の環境基準以

下の汚染度であるが、処分場周辺住民から強く反対されて

いる。 
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表 2.36 最終処分方法等の課題等 

No. 選定内容 選定に係る課題・要望 

1 土質材料として

の利用 

・ 河川マニュアルでは、処理後の有効利用を具体的に記載し

ているが、港湾指針では具体的な記載が無い。 
・ 河川マニュアルでは有効利用については地下水位以上であ

り、護岸背後の裏込めなどに利用できるように、港湾指針で

具体的に記載して欲しい。 
・ 臨海部埋立地でのリスク管理下での利用について、飛散、流

出防止等の措置を具体的に示して欲しい。 

2 
陸上処分 
土質材料として

の利用 

・陸上処分を選定したが、処分地周辺の住民の理解が得られ

ていない。 

3 海面処分 

・汚染量が膨大なため、他の浚渫土砂等との受入調整、容量

面での制約等を見極めながらの処分が必要。 
・無害化処理を港内で行わない場合、受入れ可能な民間施設

が現存することを確認しているが、運搬等リスク増加が懸念さ

れる。 

4 陸上処分 

・処分場を確保するためには、周辺住民の同意が不可欠であ

るが、ダイオキシン類に対する一般市民の拒否反応は非常に

強いものがあり、用地確保や埋立処分の選定が困難な状況

にある。 
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(e) 「対策中の監視の考え方」 

結果の概要を表 2.37 及び表 2.40 に示す。 

監視基準の設定状況については、10 港湾中 5 港湾で「選定済」、5 港湾で「未選定」の状

況であった。 

選定済の港湾においては、港湾指針に準拠して設定する事例の他、対策を実施する港

湾独自に作成した指針に基づき設定する事例もあった。 

未選定の港湾には、汚染区域の水質が環境基準を上回っていることから、河川マニュア

ルに準拠することを検討している事例があった。 

 

表 2.37 監視基準の設定方法の選定状況について 

回答 港湾数 

選定済 5 

未選定 5 

 

 

表 2.38 監視基準設定方法の選定内容 

選定 

状況 
選定内容 No. 記載内容 

港湾指針 1 ・「港湾指針」に準拠している。 

2 
・「浄化対策検討委員会」を設立し、「港湾指針」を踏ま

えて策定した「浄化対策計画」に準拠。 
選 

定 

済 

対策港湾ごと

の指針 
3 

・『河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)』（平成

16 年 2 月 河川及び港湾の底質浄化対策検討委員

会）、『港湾指針』を基本に設定。 
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表 2.39 監視基準設定方法を選定していない理由、課題 

選定 

状況 
検討段階 No. 記載内容 

検討中 1 

・本県の現状では、汚染区域の水質が環境基準を上回っていること

から、河川マニュアルに準拠する可能性があるが、詳細は検討中で

ある。 

ダイオキシン類濃度と濁度ＳＳの相関関係も調査しており、高濃度

区間の施工時の河川マニュアルの準拠だけでは、問題も多く、一

方、締切工法の選択も費用の増大や排水処理の課題があり苦慮し

ている。 

沈降時間が十分とれるような工事水域等の設定が重要ではないか

と考えている。 

2 ・検討段階が到達していない。 

未検討 
3 

・現在、庁内関係部局と外部有識者で構成されたダイオキシン類対

策検討委員会により、対策方法を検討しており、現段階では確定し

ていない。 

対策方法の選定にあたっては、新ポンプ場の供用による影響も考

慮しながら検討していく必要がある。 

未選定 

その他 4 
・現在、環境担当部局が監視を行っており、港湾管理者が監視基

準を設置する必要がなかったため。 

 

表 2.40 「港湾指針」及び「河川マニュアル」における問題点等 

 指針・マニュアル 記載内容 

港湾指針 p5-12「監

視基準の設定」 

・監視基準について、河川マニュアル（ｐ55）では、双方の考

え方が適用できるよう記述されているが、港湾指針では河川

マニュアルの考え方が記述されておらず、記述してはどうか。

港湾指針 p5-1「モニ

タリング計画」 

・環境監視計画を立案しているが、港湾指針ではその内容が

希薄である。 

港湾指針 p5-1「モニ

タリング計画」 

・潜水士での磁気物体調査など、規模は小さいが濁り発生が

否定できない工種についても、厳しい環境監視そのまま当て

はめるのか苦慮している。 

- 汚染が確認された港湾管理者及び河川管理者合同で、河川

マニュアル及び港湾指針を参考にしつつ、地域特性等を踏

まえた『河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)』を策

定し、運用を行っている。 

対策実施中の

監視の考え方 

- ダイオキシン類対策を念頭においた濁り予測の手法が示され

ておらず、また濁りの原単位などで大規模作業船の参考値が

重点的に示され、小規模船のものが皆無に近く事前に十分

な濁り予測ができない。 
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表 2.41 監視の選定に係る課題・要望 

選定に係る課題・要望 

・ 港湾指針では、環境基準超過水域において監視基準が設定できない。 
・ 高濃度ダイオキシン類含有底質部においては、濁度の監視基準値が、かなり小さくなってし

まう。 
・ 濁りの沈降時間を十分に確保できるような、工事区域の設定方法が記載されていない。 
・ 港内運河では、淡水域と海水域があり、港湾指針と河川マニュアルのどちらを適用すべきか

判断できない。 

 



68 

 

 

(f) 「簡易測定法の適用性」 

結果の概要を表 2.42～表 2.45 に示す。 

簡易測定法の適用性については、10 港湾中 3 港湾で「併用済（検討済）」、7 港湾で「未

併用（未検討）」の状況であった。 

併用済（検討済）の港湾においては、中間処理後の濃度チェックのためや、汚染範囲の概

略調査で併用した事例があった。また、併用を検討した結果、公定法と比較してバラツキが

でたため、参考値として扱っているという事例もあった。 

未併用（未検討）の港湾においては、バラツキがあるために併用しないという事例や、汚染

範囲が狭いため、併用する必要性が無いという事例があった。 

ヒアリングによると、試験的に簡易測定を実施した港湾が 2 港湾、未実施は 2 港湾であっ

た。簡易分析を実施しない理由としては、計量証明がない、測定結果にバラツキが大きいと

いったものであった。要望としては、対策実施中の個々の段階（例えば中間処理における脱

水ケーキや分級後の砂礫分中のダイオキシン類濃度）での確認目的での使用が適用可能

であれば使用したいとの意見があった。 

 

表 2.42 簡易測定法の併用（検討）状況 

回答 港湾数 

併用済 

（検討済） 
3 

未併用 

（未検討） 
7 

 

表 2.43 簡易測定方法の併用の状況、併用理由 

選定状況 No. 記載内容 

・併用調査：中間処理（分級脱水）後の脱水ケーキを引渡す際の

濃度チェックに用いる。 

1 ・併用調査：試験的に 14 事例の方法で検討したが、「公定法」の

結果と比較してバラツキがでたため、現時点では「参考値」程度

の扱いで考えている。 

2 

・併用調査：汚染範囲の概略範囲把握 

併用理由：分析コスト縮減及び分析時間短縮(汚染範囲の決定

は公定法で行っている。) 

併用済 

（検討済） 

3 
・浚渫試験の浚渫土砂余水処理時の確認に数検体実績があ

る。 
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表 2.44 簡易測定方法の併用の状況、併用理由 

選定状況 No. 記載内容 

1 
・ 公定法と簡易測定法では、多少測定値にばらつきが見

られたため。 

2 ・汚染範囲が狭いため必要性がなかったため。 

3 ・汚染の有無については、公定法によって進めた。 

4 ・検討段階が到達していない。 
未併用 

（未検討） 

5 

・今後のモニタリングや効果測定等の際の簡易測定法利

用は未検討であるが、公定法との併用や重要度などに応

じて利用していくべきと考える。 

・現在は必要性がないため。 

 

 

表 2.45 「港湾指針」及び「河川マニュアル」における問題点等 

  指針・マニュアル 記載内容 

港湾指針 P2-5 

「概況調査」 

・簡易測定法の採用基準が不明確 

簡易測定法の

適用性 港湾指針 P2-5 

「概況調査」 

・「簡易分析法は、汚染の特性によって適性が

異なる」とあるが、効果的な適用方法について

具体的に記述されていない。 

 

 

表 2.46 簡易測定法の使用に係る課題・要望 

簡易測定法の使用に係る課題・要望 
・ 公定法との間で測定値にバラツキがあったため、採用していない。 
・ 施工時の環境監視等に活用していくことが考えられるが、公定法との整合性等検

討を要し、直ぐに適用はできない。 
・ 対策実施中の個々の段階（例えば中間処理における脱水ケーキや分級後の砂

礫分中のダイオキシン類濃度）での確認目的での使用が適用できるのであれば

使用したい。 
・ 港湾指針では、「簡易分析法は、汚染の特性によって適性が異なる」とあるが、適

用方法が具体的に記述されていない。簡易測定法の採用基準が不明確である。 
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(g) 「その他」 

結果の概要を表 2.47 に示す。「港湾指針」及び「河川マニュアル」を総括的にみて、追記

が必要な内容や、具体的な記載が求められる内容、記載の不明点や問題点があげられた。 

また、無害化処理や最終処分等に関する新しい知見の集積やデータベース等の作成の

提案もあげられた。 

 

表 2.47 「港湾指針」及び「河川マニュアル」における問題点等 

 指針・マニュアル 記載内容 

港湾指針 p3-23

「中間処理」 

・中間処理施設について、処理量、工期等条件付でよいの

で、概略規模を示していただきたい。 

港湾指針 p4-1「最

終処分方法の選

定」 

・最終処分について、各現場によっても条件が異なるので、事

例に応じて応用が利くような技術開発や技術指針等の整備を

する必要があるのではないか。 

港湾指針 p4-1「最

終処分方法の選

定」 

・汚染度にかかわらず無害化処理を求める声が強い。安くて

効率的な技術開発が必要だと思う。 

港湾指針 p4-8「分

解無害化処理」 

・分解無害化処理施設について、処理方式、処理量、工期等

条件付でよいので、概略規模を示していただきたい。 

- ・ダイオキシンに限らず底質調査結果の有効期限について、

各港湾の状況を教えて頂きたい。 

- ・ダイオキシン類対策に関し、各省や各自治体が所管する知

見（指針、技術公募評価、実験データ、事例）など一元的に検

索、閲覧できるシステムか書籍があれば、検討業務の参考に

なる。 

- ・「陸上埋立における 2 次汚染防止についての技術指針」が

あれば対策計画がたてやすいのではないか。 

その他・自由

回答 

- ・汚染事例の他、無害化処理の適用事例、技術情報、価格な

どの関連情報を一元的にまとめて、随時更新しながら公開し

ていただきたい。 
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2.4.2. 河川管理者アンケート結果等 

(1) 整理内容 

「河川マニュアル」または「港湾指針」に基づいて対策を実施している管理者を対象として、

アンケートを実施し、底質ダイオキシン類対策を進める上での意見等を整理した。 

整理対象河川と資料整理内容を、表 2.48 に示す。整理対象河川は 22 河川とし、資料整

理内容は大きく 5 項目とした。アンケート結果の概要を表 2.49 に示す。 

 

表 2.48 整理対象河川と資料整理内容 

東北地方 長沼 

関東地方 綾瀬川、横十間川、北十間川、古綾瀬川、伝右川、濁川 

中部地方 巴川 整 理 対 象

河川 
近畿地方 

住吉川、東横堀川、道頓堀川、恩智川、古川、尻無川、 

神崎川、正蓮寺川、平野川、木津川、六軒家川、和歌川、

山田川、有本川 

資料整理内容 

1)工法選定の考え方 

2)最終処分等の考え方 

3)対策実施中の監視の考え方 

4)簡易測定法の適用性 

5)その他 
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表 2.49 アンケート結果の概要 

対策の選定の有無 
最終処分

方法等 
監視基準の設定 簡易測定 

選定 

河川名 掘
削
除
去 

覆
砂 

覆
砂
＋ 

掘
削
除
去 

原
位
置
固
化 

未
選
定 

河
川
マ
ニ
ュ
ア
ル 

対
策
河
川
ご
と
の

マ
ニ
ュ
ア
ル 

未
選
定
・未
検
討 

併
用 

未
併
用 

A       ○ ○ ○     ○  

B       ○ ○ ○     ○  

C     (○)             

D        ○     ○   ○ 
E                   

F        ○     ○   ○ 
G        ○     ○   ○ 
H        ○     ○   ○ 
I        ○   ○     ○ 
J        ○     ○   ○ 
K        ○     ○   ○ 
L        ○     ○   ○ 
M        ○   ○     ○ 
N     ○  ○   ○     ○ 
O        ○   ○     ○ 
P        ○   ○     ○ 
Q        ○     ○   ○ 
R        ○   ○     ○ 
S        ○   ○     ○ 
T ○ ○   ○     ○     ○ 
U                  ○ 
V                  ○ 
計 1 1 2 3 17 2 8 8 2 18 

注）1.○は選定・未選定した工法等を示す。 
   2.河川「B、H」については、アンケートの回答を得られていない。 
   3.河川「B」の「覆砂＋掘削除去」については、対策の実態から判断して（○）印を記した。 
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(2) 調査結果 

(a) 河川における底質ダイオキシン類汚染の状況 

底質ダイオキシン類汚染の状況を図 2.4 に示す。 

河川における汚染土量をみると、1 河川で 100 万 m3を超過していた。また、3 河川で数十

万 m3であったが、4 河川では数万 m3程度、その他の 2 河川では千 m3以下であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

注) 1 未確定の数字を含む。 
   2 汚染面積・土量には環境基準以下の面積・土量を含む場合がある。 
   3 継続調査の結果、汚染が見られない河川については記載を省略した。 
 
 
 

図 2.4 底質ダイオキシン類汚染の状況（上：汚染面積、下：汚染土量） 
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(b) 「対策工法の選定」の調査結果 

結果の概要を表 2.50 に示す。対策工法については、22 河川中 5 河川で「選定済」、17

河川で「未選定」の状況であった。 

選定済の河川において選定している対策内容は、「掘削・除去」、「覆砂」、「原位置固化」、

「覆砂、原位置固化」及び「分解無害化」と多岐にわたっていた。 

掘削・除去の選定理由としては、他計画との調整によって浚渫計画が位置付けられている

事例の他、分解無害化を実施するために選定した事例があった。 

覆砂及び原位置固化を選定した理由としては、脱水固化した底質を埋め戻すために選定

した事例や、将来的にさらに河床を掘削する可能性があることから選定した事例の他、原位

置でダイオキシン類を封じ込めることができる等の理由から選定した事例があった。 

 

表 2.50 対策工法の選定状況について 

回答 河川数 

選定済 5 

未選定 17 
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表 2.51(1) 対策の選定理由、非選定理由、課題 

状況 分類 No. 記載内容 

選定理由 
1 

河川埋め立てに伴い、高速道路を河川内に通す事業を行っており、底質の除去

が必要なため選定。 
掘 削

除去 選定しない

理由 2 

・除去した底質の処分先が確保できないため、選定しない。 

選定のためには、実用可能な分解無害化技術の確立が必要。 

選定理由 
3 

脱水固化した底質を埋め戻すために選定。 

覆砂 
選定しない

理由 
4 

原位置固化の方がより確実にダイオキシン類を封じ込めることが可能なため。 

覆砂、

掘 削

除去 

選定理由 

5 

将来的にさらに河床を掘削する可能性があることから、原位置固化ではなく、掘

削・除去を選定した。しかし、汚染底質の層が厚く、全量除去を行うと費用がかか

り対策が進まないため、覆砂を併用している。 

6 
原位置で、ダイオキシン類を封じ込めることができる。（1000pg-TEQ/g～） 

原 位

置 固

化 

選定理由 

7 
橋梁、護岸等の既設構造物に影響を与えないようにするため選定。 

8 

・現時点では応急対策と恒久対策に分けて対策を検討しているが、除去した底

質の有効利用先や最終処分先の確保が出来ていない事や、経済的で確実な分

解無害化処理技術が確立されていない事等により、まずは応急対策を進めてい

く事を考えている。 

・具体的な対策工法は未選定であるが、対策の効果や持続性、治水リスク、経済

性等を総合的に評価して次の３案を対策工法として考えている。 

①ブロックマットによる被覆 ②布製型枠による被覆 ③ドライ施工による表面固

化 

・恒久対策を行う上で必要な無害化処理技術等他の対策工法及び汚染底質の

利用先・受入先については、今後も情報収集を行っていく。 

・対策費用の確保が困難であり、対策を検討していく上での課題となっている。 

9 
H14、15 年に行った追跡調査や汚染範囲確認調査及び H15 年以降の常時監視

において環境基準を超過していないため対策を行う予定なし。 

10 

（基準値を超過した地点及び周辺の継続的な調査を実施した結果から）基準値

超過は一過性のものであり、恒常的に汚染されているとは判断できないことから

検討に至っていない。 

未選定理由 

11 

現在、新たな汚染物質の流入が無いことが確認できておらず、また、汚染範囲調

査も完了していないため、対策手法を選定していない。1,000pg-TEQ/g を超える

底質の処分方法が課題。 
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表 2.51（2） 対策の選定理由、非選定理由、課題 

状況 分類 No. 記載内容 

12 

1,000pg-TEQ/gを超える底質については、 

・掘削・除去を行う場合、処分前に脱水が必要であるが、場所の確保、地元合意

が課題 

・土量が多いため、脱水して陸上輸送することが困難 

・無害化処理の費用が高い 

等の問題があるため、すべての手法の可能性を消さずに検討しているところであ

る。 

13 
現在、表層で環境基準値超過がないため。（表層で環境基準値を超過している

河川の対策に長期間かかるため、いますぐ検討を行う必要がない。） 

14 

表層での濃度が周辺河川に比べて低く、環境基準値超過範囲も限定的である

ため。（表層で高濃度が観測されている河川の対策に長期間かかるため、緊急

に検討を要する状況にない。） 

15 
過去には環境基準値を超過していたが現在は改善されているため。 

16 
汚染範囲が未確定であるため検討に至っていない。 

未選定理由 

17 

ダイオキシン類の濃度が 100pg-TEQ/g を超える底質汚染の範囲としては、岸幅

50m、沼内 10m 程度であり、非常に局所的な汚染である。また、汚染原因は、過

去に使用された農薬の不純物由来とごみ焼却による複合的な汚染であると推定

された。しかし、水質及び水生生物には影響を与えていないことが確認されたた

め、対策の検討に至っていない。 
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(c) 「最終処分等の考え方」の結果 

「最終処分等の考え方」の結果の概要を表 2.52 及び表 2.53 に示す。 

最終処分方法等については、22 河川中 17 河川で「未選定」の状況であった。「選定済」

の河川はなかった。なお、5 河川については未回答であった。 

未選定の河川で、選定が進んでいない理由としては、汚染範囲確定段階であり検討に至

っていない、1,000pg-TEQ/g 以下の対策について特に課題はない、産業廃棄物で処理した

場合の費用が膨大、という理由が多くあげられた。 

 

 

表 2.52 最終処分方法等の選定状況について 

回答 河川数 

選定済 0 

未選定 17 

未回答 5 
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表 2.53 最終処分方法等の選定理由、非選定理由 

状況 分類 No. 記載内容 

未 選 定

（1,000pg-

TEQ/g 以

下は選定

済） 

海面埋立処

分 

1 

処分費が安価であり、脱水が不要であるため。（1,000pg-TEQ/g以下） 

2 

・掘削除去の汚染底質の有効利用先や最終処分先の確保が出来てい

ない。 

・経済的で確実な分解無害化処理技術が確立されていない。 

3 

H14、15 年に行った追跡調査や汚染範囲確認調査及び H15 年以降の

常時監視において環境基準を超過していないため対策を行う予定な

し。 

4 
汚染されているとは判断できないため、検討には至っていない。 

5 
・産業廃棄物で処理した場合の費用は、膨大。 

・分解無害化の技術は、未確立。 

6 

1,000pg-TEQ/g を超える底質については、無害化処理だけでなく、陸

上の管理型処分場に処分することも可能であるが、どちらにしても脱水

方法（特に実施場所）が課題である。 

7 

1,000pg-TEQ/gを超える底質については、 

・掘削・除去を行う場合、処分前に脱水が必要であるが、場所の確保、

地元合意が課題 

・土量が多いため、脱水して陸上輸送することが困難 

・無害化処理の費用が高い 

等の問題があるため、すべての手法の可能性を消さずに検討している

ところである。 

8 
対策手法が決定していないため未選定と回答したが、1,000pg-TEQ/g

以下の対策について特に課題はない。 

9 
過去には環境基準値を超過していたが現在は改善されているため。 

10 
汚染範囲確定段階であり検討に至っていない。 

未選定理由 

11 

ダイオキシン類の濃度が 100pg-TEQ/g を超える底質汚染の範囲として

は、岸幅 50m、沼内 10m 程度であり、非常に局所的な汚染である。ま

た、汚染原因は、過去に使用された農薬の不純物由来とごみ焼却によ

る複合的な汚染であると推定された。しかし、水質及び水生生物には

影響を与えていないことが確認されたため、最終処分等に至っていな

い。 
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(d) 「対策中の監視の考え方」の結果 

「対策中の監視の考え方」の結果を表 2.54 に示す。監視基準の設定状況については、22

河川中 10 河川で「選定済」、8 河川で「未選定」の状況であった。なお、4 河川については未

回答であった。 

選定済の河川においては、河川マニュアルに準拠して設定する事例の他、対策を実施す

る港湾ごとに作成した指針に基づき設定するものもあった。 

 

表 2.54 監視基準の設定方法の選定状況について 

回答 河川数 

選定済 10 

未選定 8 

未回答 4 

 

表 2.55  監視基準の設定方法の選定理由、選定しない理由 

状

況 
分類 No. 記載内容 

河川マニュアル 
1 

・水質測定地点により監視。 

・河川マニュアルに準拠する。 

2 

浚渫除去を行う場合については、検討会において策定したマニュ

アル案に従って、監視基準を設定している。監視基準は、港湾管

理者、河川管理者が共同で設定したものである。 

選
定
内
容 

対策河川ごとのマ

ニュアル 

3 学識経験者からなる委員会で審議を行い、設定した。 

4 

河川マニュアルに沿って環境監視計画案を策定したが、具体的な

対策工法が決定し詳細な施工計画を立案する際に、再度実際の

環境監視計画を策定する必要がある。 

5 

H14、15 年に行った追跡調査や汚染範囲確認調査及び H15 年以

降の常時監視において環境基準を超過していないため対策を行う

予定なし。 

6 汚染の事実が確定できないため、検討に至っていない。 

7 
過去には環境基準値を超過していたが現在は改善されているた

め。 

8 汚染範囲確定段階であるため未検討である。 

未
選
定
理
由 

未検討 

9 

汚染原因は、過去に使用された農薬の不純物由来とごみ焼却によ

る複合的な汚染であると推定された。しかし、水質及び水生生物に

は影響を与えていないことが確認されたため、監視まで至っていな

い。 
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(e) 「簡易測定法の適用性」の結果 

「簡易測定法の適用性」の結果の概要を表 2.56 に示す。簡易測定法の適用性について

は、22 河川中 2 河川で「併用済（検討済）」、18 河川で「未併用（未検討）」の状況であった。

なお、2 河川については未回答であった。 

併用済（検討済）の河川においては、分析費の縮減、工期短縮のために併用した事例が

あった。また、公定法を主体としつつ簡易法を参考値として扱っている事例もあった。 

未併用（未検討）の河川においては、バラツキがあるために併用しないという事例や、汚染

範囲が狭いため、併用する必要性が無いという事例があった。 

 

表 2.56 簡易測定法の併用（検討）状況 

回答 河川数 

併用済 

（検討済） 
2 

未併用 

（未検討） 
18 

未回答 2 
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表 2.57  簡易測定法等の選定理由、選定しない理由等 

状況 No. 併用状況（併用の場合）、併用しない理由（未併用の場合） 

併用 1 

原位置固化処理工事について、工期短縮のために簡易測定法を検討した。 

簡易測定法は、分析費の縮減・工期短縮などのメリットはあるが、ダイオキシン類の

結果については、一般的に公定法の値で議論されることがほとんどなので、簡易

法のみで行うことはできず、結果的に公定法で行うことになった。 

2 

経済性、迅速性の面で公定法と比較して優れているため、今後併用の余地はある

と考えられるが、当該河川の調査においては、汚染原因者に対して費用負担を求

めることを考えて検討を進めてきており、より厳密な測定法である現行法に基づい

て調査を行ってきた。 

3 
H14、15 年に行った追跡調査や汚染範囲確認調査及び H15 年以降の常時監視に

おいて環境基準を超過していないため対策を行う予定なし。 

4 
今後、簡易測定法が効果的な方法となるケースが生じた場合、必要に応じて検討

する。 

5 
川全域での調査済みであり、汚染分布についても概ね判明していることから簡易

測定法は併用していない。 

6 

簡易測定法を採用するには、同河川の試料について公定法と簡易測定法で利用

に耐えるだけの相関があることを確認する必要があるが、その調査を行うほど、簡

易測定法のメリットがない。（入札により公定法での分析価格が低下しており、簡易

測定法との価格差が大きくない。） 

7 過去には環境基準値を超過していたが現在は改善されているため。 

8 

概況調査ではより確度の高い測定方法が必要であることから簡易測定法は採用し

ていない。今後，環境基準を超過する地点があり，その汚染範囲の確定を行う場

合には採用を検討する。 

9 汚染範囲が狭いため、公定法による分析結果のみで検討を進めることが出来る。 

未併用 

10 

ダイオキシン類の濃度が 100pg-TEQ/g を超える底質汚染の範囲としては、岸幅

50m、沼内 10m 程度であり、非常に局所的な汚染であるため、検討に至っていな

い。 
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(f) 「その他（対策選定、最終処分場、運用）」の結果 

「その他（対策選定、最終処分場、運用）」の結果を表 2.58 に示す。「河川マニュアル」及

び「港湾指針」において、追記が必要な内容や、具体的な記載が求められる内容、記載の不

明点や問題点があげられた。 

 

表 2.58 対策選定、最終処分場、運用に関する「河川マニュアル」における意見 

分類 該当頁 回答 

p34、47 ・浚渫した底質を土質材料として利用する場合には、「事前に振とう溶出試験を行

い、想定される利用形態で浸出水が 1pg-TEQ/L 以下となることを確認する」とある

が、結果事例のみでなく、試験方法についての記述があると参考になる。 

対 策

選定 

港湾指針 3-

15～16 

・振とう分配試験の方法について指針の中で指摘されているように、試料液をろ過し

てダイオキシン類濃度を測定しているため、今後は底質を固化処理した場合に土粒

子に吸着して移動するダイオキシン類を評価できるような試験方法を開発する必要

があると思う。 

最 終

処 分

場 

p46 ・除去底質の処分のあり方について図 3.8.1 に最終処分法の選定フロー図があり、

海面処分方法として港湾指針を参照とあるが、フロー図だけでも載せておき（可能で

あればフローを１つにする）、詳細は港湾指針を参照としても良いのではないか。 

運用 (港 湾 指 針

2-6) 

簡易分析法の特徴が表-2.2.2 で示されているので参考になるが、もう少し詳細な情

報が欲しい。また、分析値に夾雑物質の影響が出たり、抽出条件により抽出効率が

変動する場合があるとのことなので、この点が改善されるとより併用を検討しやすくな

るのではないかと思う。 
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表 2.59（1） その他、「河川マニュアル」に対する意見 

分類・該当頁 回答 

p20、28 河川における底質ダイオキシン類濃度は、鉛直方向の変動や調査年毎の変動が大きく

対策範囲の確定に時間がかかる。 

p33 汚染原因者が特定できる場合には費用負担を求めることが出来るとしているが、複数の

事業場からの過去からの排出が原因と想定される場合、費用負担を求める根拠となる

寄与率等の算出方法についての情報があると参考になる。 

2.6浚渫した底質を土質材料として利用する場合の事前確認 

 「想定される利用形態で浸出水が 1pg-TEQ/L 以下となることを確認」とあるが、指定さ

れている振とう溶出試験の試験条件は想定される利用形態と乖離している。 

p34 

○モニタリングについては、分析結果の精度向上のために下記の考え方及び方法を一

例として提案する。 

・供試体は直径 5cm 高さ 10cm とし、作成に当たり、締固めは行わない。 

・配合試験時の溶出試験も同じ供試体を作成、破砕する。 

・溶出試験時の試料は同じ状態（湿潤 or 絶乾）とする。絶乾状態の場合、110 度 24 時

間（JIS）という乾燥方法は問題がないか確認し、適切な乾燥方法を別途明示する必要

がある。 

・試料採取、分析方法に疑義があった場合は、複数の機関に分析依頼するなどクロスチ

ェックを行う。 

p39 3.4.3 原位置処理工法の適用条件 

 固化処理の場合「溶出液が 1pg-TEQ/L 以下となることを確認」とあるが、セメント系固化

剤による固化処理を想定した場合、モニタリングについて下記の整理すべき点があると

考える。 

・配合試験を行う底質の採取方法、採取位置はどのようにするか。 

・5 点混合法など複数地点の混合試料でよいか。 

・固化処理後の養生期間をどの程度とるか。 

・モニタリングは強度試験及び溶出試験を行うのが一般的であるので、強度試験をマニ

ュアルで定義すべきではないか。 

・振とう溶出による溶出試験自体が本来 10pg-TEQ/L という基準に対して設定された試験

法であり、環境基準 1pg-TEQ/Lに対する試験法ではない。 

p45 3.6運搬及び中間処理 

 都市河川において浚渫土を現地又は近傍で改良することは土地の制約から事実上困

難な場合が多い。未改良の浚渫土を環境に配慮した適切な方式で中間処理施設に運

搬することは問題ないと考えるが、本文をそのように解して良いか。 

そ
の
他 

p47 3.9土質材料としての利用 

「1000pg-TEQ/g を超えるものは分解無害化を処理を実施した後、土質材料として利用

する」とあるが、浚渫土のダイオキシン類対策について、自治体単位で無害化施設を設

置運用するには、限界がある。 

 また、分解無害化施設を民間で建設運営する場合、一自治体からの発注量では開発

費・建設費の回収自体が困難と考えられる。 
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表 2.59（2） その他、「河川マニュアル」に対する意見 

分類・該当頁 回答 

－ H11 の重点調査時に水質の環境基準値を超過していたことを受け、H12 に環境調査を

実施した結果、水質については基準値を超過した地点はなく、底質についても当時の

判断基準内（0～260pg/g）であった。 

H14 に底質の環境基準が設定されたことに伴い、H12 に基準値を超過していた地点があ

ったことから、周辺の詳細調査を実施した。その結果、すべての地点で基準値を下回っ

ており、値は一過性のものであり、恒常的汚染ではないと判断。 

H16 までモニタリング調査を継続的に実施したが、連続して基準を下回ったことにより、

H17からは通常の監視体制に切り替えたところである。 

そ
の
他 

－ ダイオキシン類の濃度が 100pg-TEQ/g を超える底質汚染の範囲としては、岸幅 50m、沼

内 10m 程度であり、非常に局所的な汚染である。また、汚染原因は、過去に使用された

農薬の不純物由来とごみ焼却による複合的な汚染であると推定された。しかし、水質及

び水生生物には影響を与えていないことが確認された。 

このような場合にも、マニュアルに準拠した底質ダイオキシン類対策は必要になるのか。
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2.5. 必要な調査方法、監視手法、対策工法、処理技術の検討 

2.5.1. 港湾底質ダイオキシン類に係る実験 

港湾底質ダイオキシン類対策を検討する際の基礎情報を得るため、覆砂効果検証実験を

実施して、覆砂材による効果の違い等を検証するとともに、底質の粒径によってダイオキシン

類濃度や吸・脱着特性が異なることが考えられるため、粒度別ダイオキシン類濃度に関する

検討を行った。 

(1) 覆砂効果検証実験 

(a) 実験内容 

① 実験の概要 

高濃度で汚染された海域の底泥を採取し、室内実験にて覆砂層の厚さ及び覆砂材の種

類を変化させて、直上水への溶出量を測定し、覆砂材による溶出抑制効果を検証した。 

覆砂層の厚さを変化させて溶出実験を実施することにより、底泥からの溶出抑制効果の時

間的な影響を推定した。現場での覆砂層の厚さは通常 50cm 程度以上であるが、2 ヶ月程度

で効果の違いが現れるように、覆砂層を 1cm～5cm に変化させ、直上水への溶出量を測定

した。 

実験の模式図を図 2.5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 実験模式図 

【覆砂層】 

厚さ、種類を変えて比較 

【底泥層】（ダイオキシン類に汚染

された底質） 

千葉港市原市地先海域の底泥

を採取 

底泥層

覆砂層

上水層

φ=200mm 

底泥層 
100mm 

上水層 
300mm 

覆砂層 
0～50mm 

【上水層】 

底泥からのダイオキシン類の溶

出状況を 3 日後、1 ヶ月後、2 ヵ

月後において測定。 
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② 実験に使用した試料 

実験に使用した試料を表 2.60 に示す。ダイオキシン類に汚染された底泥は、千葉港市原

市地先海域からエクマンバージ型採泥器により表層泥を採取し、覆砂材は 3 種類とした。 

覆砂効果確認実験の覆砂材の１つとして養老川河口沖の底泥を用いた。 

 

表 2.60 実験に使用した試料 

 試 料 有機物量 

購入砂 
品名：ろ過砂（日本原料（株）） 
規格：JWWA A-103 合格品 

少ない 

河口土 養老川河口の底泥 多い 覆砂層 

混合土 
購入砂、河口土を乾泥あたり

1:1となるように混合 

購入砂と河口土の中間 

底質層 底質a 地点aにおける底泥 － 

 

③ 実験方法 

底泥を 100mm 厚でカラム(φ=200mm、h=500mm)の底に敷き詰め、その上に覆砂材を 0～

50mm 厚で敷きならし、ろ過海水を覆砂材の上面から 300mm 高さまで（約 9L）静かに注ぎい

れ、実験を開始した。採水までは適度に海水を攪拌した。 

実験ケースは表 2.61 に示すとおりであり、1 ヶ月後及び 2 ヶ月後の上水層から試料を採

取した。 

表 2.61 覆砂効果検証実験の実験ケース 

覆砂条件 試料採取時期 
 

底泥 a 購入砂 河口土 混合土 0ヶ月目 1ヶ月目 2ヶ月目 

ケース 1 10cm - - - - ○ ○ 

ケース 2 - - 1cm - - ○ ○ 

ケース 3 - - - 1cm - ○ ○ 

ケース 4 10cm 1cm - - ○ ○ ○ 

ケース 5 10cm 3cm - - - ○ ○ 

ケース 6 10cm 5cm - - - ○ ○ 

ケース 7 10cm - 1cm - ○ ○ ○ 

ケース 8 10cm - - 1cm ○ ○ ○ 

注：0 ヶ月目は実験開始 3 日後に採取した。 

 

④ 分析方法 

測定項目及び分析方法を整理して表 2.62 に示す。 
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表 2.62 測定項目及び分析方法一覧 

試料 測定項目 分析方法 

厚さ - 

単位体積重量 - 

含水比 昭和 63 年環水管第 127 号底質調査方法Ⅱ.3 

間隙率 - 

土粒子密度 JIS A 1202 

粒度組成 JIS A 1204 

TOC CHN 計による方法 

TN CHN 計による方法 

強熱減量 昭和 63 年環水管第 127 号底質調査方法Ⅱ.4 

ダイオキシン類濃度（含有量） 
ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
（平成 12 年、環境庁） 

ダイオキシン類濃度（溶出量） JIS K0312 

底泥及び 
覆砂材 

検液作成 環告 14 号第 1 検液の作成注 1 

上水 ダイオキシン類濃度 JIS K0312 
注 1：海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出

しようとする廃棄物に含まれる金属等の判定方法（昭和 48 年 2 月 17 日環境庁告示第 14 号）では、
孔径 1μm のガラス繊維フィルターを用いることとしているが、本調査においては、0.7μm のガラス繊
維フィルター（Whatman製 GF/F）を用いた。 
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(b) 実験結果 

覆砂実験結果を表 2.63 に示す。なお、覆砂実験に用いた底泥及び覆砂材の基本性状を

表 2.64 に示す。 

覆砂実験結果から、以下のようなことが確認できた。 

 

① 覆砂は、ダイオキシン類含有汚泥のダイオキシン溶出を抑制する効果を有する。 

② 覆砂厚について、厚い場合のほうが薄い場合よりもダイオキシン溶出の抑制効果

が大きい。 

③ 覆砂材について、有機物を多く含む場合のほうが少ない場合よりもダイオキシン溶

出の抑制効果が大きい。 

 

しかし、今回の実験は、 

   １ 短期間で行ったこと（実験開始後 2 ヶ月目のデータしか、採れていないこと） 

   ２ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 

 

という制約条件のもとで行われた結果である。 

このため、覆砂の定性的な効果は確認できたと考えられるが、定量的な効果の確認は今

後のデータ蓄積を踏まえ行うことが必要である。現場での適用にあたっては、現地の底質を

用いた室内実験や試験施工などを行い、覆砂の効果を事前に検証する必要がある。 

また、覆砂実験においては、初期値を得る目的で測定したカラムセット後 3 日目の測定値

（水質のダイオキシン濃度）と 1 ヶ月目、2 ヶ月目の測定値との関係をみると、1 ヶ月目、2 ヶ月

目の値に比べて 3 日目の濃度が高い。この原因として、3 日目の測定では、巻き上がった微

粒子を含めてダイオキシン濃度を測定した可能性が考えられる。さらに、底泥＋河口土

（1cm）の 2 ヶ月目においては、上水中のダイオキシン類濃度が 1.3pg-TEQ/L であり、他と比

較しても異常に高い濃度である結果がみられ、検討対象から除外している。この原因として

は、微粒子の混入により濃度が高くなったものと考えられる。 
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表 2.63 上水層のダイオキシン類分析結果（1 ヶ月後、2 ヵ月後） 

ダイオキシン類 

番号 実験ケース 3 日目 
(pg-TEQ/L) 

1 ヶ月目 
(pg-TEQ/L)

2 ヶ月目 
(pg-TEQ/L) 

① 底泥のみ － 0.52 0.59 

② 覆砂材のみ(河口土 1cm) － 0.0019 0.0026 

③ 覆砂材のみ(混合土 1cm) － 0.0022 0.00044 

④ 底泥＋購入砂(1cm) 4.4 0.38 0.24 

⑤ 底泥＋購入砂(3cm) － 0.047 0.021 

⑥ 底泥＋購入砂(5cm) － 0.052 0.012 

⑦ 底泥＋河口土(1cm) 2.5 0.19 1.3 

⑧ 底泥＋混合土(1cm) 2.7 0.28 0.099 

 

表 2.64 実験に用いた底質、覆砂材の基本性状 

覆砂材 
項目 単位 底泥 

購入砂 河口土 混合土

粗砂(0.85～2mm) (%) 0 0 0 0

中砂(0.25～0.85mm) (%) 1 99 0 36

細砂(75～250μm) (%) 18 1 30 28

シルト(5～75μm) (%) 31 0 49 22

粒
度
組
成 

粘土(5μm 未満) (%) 50 0 21 14

TOC (mg/ｇ) 23.8 N.D. 13.5 7.7

強熱減量 (%) 8.9 0.3 6 3.3

ダイオキシン類含有濃度 pg-TEQ/g-dry 6,000 0.051 6.3 3.3
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(2) 底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討 

ダイオキシン類は粒径の細かいシルト・粘土質に多く吸着していると考えられる。また、粒

径によって土粒子からの脱着特性が異なり、含有濃度と溶出濃度では、粒径別の濃度分布

が異なることが考えられる。粒径別のダイオキシン類の情報は、対策工事における濁りの影

響を検討する際に必須であることから、高濃度汚染海域の底泥を採取し、粒径別濃度を測

定した。 

 

(a) 実験方法 

① 実験の概要 

底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討における実験の概要を図 2.6 に示す。 

高濃度汚染海域の底泥を採取し、室内実験にて底泥の粒径別ダイオキシン類濃度を測

定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6 底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討における実験の概要 

 

② 実験に使用した試料 

底泥は、千葉港市原市地先海域の 2 地点及び養老川河口沖において、エクマンバージ

型採泥器により表層泥を採取した。 

底泥 a 
底泥 b 

ふるいわけ 2mm、75μm 静置沈降 

砂分 
2mm～75μｍ 

シルト分及び粘土分

75μｍ未満 
粘土分 

5μｍ未満 

分析：ダイオキシン類（含有量、溶出量）、強熱減量など 

分析：ダイオキシン類（含有量、溶出量）、一般項目 
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③ 実験方法 

ふるい分け及び懸濁後静置沈降により、砂分（2mm～75μm）、シルト・粘土分（75μm 未

満）、粘土分（5μ未満）に分画し、分析試料とした。 

砂分は、75μm のふるい上に残った底泥を試料とした。シルト分及び粘土・コロイド分は、

底泥を用いて調整した濁水を、予備実験において決定した静置時間にもとづいて静置し、

濁水をろ過して濾紙上の補足物を試料とした。また、シルト分及び粘土分の分級で得られる

上澄み液をろ過し、溶存態試料としてろ液のダイオキシン類を測定した。 

 

④ 分析方法 

測定項目及び分析方法を整理して表 2.65 に示す。 

 

表 2.65 項目一覧 

試料 測定項目 分析方法 

含水比 昭和 63 年環水管第 127 号底質調査方法Ⅱ.3 

土粒子密度 JIS A 1202 

粒度組成 JIS A 1204 

TOC CHN 計による方法 

TN CHN 計による方法 

強熱減量 昭和 63 年環水管第 127 号底質調査方法Ⅱ.4 

ダイオキシン類濃度（含有量） 
ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
（平成 12 年、環境庁） 

ダイオキシン類濃度（溶出量） JIS K0312 

底泥 

検液作成 環告 14 号第 1 検液の作成注 1 

溶存態 ダイオキシン類濃度 JIS K0312 

注 1：海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出
しようとする廃棄物に含まれる金属等の判定方法（昭和 48 年 2 月 17 日環境庁告示第 14 号）では、
孔径 1μm のガラス繊維フィルターを用いることとしているが、本調査においては、0.7μm のガラス
繊維フィルター（Whatman 製 GF/F）を用いた。 
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(b) 実験結果 

底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討結果を表 2.66（1）、（2）に示す。 

実験結果から、以下のようなことが確認できた。なお、粘土分のみの溶出濃度は、微粒子

等の混入により非常に濃度が高い結果となったと考えられ、データの蓄積により検討を行うこ

とが重要である(注)。 

 

① 粒径別のダイオキシン類含有濃度は、粘土分（5μ未満）が最も高く、次いでシルト・

粘土分（75μm 未満）が高く、砂分（2mm～75μm）はさらに低い濃度であった。 

② ダイオキシン類溶出濃度は、砂分で高く、シルト・粘土分で低い濃度であった。 

含有濃度が砂分で低くシルト・粘土分で高いことから、砂分はシルト・粘土分に比べる

と、含有濃度に対する溶出濃度の比が高くなる結果となった。 

 

しかし、今回の実験は、 

 １ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 

 ２ 粘土分の溶出試験については、微粒子が混入することで、濃度が高くなるおそれが

ある。 

という制約条件及び実験上の特性を踏まえて行われた結果である。 

このため、今後のデータ蓄積を踏まえ検証する必要がある。 

 

表 2.66(1) 粒径別ダイオキシン類（含有濃度） （pg-TEQ/g-dry） 

粒径区分 底質 a 底質 b 

砂分（2mm～75μm） 910 110 

シルト・粘土分(75μm 未満) 7,900 1,100 

粘土分(5μm 未満) 15,000 1,900 

 

表 2.66(2) 粒径別ダイオキシン類（溶出濃度） （pg-TEQ/L） 

粒径区分 底質 a 底質 b 

砂分（2mm～75μm） 46 6.2 

シルト・粘土分(75μm 未満) 15 1.0 
 
 
(注) 粘土分(5μm 未満)の溶出濃度試験結果について 
 粘土分(5μm 未満)の溶出濃度は、底質 1 で 12,000pg-TEQ/L、底質 2 で 520pg-TEQ/L であった。含有
濃度に対する溶出濃度の比を粒径区分毎に求めると、砂分（0.051 及び 0.056）、シルト・粘土分（0.001 及び
0.002）に対して、粘土分（0.274 及び 0.800）となり、粘土分について相対的にかなり高い結果となった。その
一つの要因として、粘土分の試料にはダイオキシン類を多く吸着した微細な粒子又はコロイド状の粒子が多
く存在し、これらが検液に混入したことが考えられる。 
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2.6. 各種公共事業への適用性を考慮した関係機関共通の基本的な方針及び港湾にお

ける基本的な方針 

2.6.1. 港湾指針と河川マニュアルの主な相違点 

港湾指針と河川マニュアルについて、主な相違点を整理し、表 2.67 に示す。 

 

表 2.67(1) 港湾指針と河川マニュアルの主な相違点（概要） 

項  目 相違点の概要 

港湾指針では、対策を講ずべきダイオキシン類汚染底質が膨

大な量となることも想定して、対策手法を示している。 
総
説 

指針の目的

及び適用 

港湾指針では、含有濃度だけではなく、海面埋立処分※が想

定される場合は、溶出基準をもって判定する場合があること

を示している。 

精密調査 港湾指針では、港湾の場合は 100～200m 格子間隔程度、運河

の場合は 50m 格子間隔程度（幅の狭いときは流下方向 50m 程

度ごとに3地点）で採泥することが望ましいとされている。 

河川マニュアルでは、流下方向で 50m 間隔（汚染区間が 500m

以下）又は 200～300m 間隔（汚染区間が 500m 以上）、横断方

向で50m間隔程度で採泥することが望ましいとされている。 

港湾指針では、海面埋立処分が想定される場合には、溶出濃

度の測定が必要であると示している。 

 

汚染範囲の

確定 河川マニュアルでは、上層の濃度が低く、下層の濃度が高い

場合の対応方針を示している。 

底
質
調
査 

その他 河川マニュアルでは、地域の特性把握及び土質材料として利

用する場合の事前調査について示している。 

※海防法が適用される船舶及び海洋施設からの埋立の場合を「海面埋立処分」と表現する

ものとする（以下同様）。 
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表 2.67(2)  港湾指針と河川マニュアルの主な相違点（概要） 

項  目 相違点の概要 

・ 河川マニュアルでは、対策の優先順位を示しており、第一に掘削除去

処理を選定することを検討し、構造物等の安定を損なう場合等、掘削

除去の実施が難しい場合には、原位置処理を選定することを検討する

としている。 
・ 河川マニュアルでは、原位置処理（覆砂、固化）は恒久的な対策となり

得ないことを留意すべきとしている。 
・ 河川マニュアルでは、河川においては流れがあるため覆砂の利用は

慎重に検討し判断する必要がある。湖沼のように流れが緩やかな場所

では比較的容易に適用が可能であるとしている。 

対策の選定 

・ 河川マニュアルでは覆砂工法の適用条件として、ダイオキシン類が低

濃度であることとしている。 

底
質
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策 

覆砂 
原位置固化処

理 

・ 河川マニュアルでは、対策の優先順位を示しており、環境的に有利と

考えられる固化処理工法による対策を検討し、固化処理工法が困難

な水域について覆砂工法を検討するとしている。 
最終処分方法

の選定 
・ 河川マニュアルでは、土質材料としての利用を優先し、それによらない

場合は埋立処分を行うこととしている。 

海面埋立処分 ・ 港湾指針では、海面埋立処分に当たっては、海防法の適用を受ける

ため、汚染濃度（含有濃度及び溶出濃度）に応じて、適切な処分方法

を示している。 

・ 河川マニュアルでは、海面処分については、港湾指針を参考にするこ

ととしている。 

最
終
処
分 

土質材料とし

ての利用 
・ 港湾指針では、150～1,000pg-TEQ/g の底質は、陸上においてのみ

利用できるとしている。また、養浜、覆砂等水域で有効利用する場合

は、溶出濃度で 10pg-TEQ/L 以下であるものに限るとしている。 

・ 河川マニュアルでは、150～1,000pg-TEQ/g の底質は土質材料として

利用し、その際セメント固化することを原則としている。 
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表 2.67(3)  港湾指針と河川マニュアルの主な相違点（概要） 

項  目 相違点の概要 

・ 港湾指針では、室内実験などにより、ダイオキシン類と濁度

の関係を把握することとしている。 

モニタリングの

ための事前調査 

（濁度とダイオ

キシン類濃度の

関係把握方法） 

・ 河川マニュアルでは、一般調査結果よりダイオキシン類濃度

と濁度及びSS の関係等を把握することとしている。 

・ 港湾指針では、監視基準は水質の環境基準値としている。 監視基準の設定 

・ 河川マニュアルでは、濁度の変動幅を考慮したもの（BG±2

σ）を監視基準値としている。 

・ 港湾指針では、工事による付加分をダイオキシン類濃度に換

算し、事前のダイオキシン類濃度に加えて、監視基準と比較

（1週間の平均値で比較）することとしている。 

監視基準への適

合性の判定 

・ 河川マニュアルでは、1 時間毎の濁度の平均値が、監視基準

値（BG±2σ）を上回らないこととしている。 

・港湾指針では、以下のように示している。 

①浚渫・掘削除去の場合 

底質：底質調査を1回実施 

②覆砂の場合 

底質・水質：継続的に監視 

③原位置固化処理の場合 

固化層の状況：継続的に監視（固化層の振とう分配試験を一

定期間毎に実施等） 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

工時完了後のモ

ニタリング 

・河川マニュアルでは、以下のように示している。 

①掘削除去処理を実施した場合 

底質：底質調査を1回実施 

水質：対策実施中の調査と同等の調査を1 回実施 

②原位置処理（固化）を実施した場合 

底質・水質：年1回の調査を5 年間行う。 

③原位置処理（覆砂）を実施した場合 

底質・水質：年1回の調査を実施（継続的にモニタリング） 
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2.7. 関係機関共通の基本的な方針及び港湾における基本的な方針 

2.7.1. 関係機関共通の基本的な方針 

本検討では、港湾指針または河川マニュアルに基づいて、対策を実施している港湾管理者

及び河川管理者から挙げられた課題等を踏まえ、関係機関共通の基本的な方針を整理した。 

「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」（国土交通省河川局・港湾局）は下記の通りであ

る。 

 

【参考】 「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」の位置づけについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 底質ダイオキシン類に関する法律・指針・技術マニュアル等の概略体系 

 

表-1 基本的考え方の検討概要 

 港湾指針 河川マニュアル 

港湾指針および河川マニュアル

の適用 

互いの指針・マニュアルを適用可能（河川区域内での港湾指針、港

湾区域内での河川マニュアル） 
対策に係る基本的考え方 ダイオキシン類を摂取する経路（直接的、間接的）を遮断 
対策選定の考え方  水域の特性に応じ対策を選定 
最終処分 海面処分および陸上処分について統一のフロー 
分解無害化処理 3,000pg-TEQ/g 超は、原則分解無害化処理 
モニタリングにおける監視基準 環境基準（環境基準超過水域では現状水質を悪化させないこと） 
簡易測定法 環境省の検討を踏まえ、適用を検討 
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(1)港湾指針および河川マニュアルの適用 

■ 港湾指針および河川マニュアルの適用 

・汚染箇所が連続していることを勘案し、検討対象場所の取水状況等の社会条件や、潮汐・

流れ等の自然条件の特性を把握した上で、以下のように対応する。 

 

①河川区域内においても、港湾指針での対策や調査等を水域の条件に応じ選定することも可

能 

②港湾区域内においても、河川マニュアルでの対策や調査等を水域の条件に応じ選定するこ

とも可能 

 

 
【解説】 

 
港湾指針および河川マニュアルは、それぞれの水域の特性（流況、潮汐、水深、利用状況、周辺

の構造物の状況等）を勘案してまとめられているため、河川域から海域へと汚染箇所が連続している

場合などには個々の指針やマニュアルでは十分対応しきれない場合がある。 
よって、河川域、海域等の水域の条件に応じて、港湾指針および河川マニュアルを適切に選定す

ることを可能にしたものである。 
 
港湾・河川共同で対策を検討した事例 

■港湾・河川共同で対策を検討した事例 

・ 河川から港湾への連続した汚染箇所が、大阪港内湾部、神崎川水域および大阪市内河

川等で確認されている。 

 

・ 大阪府および大阪市は、平成 14 年 7 月に「河川および港湾の底質浄化対策検討委員

会」を設置し、河川および港湾区域での、ダイオキシン類により汚染された底質の浄

化対策について審議している。 

 

・ 委員会では平成 16 年 2 月に「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル（案）」をと

りまとめた。 

 

・ マニュアルでは、大阪府および大阪市における河川・港湾の底質汚染状況をふまえ、

工事中の環境対策、基本的事項および考え方について整理している。 

 
【解説】 
 

港湾・河川共同で対策を検討した事例としては、大阪港内湾部、神崎川水域および大阪市内河

川等がある。これらの港湾・河川では、委員会での審議を通して汚染状況の実態把握、底質の浄化

対策および当該箇所での対策マニュアルを作成し基本的事項を整理している。 
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(2)対策に係る基本的考え方 

■ 対策に係る基本的考え方 

・ 直接的、間接的に底質からダイオキシン類を摂取する経路を遮断することを対策の基

本とする。 

 

■ 経路を遮断する方法 

・ 底質からダイオキシン類を摂取する経路を遮断するための対策としては、 

 ①浚渫・掘削除去 

 ②原位置における覆砂・固化処理  がある。 

 

 
【解説】 
 
 底質中のダイオキシン類については、生物濃縮による魚への取り込み、水への巻き上げおよび溶

出が考えられる。底質濃度が低減されれば、魚介類ダイオキシン類濃度の低減や水への汚染の低

減が期待できる。よって、港湾指針および河川マニュアルは、ともに直接的、間接的を問わずダイオ

キシン類を摂取する経路を遮断することを対策に係る基本的考え方とする。 
 経路を遮断する方法・対策としては、「浚渫・掘削除去」および「原位置における覆砂・固化処理」が

あげられる。 
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(3)-1 対策の基本的な流れ 

■ 底質ダイオキシン類対策の基本的な流れ 

 

汚染底質
（環境基準150pg-TEQ/g超）

対策の選定
（浚渫・掘削除去/原位置処理）

浚渫・掘削除去
原位置における
覆砂、固化処理

濃度レベルに応じた処理・処分 継続的モニタリング

 
図-2 底質ダイオキシン類対策の基本的な流れ 

 
【解説】 
 

底質ダイオキシン類対策の基本的な流れの第一段階は、環境基準値である 150pg-TEQ/g を超

える汚染底質の把握にある。汚染範囲の把握、発生源の特定を行った後、水域の特性（流況、潮汐、

水深、利用状況、周辺の構造物の状況等）から、「浚渫・掘削除去」又は「原位置処理」のいずれか

の対策を汚染箇所ごとに選定することとなる。 
なお、原位置における覆砂、固化処理を選定した場合、汚染原因を特定し流入を遮断しなければ

堆積が継続するおそれがあること、また、固化した底質や覆砂からダイオキシン類が溶出する恐れが

あることから、継続的モニタリングによって再堆積や溶出の検討が重要となる。 
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(3)-2 対策選定の考え方 

■ 対策選定の考え方（港湾・河川） 

・ 各対策の有効性は、流れや底質の安定性、水深などの自然特性や水域の利用状況など

によって異なる。 

 

・ リスクの低減効果、対策による二次汚染のリスク、施工の難易度、経済性などを比較

検討の上、水域の特性に応じ、採用条件を満たす対策を選定する。 

 

・ 底泥が移動しやすい水域、飲用水目的の取水利用の可能性が考えられる水域などで

は、第一に掘削除去処理を選定することを検討し、構造物等の安定を損なう場合等、

掘削除去の実施が難しい場合には、暫定的に原位置処理を選定することを検討する必

要がある。 

 

・ 底泥が移動しやすい水域、飲用水目的の取水利用の可能性が考えられる水域における

底質ダイオキシン類対策の流れは以下に示すとおりである。 

汚染底質

（環境基準 150 pg- TEQ/g 超）

浚渫・掘削が

可能か？

※モニタリングが必要

不可

浚渫・掘削

（恒久的な対策）

原位置固化処理、覆砂

（暫定的な対策）

可

補助的な工法の
活用を検討

 
図-3 底泥が移動しやすい水域等における底質ダイオキシン類対策の流れ 

 
【解説】 
 

対策選定の考え方においては、水域の特性（流況、潮汐、水深、利用状況、周辺の構造物の状

況等）および底質の安定性を把握した上で検討を行う必要がある。その際、施工の難易度・経済性

などの比較検討を行う。 
水域の流速が著しく早く底泥が移動しやすい場合、周辺の水利用の状況から飲用水として

取水されている場合には、恒久的な対策手法である掘削除去処理によって対処する方法を優

先的に検討する。このような場所での原位置固化処理・覆砂処理は暫定的な対策であり、モ

ニタリングを継続して実施し再堆積、溶出等の把握を行わなければならない。 
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(3)-3 原位置における覆砂・固化処理の考え方 

■ 原位置における覆砂・固化処理の考え方 

・ 原位置における覆砂・固化処理は、現地の底質を用いた室内試験や試験施工などによ

って事前に対策効果を検討した上で、選定する必要がある。 

 

・ 原位置における覆砂・固化処理を対策として選定した場合は、モニタリングを継続す

る必要があり、モニタリングによって十分な効果が確認されない場合は、浚渫・掘削

除去などの他の対策を実施する必要がある。 

 

・ 現状で浚渫・掘削除去を行うことができない水域においては、段階的対策として実施

することも検討する。（段階的対策検討の例：第一段階として覆砂などを早期に実施

し、モニタリングを継続しながら浚渫・掘削除去や分解無害化等の実施方法、時期な

どを検討する。） 

 

 
【解説】 
 

原位置における覆砂・固化処理を検討する場合には、現地の底質を用いて室内試験や試験施工

を行い、事前に対策効果を検討した上で実施する必要がある。 
原位置における覆砂・固化処理を選定した場合には、再堆積や溶出量等のモニタリングを継続す

る必要がある。 
モニタリングによって十分な効果が確認されない場合には、浚渫・掘削除去などの恒久対策を実

施する必要がある。 
なお、構造物の状況、経済性、最終処分等の観点から現状において浚渫・掘削除去を行うことが

できない水域においては、暫定的な対策として原位置における覆砂・固化処理を検討する。 
この場合には、第一段階として原位置における覆砂・固化処理を早期に実施して、モニタリングを

継続しながら浚渫・掘削除去や分解無害化等の実施方法、時期などを検討する方法等があげられ

る。 
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(4)最終処分 

■最終処分法の選定フロー 
最終処分方法の選定

含有濃度は?
ただし、3,000pg-TEQ/g以下の

分解無害化処理を妨げるもので
はない。

原則、分解無害化処理注1）

3,000pg-TEQ/g超

埋立てる区画を明
確に管理し、一時
保管する。注2）

NO

海面埋立処分か
陸上処分か

YES

分解無害化
処理を実施

含有濃度は？
含有・溶出濃度は?

溶出濃度が10pg-TEQ/L超の場合は、極
力、分解無害化処理を優先する。注5）

陸上処分 注4)

土質材料
として利用

周辺地域へのダイオキ
シン類の飛散や流出を
防止する措置を講じた
場所に埋立処分、また
はリスク管理下での土
質材料としての利用 注6)

周辺地域へのダイオキ
シン類の飛散、流出、浸
出の防止その他必要な
措置を講じ埋立処分

1,000pg-TEQ/g超1,000pg-TEQ/g
以下

150pg-TEQ/g
以下

海面埋立処分 注3)

海防令第5条第2項型に
埋立処分

海防令第5条第1項第
1号型に埋立処分（ただ
し、十分な環境汚染防
止効果を有する措置を
確保する）

または、海防令第5条第
1項第2号型に埋立処分

土質材料
として利用

150pg-TEQ/g以下かつ
10pg-TEQ/L以下

10pg-TEQ/L超150pg-TEQ/g超かつ
10pg-TEQ/L以下

図-4 最終処分の選定フロー 

 
【解説】 
注 1)「原則、分解無害化処理」について 

環境省から通知された「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針（平成 15 年 9 月 26 日 環

地保発第 030926003 号、環水管発第 030926001 号）」（以下、「環境省指針」という。）の第 3.(2)ｱ.に『ダイ

オキシン類を含有する水底土砂についても、含有濃度が 3000pg-TEQ/g を超える場合においては、原則とし

て無害化処理をするものとする。』と記載されている。 

 

注 2)「埋立てる区画を明確に管理し一時保管する」について 

点線表示は、上記通知を踏まえ、分解無害化を適用できない場合は、埋立てる区画を明確に管理して一時

保管することが可能であることを示す。ただし、最終的には、技術の動向、経済性等を踏まえ、分解無害化を

実施するものとする。 

 

注 3)「海面埋立処分」について 

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」 （昭和 45 年 12 月 25 日法律第 136 号）（以下、「海防

法」という。）が適用される処分を行う場合をいう。 
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注 4)「陸上処分」について 

海防法が適用されない処分を行う場合をいう。 

 

注 5)「溶出濃度が 10pg-TEQ/L 超の場合は、極力、分解無害化処理を優先する」について 

平成 15 年 10 月 1 日から海防法上の措置により、埋立場所等に投入する水底土砂の判定基準にダイオキ

シン類に係る判定基準（10pg-TEQ/L 以下）が追加された。この措置を踏まえ、環境省指針第 3.(2)ｱ.におい

て『溶出濃度が 10pg-TEQ/L を超える水底土砂については、上述の海防法上の措置により、「埋立場所 3」へ

の埋立が認められることとなるが、極力、無害化処理を優先させていくものとする。』と記載されている。埋立場

所 3.とは、廃棄物および海水が海洋に流出し、又は流出しないよう護岸、外周仕切施設等を設けることにより、

当該埋立場所以外の海域と遮断されていること。余水吐きから流出する海水は、環境省令で定める基準に適

合していること（海防法施行令第 5 条第 2 項）。 

 

注 6)「リスク管理下での土質材料として利用」について 

「河川マニュアル」に記載されている土質材料としての利用の処分法の内容と適合条件は表-2 に示すとおり

である。 

表-2  土質材料としての利用の処分法の内容と適合条件 

処分法の内容 適合条件 

土質材料とし

ての利用 
150pg-TEQ/g
～ 1,000pg-
TEQ/g 

・ 浸出水が 1pg-TEQ/L 以下であるこ

と。浸出水が 1pg-TEQ/L を超える

恐れがある場合には、固化処理によ

り 1pg-TEQ/L 以下にすることが前

提となる。 
・ 公共用地での利用（表面露出無し） 
・ 築堤土・道路等埋め戻し材 
・ 袋詰め工法 

①土壌の環境基準値 
1,000pg-TEQ/g 以下であること。 
②除去底質が表面に露出しないこと

を条件として、築堤土、道路等埋め戻

し材、構造物の裏込材等への有効利

用が可能 
 

 
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境

基準について」（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示６８号）において、『土壌中のダイオキシン類の量が

250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施すること』と記載されている。このため、250pg-TEQ/g 以

上の濃度の底質を土質材料として利用する場合には、土地の所有者、管理者、当該地域の都道府県、政令

市等へ通知の上、利用するものとする。 

なお、土質材料としての利用できる場所は、原則として地下水面以上のレベルとするが、港湾内の埋立地の

ように地下水が飲用のための利水の対象とならないような場所では、地下水面以下のレベルにおいても土質

材料として利用できるものとする。 

 

注 7)その他 

本フローは現在の知見および技術を基に作成しているため、技術水準の向上、関係法令の改正等に応じて

見直しを行う。 
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(5)-1 分解無害化処理 

■ 分解無害化処理の適用（港湾・河川） 

・ 3,000pg-TEQ/g 超：原則として、分解無害化処理した後、濃度レベルに応じた最終処分

を行う。分解無害化処理を適用できない場合は、周辺へのダイオキシン類の流出、浸

出、飛散の防止その他必要な措置を講じた場所に一時保管し、技術の動向、経済性等

を踏まえ、分解無害化処理を実施する。 

 

・ 3,000pg-TEQ/g 以下：濃度レベル、処分方法等に応じて、分解無害化処理の実施を検討

する。 

 

・ 海面埋立処分の場合は、溶出濃度 10pg-TEQ/L を超える底質については、極力、分解無

害化処理を優先させていくものとする。 

 

 
【解説】 
 

汚染底質のダイオキシン類濃度が 3,000pg-TEQ/g を超える場合には、原則として、分解無害化

処理を実施した後、濃度レベルに応じた最終処分を行うものとする。 
分解無害化処理を適用できない場合には、周辺へのダイオキシン類の流出、浸出、飛散の

防止その他必要な措置を講じた場所に一時保管し、技術の動向、経済性等を踏まえ、分解無

害化処理を実施することとする。 

なお、汚染底質のダイオキシン類濃度が 3,000pg-TEQ/g 以下の場合には、濃度レベルに応じて

最終処分を行うこととなるが、分解無害化処理を妨げるものではない。 
なお、海面埋立処分の場合には、事前に溶出試験を実施し、その結果溶出濃度 10pg-TEQ/L を

超える底質については、海域におけるダイオキシン類の拡散を防止する観点から、極力、分解無害

化処理を優先させていくものとする。 
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(5)-2 分解無害化処理 

■ 分解無害化処理技術の適用（港湾・河川） 

・ 分解無害化処理技術の評価結果は特定の底質を用いた結果であるため、実際の底質に

適用する際には、個々の底質の性質に応じた検討を行う必要がある。 

 

・ 実際に分解無害化処理技術を選定する場合には、学識経験者の意見を踏まえながら選

定基準を設定して実用化試験を行い、処理する底質の性状に応じた評価等から対策技

術を選定しなければならない。 

 

対策工法の選定基準の検討

実用化試験の実施･評価

試験結果の評価

学識経験者の意見

技術の選定

対策実施

 
図-5 分解無害化処理技術選定のフロー 

 

 
【解説】 
 

底質の分解無害化処理を整理した資料としては、国土交通省北陸地方整備局、国土交通省河川

局河川環境課がとりまとめたものがある。 
・ 「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」 

（平成 17 年 3 月、国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾空港技術調査事務所） 
・ 「底質のダイオキシン類対策技術資料集」 

（平成 19 年 3 月、国土交通省河川局 河川環境課） 
上記の分解無害化処理技術の評価結果は、特定の底質を用いた結果であるため、実際の底質

に適用する際には、個々の底質の性質に応じた検討を行う必要がある。この検討においては、学識

経験者の意見を踏まえながら選定基準を設定して実用化試験を行い、処理する底質の性状に応じ

た評価等から対策技術を選定しなければならない。 
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平均値
平均値＋2σ平均値-2σ

変動幅

(6)-1 モニタリングにおける監視基準 

■ モニタリングにおける監視基準 

・ 基本監視点の監視基準値は原則として水質のダイオキシン類環境基準値とするが、工

事着手前において既に環境基準値を超えている水域などについては、現状水質を悪化

させないこととする。 

 

・ ただし、監視基準の設定方法については、一義的に決められるものではないため、学

識経験者等の意見を踏まえながら、施工区域の状況に応じた監視基準を設定する。 

 

・ 「現状水質を悪化させないこと」(河川マニュアルの設定例) 

・工事水域上流に設けるバックグラウンド地点での水質事前調査結果から、濁度と

水質ダイオキシン類濃度との関係を確認し、自然状態における濁度の変動幅を考

慮したものを、基本監視点における監視基準とする。 

・モニタリングのための事前調査結果から、標準偏差の 2 倍（±2σ）を対策実施中

の変動幅とする。 

 
【解説】 
 

基本監視点の監視基準値は、原則として水質のダイオキシン類環境基準値とする。 
しかし、工事着手前において実施するモニタリングのための事前調査（水質）の結果、既

にダイオキシン類に係る水質の環境基準値を超えている水域などについては、現状水質を悪

化させないこととする。 

これらの、監視基準の設定方法については、水域の特性（流況、潮汐、水深、利用状況、周辺の

構造物の状況等）や底質の安定性・性質などが異なり、一義的に決められるものではないため、学

識経験者等の意見を踏まえながら、施工区域の状況に応じた監視基準を設定することが望ましい。 
河川マニュアルでは、「現状水質を悪化させな

いこと」の設定例として、モニタリングのための事

前水質調査結果（バックグラウンド地点）から、標

準偏差の 2 倍（±2σ）を対策実施中の変動幅と

することを示しており、工事水域上流に設けるバ

ックグラウンド地点での水質事前調査結果から、

濁度と水質ダイオキシン類濃度との関係を確認し、

自然状態における濁度の変動幅を考慮したもの

を、基本監視点における監視基準とするものであ

る。 
 

図-6 濁度の変動幅と平均値および±2σの関係 
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(6)-2 モニタリング（固化品質の確認） 

■汚染底質のセメント固化物の振とう溶出試験方法について 

・ 従来の分析法（海防法の規定を準用）に加え、固化物の環境中での状態により近い溶

出試験方法（JIS 等）を併用する。 

 

●従来の分析法 

・ 海防法施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所に排出しようとする廃棄物に含まれる

金属等の検定方法（昭和 48 年 2 月 17 日、環境庁告示第 14 号 第 4） 

 

○今後の分析法（例） 

・JIS K 0058-1：2005 スラグ類の化学物質試験方法 

            第 1 部：溶出量試験方法 

→今後、両者のデータの蓄積を進める。 

 

 
【解説】 
 

原位置において固化処理を行った際には、溶出試験を行うとともにモニタリングを継続することが

必要である。 
今後、従来の分析法（海防法の規定を準用）である振とう溶出試験に加え、固化物の環境中での

状態により近い溶出試験方法（JIS 等）を併用することが考えられる。このため、固化試料を用いて、

従来の分析方法とスラグ類の化学物質試験方法による溶出試験を比較しデータの蓄積を踏まえて、

港湾指針および河川マニュアルへの反映を検討する。 
参考として図-7 に横十間川における固化試料の一軸圧縮強さと従来の振とう溶出試験法で求め

たダイオキシン類溶出濃度の関係を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 一軸圧縮強さとダイオキシン類溶出濃度の関係（横十間川） 
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(7) 簡易測定法 

■ 簡易測定法 

・ 環境省では、平成 18 年度から、簡易測定法のマニュアル策定に向け、簡易測定法に関

する技術評価と適用性の検討を開始している。 

 

・ 環境省による簡易測定法のマニュアル策定の検討状況に合わせ、簡易測定法の適用に

関する港湾・河川共通の方針を検討する。 

 

 
【解説】 
 

国土交通省河川局河川環境課においては、「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニ

ュアル（案）」（平成 16 年 7 月）、およびこの内容に基づいて、河川マニュアルにおいて簡易測定に

ついて詳述している。 
また、環境省では、平成 18 年度から簡易測定法のマニュアル策定に向け、簡易測定法に関する

技術評価と適用性の検討を開始している。 
よって、環境省のマニュアル策定後にその内容を検討し、簡易測定法の適用に関する港

湾・河川共通の方針を検討する。 
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用語の統一 

港湾指針 河川マニュアル 統一案 

浚渫・掘削除去 掘削除去 浚渫・掘削除去 

覆砂、原位置固化 原位置における覆砂、固化処理 原位置における覆砂、固化処理

底質調査 事前調査 底質調査 

モニタリングのための事前調査 対策実施前の水質調査 モニタリングのための事前調査

工事中のモニタリング 対策実施中の調査 工事中のモニタリング 

工事完了後のモニタリング 対策実施後の調査 工事完了後のモニタリング 

簡易分析 簡易測定 簡易測定 

 
技術指針、技術マニュアルの URL 

・ 「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針（改訂版）」 

平成 15 年 12 月 国土交通省港湾局 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/1syo.pdf 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/2syo.pdf 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/3syo.pdf 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/4syo.pdf 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/5syo.pdf 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/6syo.pdf 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/031218DXNGidline/ReferenceMaterials.pdf 

・ 「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」 

平成 17 年 3月 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾空港技術調査事務所 

http://www.gicho.pa.hrr.mlit.go.jp/gyomu/gijutsu/img/databook.pdf 

・ 「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル（案）」 

平成 16 年 7月 国土交通省河川局河川環境課 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/05/050716_2/01.pdf 

・ 「ダイオキシン類調査における品質管理マニュアル（案）」 

平成 16 年 7月 国土交通省河川局河川環境課 

http://www.mlit.go.jp/river/press/200501_06/050330-2/pdf/050330-2manual.pdf 

・ 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類常時監視マニュアル（案）」 

平成 17 年 3月 国土交通省河川局河川環境課 

http://www.mlit.go.jp/river/press/200501_06/050330-3/pdf/050330-3manual1.pdf 

・ 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」 

平成 17 年 3月 国土交通省河川局河川環境課 

http://www.mlit.go.jp/river/press/200501_06/050330-3/pdf/050330-3manual2.pdf 

・ 「底質のダイオキシン類対策技術資料集」 

平成 19 年 3月 国土交通省河川局河川環境課 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/05/050413/02.pdf 
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底質ダイオキシン類対策の基本的考え方 

 

【参考資料】 

 
 
 
 

 
 
1. 港湾管理者および河川管理者へのアンケート・ヒアリング結果の概要 
 
2. 原位置における覆砂・固化処理に係る検討 
 
3. 分解無害化処理に係る検討 
 
4. モニタリングに係る検討 
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1. 港湾管理者および河川管理者へのアンケート・ヒアリング結果の概要 

底質ダイオキシン類の環境基準の超過が確認された 10 港湾および 22 河川について、汚染

の状況および対策の状況等を把握するために、各地方整備局（北海道開発局を含む。以下同。）、

自治体（港湾管理者、河川管理者）を対象にアンケート調査を行い、その結果を以下にとりまとめ

た。 
 
(1) 汚染の状況 

底質ダイオキシン類汚染の状況を図-8 に示す。港湾における汚染量をみると、100 万 m3超が

一港湾、数十万 m3程度が四港湾、数万 m3程度が一港湾、数千 m3程度が二港湾であった。 
河川における汚染量をみると、100 万 m3超が一河川、数十万 m3程度が三河川、数万 m3程

度が四河川、千 m3以下が二河川であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

注) 1 未確定の数字を含む。 
    2 汚染面積・土量には環境基準以下の面積・土量を含む場合がある。 

  3 継続調査の結果、汚染が見られない河川・港湾については記載を省略した。 

 
図-8 底質ダイオキシン類汚染の状況（上：汚染面積、下：汚染土量） 

0

1

2

3

4

5

6

7

x
≦
1

1
＜

x≦
10

1
0＜

x
≦

1
00

1
00

＜
x

汚染面積（ha）

港
湾

・
河
川

数

港湾

河川

0

1

2

3

4

5

x
≦

10

1
0＜

x≦
10
0

10
0＜

x≦
1
,0

00

1,
00

0
＜

x

汚染土量（千m
3
）

港
湾

・
河

川
数

港湾

河川



 112

(2) 港湾管理者へのアンケート・ヒアリング結果の概要 

港湾管理者へのアンケート結果の概要を整理して表-3 に示す。 
 

表-3 アンケート結果の概要（港湾） 

処理・処分方法の選定有無 
工法選定の有無 

中間処理 最終処分 

モニタリング手法

の選定有無 

港湾名 
掘
削
・
除
去 

覆
砂 

原
位
置
固
化 

分
級 

脱
水 

固
化 

分
解
無
害
化 

海
面
埋
立
処
分 

陸
上
処
分 

土
質
材
料
と
し
て

の
利
用 

港
湾
指
針 

対
策
水
域
ご
と
の

マ
ニ
ュ
ア
ル 

河
川
マ
ニ
ュ
ア
ル 

簡
易
測
定
法
の 

実
施
の
有
無 

A                   ○ 
B                     
C ○     ○ ○     ○ ○      
D                     
E                     
F                     
G ○     ○ ○   ○     ○    
H ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○  ○ 
I ○     ○ ○    ○  ○      
J ○          ○  ○    ○ 
計 5 0 0 4 4 1 1 1 3 2 3 2 0 3 

注）○は選定した工法等を示す。 

 

(a) 対策工法選定の考え方 
対策工法については、10 港湾中 5 港湾で「選定済」、5 港湾で「未選定」の状況であった。

選定済の港湾において選定している対策内容は、いずれも「掘削・除去」であった。「覆砂」およ

び「原位置固化」については、護岸構造上やむを得ない場合に固化処理、覆砂、置換およびこ

れらの組合せ工法を選定するとしている事例はあったものの、第一に選定している事例は無か

った。 
覆砂および原位置固化を選定しない理由としては、いずれも計画水深が確保できないため

選定しない事例の他、対策の確実性が確保できないことから選定しない事例があった。覆砂お

よび原位置固化に係る課題としては、原位置工法の効果が不明確であることや、覆砂の適用

可能な汚染レベルが不明であること等があげられた。 
未選定の港湾で、選定が進んでいない理由としては、汚染底質が大量であり、処分先を考え

ると、掘削・除去工法のみの選定は非現実的であるとした上で、原位置工法は技術的課題が多

いために選定ができない等があげられた。 
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(b) 最終処分等の考え方 

最終処分方法等については、10 港湾中 5 港湾で「選定済」、5 港湾で「未選定」の状況であ

った。分解無害化については、費用が高いため選定しない事例が多くあった。最終処分方法

のうち、海面埋立処分、陸上処分、土質材料としての利用については、共通して場の確保が難

しいことが非選定理由としてあげられた。 
未選定の港湾で、選定が進んでいない理由としては、処分場や土質材料としての利用先が

確保できないという理由が多くあげられた。また、地元住民の反対が大きく、合意形成上の問題

があるという事例もあった。また、安全性や経済性について検討できる事例が少ないために検

討が進まないという事例もあった。 
 

(c) モニタリングの現状と課題 
監視基準の設定状況については、10 港湾中 5 港湾で「選定済」、5 港湾で「未選定」の状況

であった。選定済の港湾においては、港湾指針に準拠して設定する事例の他、対策を実施す

る港湾独自に作成した指針に基づき設定する事例もあった。 
未選定の港湾には、汚染区域の水質が環境基準を上回っていることから、河川マニュアルに

準拠することを検討している事例があった。 
 

(d) 簡易測定法の現状と課題 
簡易測定法の適用性については、10 港湾中 3 港湾で「併用済（検討済）」、7 港湾で「未併

用（未検討）」の状況であった。併用済（検討済）の港湾においては、中間処理後の濃度チェッ

クのためや、汚染範囲の概略調査で併用した事例があった。また、併用を検討した結果、公定

法と比較してバラツキがでたため参考値として扱っているという事例もあった。 
未併用（未検討）の港湾においては、バラツキがあるために併用しないという事例や、汚染範

囲が狭いため、併用する必要性が無いという事例があった。 
 



 114

(3) 河川管理者へのアンケート・ヒアリング結果の概要 

河川管理者へのアンケート結果の概要を整理して表-4 に示す。 
 

表-4 アンケート結果の概要（河川） 

対策の選定の有無 
最終処分

方法等 
監視基準の設定 簡易測定 

選定 

河川名 
掘
削
除
去 

覆
砂 

覆
砂
＋ 

掘
削
除
去 

原
位
置
固
化 

未
選
定 

河
川
マ
ニ
ュ
ア
ル 

対
策
河
川
ご
と
の

マ
ニ
ュ
ア
ル 

未
選
定
・
未
検
討 

併
用 

未
併
用 

A       ○ ○ ○     ○  

B       ○ ○ ○     ○  

C     (○)              

D         ○     ○   ○ 
E                    

F         ○     ○   ○ 
G         ○     ○   ○ 
H         ○     ○   ○ 
I         ○   ○     ○ 
J         ○     ○   ○ 
K         ○     ○   ○ 
L         ○     ○   ○ 
M         ○   ○     ○ 
N     ○   ○   ○     ○ 
O         ○   ○     ○ 
P         ○   ○     ○ 
Q         ○     ○   ○ 
R         ○   ○     ○ 
S         ○   ○     ○ 
T ○ ○   ○     ○     ○ 
U                   ○ 
V                   ○ 
計 1 1 2 3 17 2 8 8 2 18 

注）1.○は選定・未選定した工法等を示す。 

  2.河川「C、E」については、アンケートの回答を得られていない。 

3.河川「C」の「覆砂＋掘削除去」については、対策の実態から判断して（○）印を記した。 
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(a) 対策工法選定の考え方 
対策工法については、22 河川中 5 河川で「選定済」、17 河川で「未選定」の状況であった。 
選定済の河川（5 河川）において選定している対策内容は、「掘削・除去」、「覆砂」、「原位置

固化」および「覆砂、原位置固化」と多岐にわたっていたが、「分解無害化」は見られなかった。 
掘削・除去の選定理由としては、他計画との調整によって浚渫計画が位置づけられている事

例等があった。 
覆砂および原位置固化を選定した理由としては、脱水固化した底質を埋め戻すため

に選定した事例や、将来的にさらに河床を掘削する可能性があることから選定した事

例の他、原位置でダイオキシン類を封じ込めることができる等の理由から選定した事

例があった。 

 
(b) 最終処分等の考え方 

最終処分方法等については、22 河川中 17 河川で「未選定」の状況であった。「選定済」の

河川はなかった。なお、5 河川については未回答であった。 
未選定の河川で、選定が進んでいない理由としては、汚染範囲確定段階であり検討に至っ

ていない、1,000pg-TEQ/g 以下の対策について特に課題はない、産業廃棄物で処理した場

合の費用が膨大、という理由が多くあげられた。 
 

(c) モニタリングの現状と課題 
監視基準の設定状況については、22 河川中 10 河川で「選定済」、8 河川で「未選定」の状

況であった。なお、4 河川については未回答であった。 
選定済の河川においては、河川マニュアルに準拠して設定する事例（2 河川）の他、対策を

実施する河川ごとに作成したマニュアルに基づき設定するもの（8 河川）もあった。 
 

(d) 簡易測定法の現状と課題 
簡易測定法の適用性については、22 河川中 2 河川で「併用済（検討済）」、18 河川で「未併

用（未検討）」の状況であった。なお、2 河川については未回答であった。 
併用済（検討済）の河川においては、分析費の縮減、工期短縮のために併用した事例があ

った。また、公定法を主体としつつ、簡易法を参考値として扱っている事例もあった。 
未併用（未検討）の河川においては、バラツキがあるために併用しないという事例や、汚染範

囲が狭いため、併用する必要性が無いという事例があった。 
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2. 原位置における覆砂・固化処理に係る検討 

2.1 港湾局における検討 
 港湾底質ダイオキシン類対策を検討する際の基礎情報を得るため、覆砂効果検証実験を実施

して、覆砂材による効果の違い等を検証するとともに、底質の粒径によってダイオキシン類濃度や

吸・脱着特性が異なることが考えられるため、粒度別ダイオキシン類濃度に関する検討を行った。 
 
(1) 覆砂実験の概要 

高濃度で汚染された海域の底泥を採取し、室内実験にて覆砂層の厚さおよび覆砂材の種類を

変化させて、直上水への溶出濃度を測定し、覆砂による溶出抑制効果を検証した。現場での覆

砂層の厚さは通常 50cm 程度以上であるが、2 ヶ月程度で効果の違いが現れるように、覆砂層を

1cm～5cm に変化させ、直上水への溶出濃度を測定した。覆砂実験の模式図を図-9 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）覆砂材には「購入砂」、底質採取場所周辺の「河口土」および両者を 1：1 で混合した「混合土」の 3 種を

用いた。 

図-9 覆砂実験の模式図 

 
(2) 覆砂実験結果 

 覆砂実験結果を表-5 に示す。覆砂実験結果から、以下のようなことが確認できた。 
 
①覆砂は、ダイオキシン類含有汚泥のダイオキシン溶出を抑制する効果を有する。 
②覆砂厚について、厚い場合のほうが薄い場合よりもダイオキシン溶出の抑制効果が大きい。

③覆砂材について、有機物を多く含む場合のほうが少ない場合よりもダイオキシン溶出の抑

制効果が大きい。 
 

底泥層

覆砂層

上水層

φ=200mm 

底泥層 
100mm 

上水層 
300mm 

覆砂層 
0～50mm 

【上水層】 
底泥からのダイオキシン類の溶出状況を 1
ヶ月後、2 ヵ月後において測定 

【覆砂層】 
厚さ、種類を変えて比較 

【底泥層】 
ダイオキシン類に汚染された海域の底泥を

採取 
（ダイオキシン類濃度：6,000pg-TEQ/g） 
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 しかし、今回の実験は、 
   １ 短期間で行ったこと（実験開始後 2 ヶ月目のデータしか採れていないこと） 
   ２ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 
   
という制約条件のもとで行われた結果である。 
このため、覆砂の定性的な効果は確認できたと考えられるが、定量的な効果の確認は今後の

データ蓄積を踏まえ行うことが必要である。現場での適用にあたっては、現地の底質を用いた室

内実験や試験施工などを行い、覆砂の効果を事前に検証する必要がある。 
また、覆砂実験においては、初期値を得る目的で測定したカラムセット後 3 日目の測定値（水

質のダイオキシン濃度）と 1 ヶ月目、2 ヶ月目の測定値との関係をみると、1 ヶ月目、2 ヶ月目の値

に比べて 3 日目の濃度が高い。この原因として、3 日目の測定では、巻き上がった微粒子を含め

てダイオキシン濃度を測定した可能性が考えられる。さらに、底泥＋河口土（1cm）の 2 ヶ月目に

おいては、上水中のダイオキシン類濃度が 1.3pg-TEQ/L であり、他と比較しても異常に高い濃度

である結果がみられ、検討対象から除外している。この原因としては、微粒子の混入により濃度が

高くなったものと考えられる。 
 

表-5 上水層のダイオキシン類分析結果（1ヶ月後、2ヵ月後） 

ダイオキシン類 
番号 実験ケース 3 日目 

(pg-TEQ/L) 
1 ヶ月目 

(pg-TEQ/L) 
2 ヶ月目 

(pg-TEQ/L) 

① 底泥のみ － 0.52 0.59 

② 覆砂材のみ(河口土 1cm) － 0.0019 0.0026 

③ 覆砂材のみ(混合土 1cm) － 0.0022 0.00044 

④ 底泥＋購入砂(1cm) 4.4 0.38 0.24 

⑤ 底泥＋購入砂(3cm) － 0.047 0.021 

⑥ 底泥＋購入砂(5cm) － 0.052 0.012 

⑦ 底泥＋河口土(1cm) 2.5 0.19 1.3 

⑧ 底泥＋混合土(1cm) 2.7 0.28 0.099 

※「－」は分析を実施していないことを示す。 

 
【実験に用いた底質、覆砂材の基本性状】 

覆砂材 
項目 単位 底泥 

購入砂 河口土 混合土 

粗砂(0.85～2mm) (%) 0 0 0 0

中砂(0.25～0.85mm) (%) 1 99 0 36

細砂(75～250μm) (%) 18 1 30 28

シルト(5～75μm) (%) 31 0 49 22

粒
度
組
成 

粘土(5μm 未満) (%) 50 0 21 14

TOC (mg/ｇ) 23.8 N.D. 13.5 7.7

強熱減量 (%) 8.9 0.3 6 3.3

ダイオキシン類含有濃度 pg-TEQ/g-dry 6,000 0.051 6.3 3.3
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(3) 底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討 

ダイオキシン類は粒径の細かいシルト・粘土質に多く吸着していると考えられる。また、粒径によ

って土粒子からの脱着特性が異なり、含有濃度と溶出濃度では、粒径別の濃度分布が異なること

が考えられる。粒径別のダイオキシン類の情報は、対策工事における濁りの影響を検討する際に

必須であることから、高濃度汚染海域の底泥を採取し、粒径別濃度を測定した。 
ふるい分けおよび懸濁後静置沈降により、砂分（2mm～75μm）、シルト・粘土分（75μm 未

満）、粘土分（5μ未満）に分画し、粒径別ダイオキシン類濃度（含有濃度および溶出濃度）を測定

した。ダイオキシン類の溶出試験は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五

条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（平成

15 年改訂）に定める検定方法に準拠した。なお、懸濁液のろ過に用いるフィルターは、懸濁態と

溶存態をより明確に区分するため、粒子の補足率がよい孔径 0.7μm のグラスファイバーろ紙を

使用した。 
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(4) 底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討結果 

 底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討結果を表-6 に示す。実験結果から、以下のようなこと

が確認できた。なお、粘土分のみの溶出濃度は、微粒子等の混入により非常に濃度が高い結果

となったと考えられ、データの蓄積により検討を行うことが重要である(注)。 
  

①粒径別のダイオキシン類含有濃度は、粘土分（5μ未満）が最も高く、次いでシルト・粘土

分（75μm 未満）が高く、砂分（2mm～75μm）はさらに低い濃度であった。 
②ダイオキシン類溶出濃度は、砂分で高く、シルト・粘土分で低い濃度であった。 
 含有濃度が砂分で低くシルト・粘土分で高いことから、砂分はシルト・粘土分に比べると、含

有濃度に対する溶出濃度の比が高くなる結果となった。 
 
しかし、今回の実験は、 
   １ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 
   ２ 粘土分の溶出試験については、微粒子が混入することで、濃度が高くなるおそれがあ

る。 
   
という制約条件及び実験上の特性を踏まえて行われた結果である。 
このため、今後のデータ蓄積を踏まえ検証する必要がある。 
 

表-6(1) 粒径別ダイオキシン類（含有濃度） （pg-TEQ/g-dry） 

粒径区分 底質１ 底質 2 

砂分（2mm～75μm） 910 110 

シルト・粘土分(75μm 未満) 7,900 1,100 

粘土分(5μm 未満) 15,000 1,900 

 

表-6(2) 粒径別ダイオキシン類（溶出濃度） （pg-TEQ/L） 

粒径区分 底質１ 底質 2 

砂分（2mm～75μm） 46 6.2 

シルト・粘土分(75μm 未満) 15 1.0 

 
(注) 粘土分(5μm 未満)の溶出濃度試験結果について 

粘土分(5μm 未満)の溶出濃度は、底質 1 で 12,000pg-TEQ/L、底質 2 で 520pg-TEQ/L であった。

含有濃度に対する溶出濃度の比を粒径区分毎に求めると、砂分（0.051 及び 0.056）、シルト・粘土分

（0.001 及び 0.002）に対して、粘土分（0.274 及び 0.800）となり、粘土分について相対的にかなり高い

結果となった。その一つの要因として、粘土分の試料にはダイオキシン類を多く吸着した微細な粒子

又はコロイド状の粒子が多く存在し、これらが検液に混入したことが考えられる。 
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2.2 河川局における検討 

 
(1)横十間川における原位置固化処理実

証試験 

(a)概要 
原位置で固化処理してダイオキシ

ン類の溶出防止を行う対策工法は、

底質の性状（含水比、有機物含有量、

土粒子の性状等）、汚汚染濃度レベ

ルにより処理工法および固化処理剤

の添加量を変えるなどの対応が必要

である。よって右に示す流れで原位

置固化処理実証試験（以下、原位置

固化試験）を横十間川において行った。 

図-10 検討の流れ       

    

(b)経緯および対策の基本的考え方 
事前に溶出量 1pg-TEQ/L 以下とするための固化材の添加量の検討、および排水処理方

法の検討を室内試験によって行った。 

本実証試験においては、固化溶出や余水、排水に対する水質管理目標として、水質

環境基準値を目標値として設定した。 

 

表-7 実証試験目標値 

目 標 備 考 

固化溶出：1pg-TEQ/L 以下 環境基準（水質） 
余水、排水：1pg-TEQ/L 以下 環境基準（水質） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図-11 施工位置断面（括弧内は試験施工時の値） 

現地調査 資料収集

･ダイオキシン類対策技術
･周辺構造物､地質調査 　

試験施工の検討

･固化処理技術の検討
･汚濁防止対策の検討
･施工方法の検討 　

詳細設計

試験施工

施工データの整理・解析

本施工

施工データの整理・解析

室内試験

･固化処理方法の検討
･排水処理方法の検討
・濁度による監視方法の検討

モニタリング（施工後）

モニタリング（施工前）

モニタリング（施工中）

モニタリング（施工後）

モニタリング（施工中）

仮締切鋼矢板

1,000mm 10,000mm 

原位置固化処理
▽

1,000 ㎜   (500mm)
1,000 ㎜ 
(200mm) 護岸 

15,500m

（右岸） 
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(c)施工方法および結果 
工法は、仮締切によるドライ施工の表層混合処理工法を採用し、泥上車によるロー

タリー式攪拌工法によって施工した。 

・ 固化厚：1,000mm 

・ 使用固化材：高有機質土用セメント 

・ 使用固化材形態：粉体 

・ 固化材添加量：200kg/m3－底質 

 

試験施工の結果を踏まえて固化材添加量を 200kg/m3 に設定した結果を表-8 に示す。

固化完了時の施工区内の固化底質の振とう溶出量試験結果は、1pg-TEQ/L 以下であった。 

また、一軸圧縮強さについては、材齢 7 日で目標とした 100kN/m2 の強度を満足して

いた。このことから、固化材添加量を適切に設定し十分に攪拌を行えば、ダイオキシ

ン類溶出濃度を1pg-TEQ/L以下に設定出来ると考えられた。 

 

表-8 一軸圧縮強さおよびダイオキシン類溶出試験結果（本施工） 

材齢 

日 

添加量 

㎏/m3 
№ 

一軸圧縮強さ 

kN/m2 

ダイオキシン類 

pg-TEQ/L 

1 200 － 
2 182 0.13 

3 304 － 
7 200 

4 351 0.033 
1 286 － 

2 400 － 

3 716 － 
28 200 

4 866 － 
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3. 分解無害化処理に係る検討 

3.1 港湾局における検討 
国土交通省北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所では、平成 15～16 年度に底質

ダイオキシン類無害化処理実証実験を実施し、「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処

理技術データブック」（平成 17 年 3 月）としてとりまとめている。 
ただし、平成 15 年 8 月時点で実用可能な技術（応募条件：①実験装置の能力は概ね

20kg/hr、②現に実験装置を所有しているか平成 15 年 10 月初旬までに稼動できること等）につ

いて実証実験を行ったものであり、本書に整理されている実用化に向けては技術的課題や、スケ

ールアップにあたっての課題等に留意する必要がある。 
 
(1) 技術の選定 

対象とした技術は、民間企業が開発した底質ダイオキシン類の無害化処理技術を公募により

選定した。応募 39 技術を評価項目（「信頼性」「安全性」「経済性」「現地条件への適用性」「実

績」）により 25 技術を一定レベルにあると評価し、実験は 21 技術について実施した。（残り 4 技

術についてはスケジュールなどの理由により実験から除外） 
 

表-9 選定25技術 

分類 番号 技術名 
1 汚染底質の造粒加熱処理工法 
2 加熱焙焼法 

焼却(焼成)法 

3 ソイルクリーンシステム(ソックス工法) 
4 TPS＋ジオメルト 
5 超高温アーク熱分解工法 

溶融法 

6 テルミット式ダイオキシン類無害化処理システム 
7 TATT 工法 
8 ジオスチーム工法 
9 総合還元加熱法 
10 ゼオライト触媒とマイクロ波低温分解法 

低温還元熱分解
法 

11 MOTSOC－Sd(モトソック・エスディー) 
12 ダイオブレーカー 
13 二段低温加熱分解法 

酸化雰囲気低温
加熱法 

14 ハイクリーン DX 
15 BCD 法 
16 高圧脱水還元化学分解工法 
17 金属ナトリウムによる脱ハロゲン化技術 
18 NS－FM プロセス 

化学分解法 

19 乾式無害化システム 
20 ロール脱水洗浄無害化工法 
21 溶剤抽出法 
22 ダイオキシン類抽出除去工法 

溶媒抽出法 

23 CLEDIS 工法(溶媒抽出法) 
24 EDC－DX 注入ダイオキシン類無害化工法 バイオレメディエ

ーション 25 バイオクリーンコンポによるダイオキシン類分解工法 
出典：「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」 
   （平成 17 年 3 月、北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 
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(2) 技術の検証 

底質のダイオキシン類含有濃度の環境基準は 150pg-TEQ/g である。ただし、最終処分方法

によっては 1,000pg-TEQ/g と 3,000pg-TEQ/g での評価も有効であることから、この 3 つの濃度

レベルでの評価を行った。実証実験を行った 21 技術の達成度を表-10 に示す。淡水域の底質を

使用した無害化実験結果では、3,000pg-TEQ/g 以下に処理した技術は 20 技術、1,000pg-
TEQ/g 以下に処理した技術は 18 技術、150pg-TEQ/g 以下に処理した技術は 17 技術確認され

た。 
また、海域の底質を使用した無害化実験結果では、3,000pg-TEQ/g 以下に処理した技術は

19 技術、1,000pg-TEQ/g 以下に処理した技術は 19 技術、150pg-TEQ/g 以下に処理した技術

は 16 技術確認された。 
 

表-10  濃度レベルごとの達成技術数一覧 

単位：技術数（達成技術数/実施技術数） 

試料名 
脱水ケーキ中の 

ダイオキシン類濃度※ 

150 

pg-TEQ/g 

1,000 

pg-TEQ/g 

3,000 

pg-TEQ/g 

富岩運河淡水域 
（中島閘門上流側） 

9,600～11,000 

（pg-TEQ/g） 
17/21 18/21 20/21 

富岩運河海水域 
（中島閘門下流側） 

2,900～5,000 

（pg-TEQ/g） 
16/20 19/20 19/20 

 
※実験参加企業には、原泥（上流部：8,100～9,300pg-TEQ/g、下流部：1,700～   3,000pg-

TEQ/g）を脱水した脱水ケーキを配布した。 
出典：「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」（平成 17 年  3

月、北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所） 
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3.2 河川局における検討 

国土交通省河川局河川環境課では、平成 16～18 年度に底質ダイオキシン類無害化処理実

証試験および実用化試験を実施し、「底質のダイオキシン類対策技術資料集」（平成 19 年 3 月 

国土交通省河川局河川環境課）としてとりまとめている。 
 

(1)技術の選定 

実施可能な分解無害化工法を整理すること、およびそれらの手法の効果、費用、課題等を検

証することを目的として、平成 16 年度に前処理工程（分級や脱水）を含めた原泥からの分解無害

化処理実証試験（以下、「実証試験」という）を実施した。さらに平成 17 年度と平成 18 年度には

連続試験を行った場合の変動や装置のスケールアップに伴う留意点を把握するために分解無害

化処理実用化試験（以下、「実用化試験」という）を実施した。 
実証試験にあたり平成 16 年 8 月に公募を行った結果、15 機関の応募があった。学識経験者

の助言を得ながら試験実施機関を選定し、表-11 に示す 8 技術について実証試験を実施した。さ

らに平成 17 年度と平成 18 年度には、実証試験にて目標を達成した 7 機関から公募を行い、応

募のあった 3 機関について実用化試験を実施した。 
 

表-11 実証試験8技術 

No. 技術名 

A 技術 ソイルクリーンシステム（回転焼成式分解法） 
B 技術 還元加熱法と金属 Na 分散体法との組合せ処理法 
C 技術 真空加熱法 
D 技術 還元加熱無害化プロセス 
E 技術 間接加熱酸化分解法 
F 技術 高圧脱水還元化学分解工法 
G 技術 金属ナトリウムによる脱ハロゲン化技術 
H 技術 バイオクリーンコンポによるダイオキシン類分解工法 

 
出典：「底質のダイオキシン類対策技術資料集」（平成 19 年 3 月 国土交通省河川局河川環境課） 

 
 
(2) 技術の検証 

底質のダイオキシン類含有量の環境基準は 150pg-TEQ/g である。実証実験を行った 8 技術

の 150pg-TEQ/g 以下に処理された技術は 7 技術確認された。 
実用化試験を実施した A 技術、B 技術、F 技術の分解無害化前後の物質・ダイオキシン類収

支を図-12 に示す。前処理底質を 100 とした時の分解無害化底質のダイオキシン量は、0.00～

0.15 であった。 
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分解無害化底質＋排ガス＋排水＋ばいじん
分解率(％)＝　1－

前処理底質

 
注  数字はダイオキシン類量（単位：μg-TEQ）、括弧内には前処理底質を 100%とした時の割合(%)を示した。 

 
図-12 分解無害化処理前後の物質・ダイオキシン類収支 

<<前処理>>

<<分解無害化>>

A技術
回転焼成式分解工法

分解率
99.8％

分解無害化底質　0.345
（0.40pg-TEQ/g）(0.03)

排ガス 2.1
（0.027ng-TEQ/Nm3

：平均値）　(0.18)

ばいじん　－

前処理底質
1,092

（870pg-
TEQ/g）
（100)

分級物　35（130pg-TEQ/g）(3.1)

大規模連続試験

排水　0.000（0.0019pg-TEQ/g）(0.00)

使用量：726kg

大規模連続試験

原泥
1,151

B技術
還元加熱・金属Ｎａ法

分解率
99.9％

分解無害化底質　0.0063
（0.0058pg-TEQ/g）(0.00)

排ガス 0.011
（0.012ng-TEQ/Nm3）　

(0.00)

ばいじん　－

前処理底質
1,135

（850pg-
TEQ/g）
（100)

分級物なし

大規模連続試験

排水　0.000（0.00018pg-TEQ/g）(0.00)

使用量：1,336kg

大規模連続試験

原泥
1,171

使用量：507kg

<<前処理>>

<<分解無害化>>

分解率
98.3％

分解無害化底質　3.1
（1.6pg-TEQ/g）(0.15)

排ガス 30.9
（0.095ng-TEQ/Nm3

：平均値）　(1.53)

ばいじん　1.0
（96pg-TEQ/g）

(0.05)

前処理底質
2,015

（820pg-
TEQ/g）
（100)

分級物　161（1.3pg-TEQ/g）(0.33)

小型炉連続試験

分解率
94.1％

分解無害化底質　0.4
（0.95pg-TEQ/g）(0.14)

排ガス　14.5
（0.16ng-TEQ/Nm3）

(4.85)
前処理底質

299
（590pg-
TEQ/g）
（100)

大規模試験

ばいじん　2.5
（1,000pg-TEQ/g）

(0.84)

排水　0.32（0.53pg-TEQ/L）(0.00)

小型炉連続試験、大型炉試験　共通

使用量：2,457kg

F技術
高圧脱水還元化学分解工法

原泥
48,000
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4. モニタリングに係る検討 

4.1 港湾局における検討 
(1) A港におけるモニタリング結果 

A 港では、現地への適用性を検証するとともに、問題点・課題の抽出を図り、今後の対策

方法策定の基礎資料とすることを目的として、浚渫試験施工が実施された。浚渫試験施工に

おいては、港湾指針の設定方法では監視基準が設定できないため、河川マニュアルに示さ

れた方法で監視基準を設定した。 

(a) 監視基準の設定 
調査実施前にバックグラウンド地点において、流況が安定した１週間程度の濁度･流況の

連続観測調査を行い、濁度の平均値±2σを求め、自然状態における変動幅とすることとし

た。 

ここで、平成 17 年に実施した調査結果よりσ＝2.0 (2σ＝4.0)とした。試験調査中は、この

変動幅を許容範囲と考え、バックグラウンド地点での濁度から、±2σ(＝±4.0)の範囲を監視

基準とし、監視点 B においてモニタリングしていくこととした。 

 
(b) モニタリング結果 

① 工事中のモニタリング結果（濁度モニタリング結果） 
施工中において、バックグラウンド地点および監視点 B の濁度を連続測定しモニタリング

を行ったが、表-12 に示すように全て設定した監視基準を満足しており、周辺環境への汚濁

拡散の影響はなかったと判断される。 

 
表-12 濁度観測結果 

試験ﾊﾟﾀｰﾝ 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ地点 

濁度+2σ値 

(基準上限値) 

  

ｽｲﾝｸﾞ 

速度

(min/m) 

戻ｽｲﾝｸﾞ 

速度

(min/m) 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳ

ﾝﾄﾞ地点 

の濁度 
-2σ +2σ 

監視点 B

の濁度 
評価 

パターン１ 2.0 5.0 12.8 8.8  16.8  11.0  ○ 

パターン 2 4.0～3.0 5.0 11.8 7.8  15.8  10.9  ○ 

パターン 3 2.0～3.0 10.0 10.0 6.0  14.0  9.1  ○ 

パターン 4 2.0 10.0 10.3 6.3  14.3  10.1  ○ 

パターン 5 2.0 10.0 5.4 1.4  9.4  8.4  ○ 

パターン 6 2.0 10.0 5.2 1.2  9.2  6.7  ○ 

パターン 7 2.0～3.0 10.0 5.0 1.0  9.0  6.1  ○ 

パターン 8 2.0 10.0 4.1 0.1  8.1  5.5  ○ 

パターン 9 2.0 10.0 5.0 1.0  9.0  5.4  ○ 

パターン 10 2.0 10.0 5.0 1.0  9.0  6.4  ○ 

パターン 11 2.0 10.0 4.6 0.6  8.6  5.1  ○ 

出典：A 港資料 
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② 生活環境項目および水質ダイオキシン類濃度調査結果 

事前、施工中、事後の生活環境項目（pH、SS、COD、BOD、DO）、水質ダイオキシン類濃

度の測定をバックグラウンド地点および監視点 B で測定しているが、いずれも環境基準を満

足しているとともに、バックグラウンド地点と監視点 B の測定値にほとんど差異がみられない。

浚渫による汚濁発生が少なかったこと、また、汚濁防止膜により効果的に汚濁拡散の抑制が

図られたことから、周辺環境への汚濁拡散の影響はなかったと判断された。 

 

 

(2) H港におけるモニタリング結果 

H 港では、底質浄化対策事業計画において、モニタリング計画が策定されている。監視基準値

および判定方法を表-13 に示す。 
 

表-13 監視基準値一覧 

監視地点区分 調査項目 監視基準値 判定方法 

対策対象

物質 
ダイオキシ

ン類 
環境基準値 
(1pg-TEQ/L 以下) 

監視基準値を超えないことを

確認する 
基本監視点 

濁り 濁度 ダイオキシン類濃度との

相関に基づき設定 

1 週間の移動平均値が監視

基準値を超えないこと 
補助監視点 濁り 濁度 ダイオキシン類濃度との相

関に基づき設定 
1 週間の移動平均値が監視

基準値を超えないこと 

工事水域 

工事地点周辺 異常な濁り、油膜等の有

無 
異常がないこと  

対策対象

物質 
ダイオキシ

ン類 
環境基準値 
(10pg-TEQ/L) 

監視基準値を超えないことを

確認する 
中間処理 
(脱水) 

余水 

濁り 濁度 ダイオキシン類濃度との相

関に基づき設定 
1 週間の移動平均値が監視

基準値を超えないこと 

出典：H 港資料 
  
 
 モニタリング計画に基づき、浚渫工事に伴うモニタリングが平成 16 年より実施されている。その

結果、浚渫工事による濁りは汚濁防止枠内にとどまり、基本監視点の濁度は基準値以内に留まっ

ていることが確認された。 
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4.2 河川局における検討 

(1) 横十間川における原位置固化処理実証試験におけるモニタリング結果 
(a) 調査の内容 

① モニタリング基準 
 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)」に従って 2σを設定した。 
② モニタリング内容 

・ 固化処理時： 

施工中に、基本監視点においてダイオキシン類、濁度、SS の測定を行った。 
・ 排水処理（凝集沈殿処理）時： 

施工実施中に、濁水処理設備の排水についてダイオキシン類の測定を行った。 
・ 矢板引抜工時： 

矢板引抜工中に周囲に汚濁防止膜を設置し濁りの拡散を防ぐとともに、補助監視点、

基本監視点で濁りのモニタリングを行った。 
 

(b) 調査の結果 
濁りの発生が予想される矢板引抜工を行うに際しては、周囲に汚濁防止膜を設置し濁りの

拡散を防ぐとともに、補助監視点、基本監視点で濁りの監視を行った。その結果、施工中の

濁度は概ね監視基準を下回る値であったが、工事船舶の通過・航行時等において監視基

準を上回る値であったことから、施工時には船舶の航行は避けるのが望ましいと考えられた。 

本施工における濁水処理設備の排水は、濁度 1 度未満、ダイオキシン類は 0.72pg-

TEQ/L であり、水質環境基準（1pg-TEQ/L 以下）を満足していた。 

試験結果は目標とする 1pg-TEQ/L 以下を満足する結果であり、排水処理が十分行われ

ていた。 

 

本施工における固化処理工事実施中に濁度と SS の測定を行った。基本監視点において

は濁度は監視基準よりも低い値であった。 
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図-13  濁度モニタリング結果（本施工） 

 
本施工実施中に、基本監視点について水質ダイオキシン類の測定を行った。目標とする 1pg-

TEQ/L 以下を満足する結果であり、施工管理が十分行われていたと評価できる。 

表-15  ダイオキシン類（水質）測定結果（本施工） 

調査地点 
ダイオキシン類濃度 

pg-TEQ/L 

基本監視点（錦糸橋） 
（調査日：9 日目） 0.58 
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(2) 神崎川における覆砂処理実証試験におけるモニタリング結果 

(a) 調査の内容 
工事完了後のモニタリングにおいては、表-16に示す項目および位置を対象とした。 

 

表-16 工事完了後のモニタリングの内容 

注 1 地形の調査は、定期的な調査のほか、異常出水が生じるなど覆砂層の変化が想定される場合にも、適

宜実施することとする。 
2 各調査の結果、底質改善効果の低下が懸念される場合には、速やかに所定の対応を行う。 
3 1 年後以降の調査内容等については、1 年間の調査結果を踏まえ、あらためて検討を行う。 
4 竣工 1 年後以降の調査内容については、上記の 1 年間の調査結果を踏まえ、改めて検討を行う。 

 
 

(b) 調査の結果（中間報告） 
試験施工箇所における流況は、感潮区間のため順流時 70cm/s 程度、逆流時で 50cm/s

程度の範囲で変化していた。 

試験施工箇所の地形は、施工１～3 か月までの期間においては、全体的に浅くなる傾

向（堆積傾向）を示し、施工 3～6 か月後までの期間においては、全体的に浸食の傾向

がみられた。 

試験施工箇所の表層部分の粒径は、地形の変化（堆積、浸食）に応じて、変動して

おり、施工3か月後にはシルト・粘土分が増加しているものの、施工6か月後の流心お

よび右岸ではシルト・粘土分が減少し、竣工直後に比較的近い状況となっていた。 

項目 位置 頻度 

流向・流速（連続観測） 流心の1点 試験施工終了後から1年間 
（10分間隔で連続観測） 

 
流況 

流向・流速（断面分布） 試験施工箇所周辺の 
1断面 

出水時等の3回程度 

 
地形 

河床高 20m間隔（横断面） 
※10mピッチで測定 

試験施工実施直後、1ヶ月後、3ヶ月後、6
ヶ月後、1年後の計5回 

一般項目（粒度組成、 
含水率、強熱減量、TOC） 

試験施工実施直後、3ヶ月後、6ヶ月後、1
年後の計4回 

 
底質 

(表層) ダイオキシン類 

右岸、左岸、流心の3点 
（表層のみ） 

3ヶ月後、6ヶ月後、1年後の2回 
底質 

(鉛直) 
一般項目（粒度組成、 
含水率、強熱減量、TOC） 

右岸、左岸、流心の3点 
（20cm間隔で5層） 

試験施工実施直後、6ヶ月後、1年後の3
回 

水質 ダイオキシン類、SS 施工範囲下流流心の1点（

表層および底層） 
6ヶ月後、1年後の2回 
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【施工直後（06/08/09）】 

 

 

 

 

 

 

【施工 6か月後（07/01/12）】 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 竣工後の底質（粒度組成） 

 
底質の一般項目については、粒径と良く対応しており、シルト・粘土分が含まれる底質は

含水率、強熱減量、TOC ともにやや高い値を示す傾向となっていた。 

底質のダイオキシン類濃度は、施工 3 か月後、6 か月後の 2 回の調査を通じて、21～

58pg-TEQ/g の範囲にあった。これらの値は、表層泥のシルト・粘土分や一般項目の値の増

加など、新たな堆積に伴うものと考えられるが、ダイオキシン類濃度は環境基準（150 pg-

TEQ/g）未満であり、現時点では新たな汚染は生じていないものと判断された。 

表-17 底質表層底質のダイオキシン類 

調査地点 
調査項目 

左岸（表層） 流心（表層） 右岸（表層） 

3ケ月後 51 31 25 ダイオキシン類濃度 
（pg-TEQ/g） 6ケ月後 58 21 39 

 
試験施工箇所周辺における水質のダイオキシン類濃度（施工 6 ヶ月後）は、表層で

1.7pg-TEQ/L、底層で 2.2pg-TEQ/L と高く、いずれも環境基準を超過する値となっていた。 

表-18 水質調査結果（施工6ヶ月後（07/01/12）） 

 水温

（℃） 
pH（－） SS(mg/L)

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/L) 

表層（水面下0.6m） 11.0 7.2 4.9 1.7 

底層（水面下2.1m） 11.4 7.3 7.6 2.2 

注）調査箇所の水深は、3.1m 
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2.7.2. 港湾における基本的な方針 

「2.7.1 関係機関共通の基本的な方針」を踏まえ、港湾におけるダイオキシン類対策の基

本的な方針を盛り込んだ、港湾指針改訂版（案）を作成した。「現行の指針」と「指針改訂版

（案）」の対比表を以下に示す。なお、用語の統一については、港湾指針の改訂に合わせて

行うこととし、ここでは港湾指針の内容の変更に係る記載を対比して示した。 

現行の指針 指針改訂版（案） 
１．総説 

1.1 指針の目的および適用 

 ※変更無しのため、中略（以下、「（中

略）」と示す。） 

【解説】 

(1)～(7) 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

(8)検討対象場所における取水状況等の社会

条件及び潮汐や流れ等の自然条件の特性を明

確にした上で、本技術指針以外に「河川、湖

沼等における底質ダイオキシン類対策マニュ

アル」（案）の対策・調査等をその条件に応

じ選定することも可能である。 

 

 

1.2 ダイオキシン類対策に関連する法令およ

び基準 

（中略） 

 

1.3 情報の公開 

（中略） 

 

2. 底質調査 

2.1 調査目的 

2.2 概況調査 

2.3 精密調査 

2.4 汚染範囲の確定 

（中略） 
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現行の指針 指針改訂版（案） 

3.底質ダイオキシン類対策 

3.1 底質ダイオキシン類対策の基本的考え方 

（中略） 

 

3.2 対策の選定 

対策の選定にあたっては、採用条件を満た

す対策を対象に、リスクの低減効果、施工の

難易度、二次汚染のリスク、コストなどの比

較検討を行い、既存構造物への影響、港湾利

用への影響等に配慮し、港湾の特性に応じた

最適な対策を選定する。 

 

【解説】 

(1) 各対策の特徴 

対策として採用するためには次項（2）で

述べる必要条件を満たしていることが必要で

ある。その上で採用可能な対策を対象として

比較検討を行い、最適な対策を選定する。比

較検討項目は、対策実施によるリスク低減効

果の他に、施工の難易度、汚濁拡散などによ

る二次汚染リスク、コスト、などである。具

体的な工法の選定に当たっては、既存構造物

への影響、港湾利用への影響にも配慮する必

要がある。これらを確認するため、本施工の

前に試験施工を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

また、対策の選定においてはダイオキシン

類は自然には容易に分解しないため、封じ込

めた場合は効果確認のための継続的なモニタ

リングが必要であることに留意する必要があ

る。 

3.2 対策の選定 

対策の選定にあたっては、採用条件を満た

す対策を対象に、リスクの低減効果、施工の

難易度、二次汚染のリスク、コストなどの比

較検討を行い、既存構造物への影響、港湾利

用への影響等に配慮し、港湾の特性に応じた

最適な対策を選定する。その際、段階的対策

の検討についても、行うものとする。 

【解説】 

(1) 各対策の特徴 

対策として採用するためには次項（2）で

述べる必要条件を満たしていることが必要で

ある。その上で採用可能な対策を対象として

比較検討を行い、最適な対策を選定する。比

較検討項目は、対策実施によるリスク低減効

果の他に、施工の難易度、汚濁拡散などによ

る二次汚染リスク、コスト、などである。具

体的な工法の選定に当たっては、既存構造物

への影響、港湾利用への影響にも配慮する必

要がある。これらを確認するため、本施工の

前に試験施工を行うことが望ましい。 

段階的対策の検討については、例えば、対

策の第一段階として覆砂などの原位置におけ

る対策を早期に実施して、モニタリングを継

続しながら浚渫・掘削除去や分解無害化等の

実施方法、時期などを検討する方法等があげ

られる。 

加えて、対策の選定においてはダイオキシ

ン類は自然には容易に分解しないため、封じ

込めた場合は効果確認のための継続的なモニ

タリングが必要であることに留意する必要が

ある。 

 



 

1
3
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現行の指針 指針改訂版（案） 

 底質ダイオキシン類対策選定の基本的な流れを図-3.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.1.3 対策選定の基本的な流れ 

 

 

底泥が移動しやすい水域、飲用水目的の取水利用の可能性が考えられる水域などでは、第一

に掘削除去処理を選定することを検討し、構造物等の安定を損なう場合等、掘削除去の実施が

難しい場合には、暫定的に原位置処理を選定することを検討する必要がある。このような場所

での原位置固化処理・覆砂処理は暫定的な対策であり、モニタリングを継続して実施し再堆

積、溶出等の把握を行わなければならない。 

汚染底質

（環境基準150pg-TEQ/g超）

対策の選定

（浚渫・掘削除去/原位置処理）

浚渫・掘削除去
原位置における
覆砂、固化処理

濃度レベルに応じた処理・処分 継続的モニタリング
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現行の指針 指針改訂版（案） 

1) 浚渫・掘削除去 

（中略） 

2) 覆砂 

覆砂はダイオキシン類汚染底質を砂などで

被覆することにより魚介類による底質の摂取

を防ぐとともに、溶出および底質の巻上げを

抑制する方法である。原位置において浚渫・

掘削除去以外の方法で摂取経路を遮断したい

場合に用いられ、特に栄養塩類等への対策と

してはこれまでに数多くの施工実績がある。

 

 

 

 

底質を直接動かさずに施工できるため、汚

濁拡散などの施工に伴う二次汚染リスクが小

さいことが利点である。その他に覆砂は施工

の容易さやコストの面で優れており、次項で

述べる必要条件を満たしている場合において

は有効な方法である。ただし、底質巻上げ抑

制効果などが長期にわたって持続しているこ

とを確認するため、施工後もモニタリングを

継続する必要があり、モニタリングによって

十分な効果が確認されない場合は、浚渫・掘

削除去などの他の対策を実施する必要があ

る。 

底質からのダイオキシン類の溶出抑制効果

および巻上げ抑制効果に関しては、室内試験

などによって確認する必要がある。 

3) 原位置固化処理 

(2) 各対策採用のための必要条件 

（中略） 

 

 

2) 覆砂 

覆砂はダイオキシン類汚染底質を砂などで

被覆することにより魚介類による底質の摂取

を防ぐとともに、溶出および底質の巻上げを

抑制する方法である。原位置において浚渫・

掘削除去以外の方法で摂取経路を遮断したい

場合に用いられ、特に栄養塩類等への対策と

してはこれまでに数多くの施工実績がある。

ダイオキシン類は土粒子に吸着しやすく、水

に溶出しにくいことから、ダイオキシン類を

摂取する経路を遮断する効果は十分に期待で

きる。 

底質を直接動かさずに施工できるため、汚

濁拡散などの施工に伴う二次汚染リスクが小

さいことが利点である。その他に覆砂は施工

の容易さやコストの面で優れており、次項で

述べる必要条件を満たしている場合において

は有効な方法である。ただし、底質巻上げ抑

制効果などが長期にわたって持続しているこ

とを確認するため、施工後もモニタリングを

継続する必要があり、モニタリングによって

十分な効果が確認されない場合は、浚渫・掘

削除去などの他の対策を実施する必要があ

る。 

底質からのダイオキシン類の溶出抑制効果

および巻上げ抑制効果に関しては、室内試験

などによって確認する必要がある。 

3.3 浚渫・掘削除去 

（中略） 

 

3.4 覆砂 

3.4.1 覆砂厚および覆砂材 

 覆砂厚および覆砂材は、長期的な覆砂の効

果を検討して決定する。 

【解説】 

(1)覆砂厚 

（中略） 

3.4 覆砂 

3.4.1 覆砂厚および覆砂材 

 覆砂厚および覆砂材は、溶出抑制効果およ

びその継続期間などを考慮して決定する。 
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現行の指針 指針改訂版（案） 
 【参考】覆砂実験結果の概要 

(1) 覆砂実験の概要 

高濃度で汚染された海域の底泥を採取し、室内実験にて覆砂層の厚さおよび覆砂材の種類を

変化させて、直上水への溶出濃度を測定し、覆砂による溶出抑制効果を検証した。現場での覆

砂層の厚さは通常50cm程度以上であるが、2ヶ月程度で効果の違いが現れるように、覆砂層を

1cm～5cm に変化させ、直上水への溶出濃度を測定した。覆砂実験の模式図を図-3.4.1 に示

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）覆砂材には「購入砂」、底質採取場所周辺の「河口土」および両者を 1：1 で混合した「混合土」の 3 種を用い

た。 
図-3.4.1 覆砂実験の模式図 

 

底泥層

覆砂層

上水層

φ=200mm 

底泥層 
100mm 

上水層 
300mm 

覆砂層 
0～50mm 

【上水層】
底泥からのダイオキシン類の溶出状況を 1 ヶ
月後、2ヵ月後において測定。 

【覆砂層】
厚さ、種類を変えて比較 

【底泥層】 
ダイオキシン類に汚染された海域の底泥を 
採取 
（ダイオキシン類濃度：6,000pg-TEQ/g） 
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現行の指針 指針改訂版（案） 
 (2) 覆砂実験結果 

 覆砂実験結果を表-3.4.2に示す。覆砂実験結果から、以下のようなことが確認できた。 

 

①覆砂は、ダイオキシン類含有汚泥のダイオキシン溶出を抑制する効果を有する。 

②覆砂厚について、厚い場合のほうが薄い場合よりもダイオキシン溶出の抑制効果が大きい。 

③覆砂材について、有機物を多く含む場合のほうが少ない場合よりもダイオキシン溶出の抑制効果が大きい。 

 

 しかし、今回の実験は、 

   １ 短期間で行ったこと（実験開始後2ヶ月目のデータしか、採れていないこと） 

   ２ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 

   

という制約条件のもとで行われた結果である。 

このため、覆砂の定性的な効果は確認できたと考えられるが、定量的な効果の確認は今後のデータ蓄積を踏まえ

行うことが必要である。現場での適用にあたっては、現地の底質を用いた室内実験や試験施工などを行い、覆砂の

効果を事前に検証する必要がある。 

また、覆砂実験においては、初期値を得る目的で測定したカラムセット後 3 日目の測定値（水質のダイオキシン

濃度）と 1ヶ月目、2ヶ月目の測定値との関係をみると、1ヶ月目、2ヶ月目の値に比べて 3日目の濃度が高い。こ

の原因として、3 日目の測定では、巻き上がった微粒子を含めてダイオキシン濃度を測定した可能性が考えられ

る。さらに、底泥＋河口土（1cm）の 2 ヶ月目においては、上水中のダイオキシン類濃度が 1.3pg-TEQ/L であり、他

と比較しても異常に高い濃度である結果がみられ、検討対象から除外している。この原因としては、微粒子の混入

により濃度が高くなったものと考えられる。 

 

 



 

1
3
8

 

現行の指針 指針改訂版（案） 
 表-3.4.2 上水層のダイオキシン類分析結果（1ヶ月後、2ヵ月後） 

ダイオキシン類 

番号 実験ケース 3日目 
(pg-TEQ/L) 

1ヶ月目 
(pg-TEQ/L) 

2ヶ月目 
(pg-TEQ/L) 

① 底泥のみ － 0.52 0.59 

② 覆砂材のみ(河口土1cm) － 0.0019 0.0026 

③ 覆砂材のみ(混合土1cm) － 0.0022 0.00044 

④ 底泥＋購入砂(1cm) 4.4 0.38 0.24 

⑤ 底泥＋購入砂(3cm) － 0.047 0.021 

⑥ 底泥＋購入砂(5cm) － 0.052 0.012 

⑦ 底泥＋河口土(1cm) 2.5 0.19 1.3 

⑧ 底泥＋混合土(1cm) 2.7 0.28 0.099 

※「－」は分析を実施していないことを示す。 

 

表-3.4.3 実験に用いた底質、覆砂材の基本性状 

覆砂材 
項目 単位 底泥 

購入砂 河口土 混合土 

粗砂(0.85～2mm) (%) 0 0 0 0

中砂(0.25～0.85mm) (%) 1 99 0 36

細砂(75～250μm) (%) 18 1 30 28

シルト(5～75μm) (%) 31 0 49 22

粒
度
組
成 

粘土(5μm未満) (%) 50 0 21 14

TOC (mg/ｇ) 23.8 N.D. 13.5 7.7

強熱減量 (%) 8.9 0.3 6 3.3

ダイオキシン類含有濃度 pg-TEQ/g-dry 6,000 0.051 6.3 3.3 
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現行の指針 指針改訂版（案） 
(2) 覆砂材 

覆砂材として砂を選定する場合には、以下

の項目について検討する必要がある。 

・ 施工性からは、中砂～細粒砂で、均粒の

ものがよい。 

・ 覆砂材の流失に対しては粗い粒径がよ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂の場合の好ましいと思われる粒径を表-

3.4.2に示す。 

また、スラグ等の覆砂材についてもその特

性を検討した上で使用することができる。 

 

表-3.4.2 覆砂の目的と粒径 

（中略） 

(2) 覆砂材 

覆砂材を選定する場合には、以下の項目に

ついて検討する必要がある。 

・ 施工性からは、中砂～細粒砂で、均粒の

ものがよい。 

・ 覆砂材の流失に対しては粗い粒径がよ

い。 

・ ダイオキシン類の封じ込めの効果の点か

らは、粘土などの粒径が小さい覆砂材や

有機物がある程度含まれているほうが、

ダイオキシン類を吸着しやく溶出削減効

果が大きいと考えられる。 

・ 現場での施工にあたっては、これらを踏

まえて、施工性及び流出防止の観点から

中砂～細粒砂を基本とし、粘土などの粒

径が小さく粒子や有機物をある程度含む

覆砂材が望ましい。 

砂の場合の好ましいと思われる粒径を表-

3.4.3に示す。 

また、スラグ等の覆砂材についてもその特

性を検討した上で使用することができる。 
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現行の指針 指針改訂版（案） 
 【参考】底質ダイオキシン類粒径別分布の検討結果の概要 

(1) 実験の概要 

ダイオキシン類は粒径の細かいシルト・粘土質に多く吸着していると考えられる。また、粒径によって土粒子か

らの脱着特性が異なり、含有濃度と溶出濃度では、粒径別の濃度分布が異なることが考えられる。粒径別のダイオ

キシン類の情報は、対策工事における濁りの影響を検討する際に必須であることから、高濃度汚染海域の底泥を採

取し、粒径別濃度を測定した。 

ふるい分けおよび懸濁後静置沈降により、砂分（2mm～75μm）、シルト・粘土分（75μm 未満）、粘土分（5μ未

満）に分画し、粒径別ダイオキシン類濃度（含有濃度および溶出濃度）を測定した。ダイオキシン類の溶出試験

は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃

棄物に含まれる金属等の検定方法」（平成 15 年改訂）に定める検定方法に準拠した。なお、懸濁液のろ過に用い

るフィルターは、懸濁態と溶存態をより明確に区分するため、粒子の補足率がよい孔径 0.7μmのグラスファイバー

ろ紙を使用した。 

 

(2) 検討結果 

 底質ダイオキシン類の粒径別分布の検討結果を表-3.4.4 に示す。実験結果から、以下のようなことが確認でき

た。なお、粘土分のみの溶出濃度は、微粒子等の混入により非常に濃度が高い結果となったと考えられ、データの

蓄積により検討を行うことが重要である(注)。 

   

①粒径別のダイオキシン類含有濃度は、粘土分（5μ未満）が最も高く、次いでシルト・粘土分（75μm 未満）が

高く、砂分（2mm～75μm）はさらに低い濃度であった。 

②ダイオキシン類溶出濃度は、砂分で高く、シルト・粘土分で低い濃度であった。含有濃度が砂分で低くシル

ト・粘土分で高いことから、砂分はシルト・粘土分に比べると、含有濃度に対する溶出濃度の比が高くなる結

果となった。 

 

 

 



 

1
4
1

 

現行の指針 指針改訂版（案） 
 しかし、今回の実験は、 

   １ 特定の底質を用いており、検体数が少数であること 

   ２ 粘土分の溶出試験については、微粒子が混入することで、濃度が高くなるおそれがある。 

   

という制約条件及び実験上の特性を踏まえて行われた結果である。 

このため、今後のデータ蓄積を踏まえ検証する必要がある。 

 

表-3.4.4(1) 粒径別ダイオキシン類（含有濃度） （pg-TEQ/g-dry） 

粒径区分 底質１ 底質2 

砂分（2mm～75μm） 910 110 

シルト・粘土分(75μm未満) 7,900 1,100 

粘土分(5μm未満) 15,000 1,900 

 

表-3.4.4(2) 粒径別ダイオキシン類（溶出濃度） （pg-TEQ/L） 

粒径区分 底質１ 底質2 

砂分（2mm～75μm） 46 6.2 

シルト・粘土分(75μm未満) 15 1.0 

 

(注) 粘土分(5μm未満)の溶出濃度試験結果について 

粘土分(5μm 未満)の溶出濃度は、底質 1 で 12,000pg-TEQ/L、底質 2 で 520pg-TEQ/L であった。含有濃度に対する

溶出濃度の比を粒径区分毎に求めると、砂分（0.051 及び 0.056）、シルト・粘土分（0.001 及び 0.002）に対し

て、粘土分（0.274 及び 0.800）となり、粘土分について相対的にかなり高い結果となった。その一つの要因とし

て、粘土分の試料にはダイオキシン類を多く吸着した微細な粒子又はコロイド状の粒子が多く存在し、これらが検

液に混入したことが考えられる。 
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現行の指針 指針改訂版（案） 

(3) 施工後の継続的モニタリング 

（中略） 

3.4.2 覆砂工法の選定 

（中略） 

 

3.5 原位置固化処理 

3.5.1 固化品質および固化層厚 

（中略） 

【解説】 

(1) 原位置固化処理の分類 

（中略） 

(2) 固化品質の確認 

1) 事前試験 

固化処理した底質のダイオキシン類溶出抑制

効果（溶出水を 1pg-TEQ/L 以下にする）につい

ては、現在のところ十分な知見がないため、ダ

イオキシン類溶出・巻上げ抑制効果および固化

材添加量について、処理対象底質毎に振とう分

配試験を行い事前に確認する必要がある。試験

の結果、試験水の濃度が 1pg-TEQ/L 以下になる

ことが原位置固化処理適用の条件である。 

以下に、原位置固化処理の溶出試験の 1 例を

示す。 

［参考］ 

【固化処理底質の振とう分配試験例】 

対象底質を固化し所定期間が経過した試料を

粉砕し、粒径が 0.5～5mm になるよう調整した

ものを検体とする。溶媒は、純水に水酸化ナト

リウムまたは塩酸を加えｐH を 7.8～8.3 になる

よう調整したものを使用する。試料と溶媒とを

重量体積比が 3%、かつその混合液が 500ml 以上

となるよう作成する。混合液を常温、常圧で振

とう機(振とう回数：約 200 回/分、振とう幅：

4～5cm)を用いて６時間連続して振とうする。

そして、試料液を孔径 1μm のガラス繊維ろ紙

を用いてろ過し、ろ液から検定に必要な量を取

りダイオキシン類濃度を測定する。 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排

出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定

方法） 

3.5 原位置固化処理 

3.5.1 固化品質および固化層厚 

（中略） 

【解説】 

(1) 原位置固化処理の分類 

（中略） 

(2) 固化品質の確認 

1) 事前試験 

固化処理した底質のダイオキシン類溶出抑制

効果（溶出水を 1pg-TEQ/L 以下にする）につい

ては、現在のところ十分な知見がないため、ダ

イオキシン類溶出・巻上げ抑制効果および固化

材添加量について、処理対象底質毎に振とう分

配試験を行い事前に確認する必要がある。試験

の結果、試験水の濃度が 1pg-TEQ/L 以下になる

ことが原位置固化処理適用の条件である。 

以下に、原位置固化処理の溶出試験の例を示

す。 

［参考］ 

【固化処理底質の振とう分配試験例】 

対象底質を固化し所定期間が経過した試料を

粉砕し、粒径が 0.5～5mm になるよう調整したも

のを検体とする。溶媒は、純水に水酸化ナトリ

ウムまたは塩酸を加えｐH を 7.8～8.3 になるよ

う調整したものを使用する。試料と溶媒とを重

量体積比が 3%、かつその混合液が 500ml 以上と

なるよう作成する。混合液を常温、常圧で振と

う機(振とう回数：約 200 回/分、振とう幅：4～

5cm)を用いて６時間連続して振とうする。そし

て、試料液を孔径 1μm のガラス繊維ろ紙を用い

てろ過し、ろ液から検定に必要な量を取りダイ

オキシン類濃度を測定する。 

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排

出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定

方法） 
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現行の指針 指針改訂版（案） 

ただし、この試験方法では試料液をろ過し

てダイオキシン類濃度を測定するため、土粒

子に吸着しているダイオキシン類を評価でき

ないという問題点がある。今後、土粒子に吸

着して移動するダイオキシン類の挙動を評価

できるような試験方法を開発する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 工事完了後の品質の確認 

（中略） 

(3)固化層厚の考え方 

（中略） 

ただし、この試験方法では試料液をろ過し

てダイオキシン類濃度を測定するため、土粒

子に吸着しているダイオキシン類を評価でき

ないという問題点がある。今後、土粒子に吸

着して移動するダイオキシン類の挙動を評価

できるような試験方法を開発する必要があ

る。 

今後、従来の分析法（海防法の規定を準

用）である振とう溶出試験に加え、固化物の

環境中での状態により近い溶出試験方法

（「JIS K 0058-1（2005）スラグ類の化学物

質試験方法」等）を併用することが考えられ

る。「JIS K 0058-1（2005）スラグ類の化学

物質試験方法 第 1 部：溶出試験方法」の具

体的な方法は、以下に示すとおりである。 

 

・ 利用有姿による試験 

利用有姿の状態の試料を一定量採取し、そ

の 10 倍量の溶媒（pH5.8～6.3 の水）を加

え、毎分約 200 回転で 6 時間攪拌して化学物

質を溶出させて検液を調整する。 

・ 粗砕試料による試験 

粗砕分級して得られた 2mm 以下の試料を一

定量採取し、その 10 倍量の溶媒（pH5.8～

6.3の水）を加え、毎分約200回、振とう幅4

～5cm で 6 時間振とうして化学物質を溶出さ

せて検液を調整する。 

通常、利用有姿による試験を用いるものと

し、利用の状況などを踏まえて場合によって

は粗砕試料による試験を用いることがあると

されている。 
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現行の指針 指針改訂版（案） 

3.5.2 原位置固化処理工法の選定 

（中略） 

 

3.6 汚濁防止対策 

（中略） 

 

3.7 中間処理 

（中略） 

 

3.8 余水処理 

（中略） 

 

4.最終処分 

4.1 最終処分方法の選定 

（中略） 

【解説】 

(1)最終処分の目的 

（中略） 

(2)最終処分方法の選定 

現段階で考えられるダイオキシン汚染底質

の最終処分方法の選定フローを図-4.1.1 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

(2)最終処分方法の選定 

現段階で考えられるダイオキシン汚染底質

の最終処分方法の選定フローを図-4.1.1 に示

す。 

（図-4.1.1 最終処分方法の選定フローを修

正） 
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図-4.1.1 港湾における最終処分法の選定フロー 
 

 

最終処分方法の選定

海面埋立処分か 

陸上処分か 

濃度は? 

海防令第 5 条第
1 項第 1 号型に
埋立処分 
（ただし、十分な
環境汚染防止効
果を有する措置
を確保する） 
 
または、海防令
第 5 条第 1 項第
2 号型に埋立処
分 
 

海防令第 5 条第 2
項型に埋立処分 
（ 3,000pg-TEQ/g を
超える場合） 
埋め立てる区画を明
確に管理し、原則と
して、分解無害化処
理を実施 

濃度は? 

周辺地域への
ダイオキシン類
の飛散や流出
を防止する措置
を講じた場所に
埋立処分、また
はリスク管理下
での利用 

周辺地域へのダイ
オキシン類の飛散、
流出、浸出の防止
その他必要な措置
を講じ埋立処分 
 
（3,000pg-TEQ/g を
超える場合） 
埋め立てる区画を
明確に管理し、原
則として、分解無害
化処理を実施 

海面埋立処分 陸上処分 

150pg-TEQ/g超かつ 
10pg-TEQ/L以下 

10pg-TEQ/L超 1,000pg-TEQ/g超 

1,000pg-TEQ/g 

以下 

分解無害化処理？ 

分解無害化処理 

YES 

NO 

150pg-TEQ/g 

以下 

土質材料とし
て利用 

150pg-TEQ/g以下かつ 
10pg-TEQ/L以下 
 

土質材料とし
て利用 

現行の指針 
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注 1)環境省から通知された「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針（平成 15 年 9 月 26 日 環地保発第
030926003 号、環水管発第 030926001 号）」（以下、環境省指針という）の第 3.(2)ｱ.に『ダイオキシン類を含有する水底
土砂についても、含有濃度が 3000pg-TEQ/g を超える場合においては、原則として無害化処理をするものとする。』と記
載されている。 

 
注 2）点線表示は、上記通知を踏まえ、分解無害化を適用できない場合は、埋立てる区画を明確に管理して一時保管するこ

とが可能であることを示す。ただし、最終的には、技術の動向、経済性等を踏まえ、分解無害化を実施するものとする。 
 
注 3) 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」 （昭和 45 年 12 月 25 日法律第 136 号）（以下、「海防法」という。）

が適用される処分を行う場合をいう。 
 
注 4) 海防法が適用されない処分を行う場合をいう。 
 
注 5) 平成 15 年 10 月 1 日から海防法上の措置により、埋立場所等に投入する水底土砂の判定基準にダイオキシン類に係

る判定基準（10pg-TEQ/L 以下）が追加された。この措置を踏まえ、環境省指針第 3.(2)ｱ.において『溶出濃度が 10pg-
TEQ/L を超える水底土砂については、上述の海防法上の措置により、「埋立場所 3」への埋立が認められることとなる
が、極力、無害化処理を優先させていくものとする。』と記載されている。 

 
注 6) 「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」（平成 15 年 6 月 国土交通省河川局）を参考とする

こと。なお、土質材料としての利用できる場所は、原則として地下水面以上のレベルとするが、港湾内の埋立地のように
地下水が飲用のための利水の対象とならないような場所では、地下水面以下のレベルにおいても土質材料として利用で
きるものとする。 

 
注 7)本フローは現在の知見及び技術を基に作成しているため、技術水準の向上、関係法令の改正等に応じて見直しを行う。

 
図-4.1.1 最終処分法の選定フロー 

最終処分方法の選定

含有濃度は?
ただし、3,000pg-TEQ/g以下の

分解無害化処理を妨げるもので
はない。

原則、分解無害化処理注1）

3,000pg-TEQ/g超

埋立てる区画を明
確に管理し、一時
保管する。注2）

NO

海面埋立処分か
陸上処分か

YES

分解無害化
処理を実施

含有濃度は？
含有・溶出濃度は?

溶出濃度が10pg-TEQ/L超の場合は、極
力、分解無害化処理を優先する。注5）

陸上処分 注4)

土質材料
として利用

周辺地域へのダイオキ
シン類の飛散や流出を
防止する措置を講じた
場所に埋立処分、また
はリスク管理下での土
質材料としての利用 注6)

周辺地域へのダイオキ
シン類の飛散、流出、浸
出の防止その他必要な
措置を講じ埋立処分

1,000pg-TEQ/g超1,000pg-TEQ/g
以下

150pg-TEQ/
g

以下

海面埋立処分 注3)

海防令第5条第2項型に
埋立処分

海防令第5条第1項第
1号型に埋立処分（ただ
し、十分な環境汚染防
止効果を有する措置を
確保する）

または、海防令第5条第
1項第2号型に埋立処分

土質材料
として利用

150pg-TEQ/g以下か
つ

10pg-TEQ/L以下

10pg-TEQ/L
超

150pg-TEQ/g超か
つ

10pg-TEQ/L以下

指針改訂版（案） 
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現行の指針 指針改訂版（案） 

4.最終処分 

4.4 分解無害化処理 

浚渫・掘削除去した汚染底質のうち、中間

処理後を含め、ダイオキシン類濃度が

3,000pg-TEQ/g を超える場合は、分解無害化

処理により、濃度を 3,000pg-TEQ/g 以下に

した後、濃度レベルに応じた最終処分を行

う。 

 

 

 

 

 

【解説】 

(1)分解無害化処理の適用 

ダイオキシン類に汚染された底質は、恒久

的処理として分解無害化処理によって、ダイ

オキシン類を分解・消滅させるのが理想であ

る。しかしながら、現在の分解無害化処理技

術は開発段階にあり、また底質への適用性の

検討がなされておらず、処理コストも高い。

また、港湾・海域での汚染底質の特徴として

扱い土量が多くなることから、技術的、経済

的にも分解無害化処理を適用できるケースは

多くないものと考えられる。 

したがって、現段階では、高濃度ほど底質

単位重量当たりの分解量および分解効率が高

いので、3,000pg-TEQ/g 超の高濃度汚染底質

で、最終処分が困難な場合から適用を検討

し、順次低濃度の底質へと適用範囲の拡大を

進めて行く。 

 

4.最終処分 

4.2 分解無害化処理 

浚渫・掘削除去した汚染底質のうち、中間

処理後を含め、ダイオキシン類濃度が

3,000pg-TEQ/g を超える場合は、原則とし

て 、 分 解 無 害 化 処 理 に よ り 、 濃 度 を

3,000pg-TEQ/g 以下にした後、濃度レベルに

応じた最終処分を行う。 

分解無害化処理を適用できない場合は、周

辺へのダイオキシン類の流出、浸出、飛散の

防止その他必要な措置を講じた場所に一時保

管し、技術の動向、経済性等を踏まえ、分解

無害化処理を実施するものとする。 

【解説】 

 

ダイオキシン類に汚染された底質は、恒久

的処理として分解無害化処理によって、ダイ

オキシン類を分解・消滅させるのが理想であ

る。しかしながら、港湾・海域での汚染底質

の特徴として扱い土量が多くなることから、

技術的、経済的にも分解無害化処理を適用で

きるケースは多くないものと考えられる。 

分解無害化処理を直ちに適用できない場合

は、汚染が拡散するおそれの無い構造の埋立

地等に一時保管をした後、技術の動向、経済

性等を踏まえ、分解無害化処理を実施するも

のとする。一時保管は、海面においては「海

洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施

行令第 5 条第 2 項」に規定する埋立場所（以

下、海防令第 5 条第 2 項型処分場という。）

の中で、陸上においては周辺地域へのダイオ

キシン類の飛散、流出、浸出の防止その他必

要な措置を講じた場所で行い、埋立てる区画

を明確に管理するものとする。 

なお、汚染底質のダイオキシン類濃度が

3,000pg-TEQ/g 以下の場合には、濃度レベル

に応じて最終処分を行うこととなるが、分解

無害化処理を妨げるものではない。 
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4.2 海面埋立処分 

浚渫・掘削除去した汚染底質を海面埋立処

分する場合、汚染底質の濃度に応じて適切な

護岸構造を有する処分場を選択するととも

に、周辺環境に汚染を拡散させることのない

よう、適切な措置を講じるものとする。 

【解説】 

（中略） 

(1) ダイオキシン類濃度が、含有濃度で

150pg-TEQ/g を超え、かつ、溶出濃度で

10pg-TEQ/L 以下の場合 

（中略） 

(2) ダイオキシン類濃度が、溶出濃度で

10pg-TEQ/L を超える場合 

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法

律施行令第 5 条第 2 項」に規定する埋立場所

（以下、海防令第 5 条第 2 項型処分場とい

う。）に埋立処分する。 

なお、含有濃度が 3,000pg-TEQ/g を超え

る底質については、海防令第 5 条第 2 項型処

分場の中で、埋立てる区画を明確に管理し、

技術の動向、経済性等を踏まえ、分解無害化

処理を実施するものとする。 

また、溶出濃度が 10pg-TEQ/L を超え、含

有濃度が 3000pg-TEQ/g 以下の底質を海防令

第 5 条第 2 項型処分場に処分する場合につい

ても、分解無害化処理を実施することが望ま

しい。 

分解無害化処理により溶出濃度を 10pg-

TEQ/L 以下に低減させた場合は、(1)等に準

じて、海防令第 5 条第 1 項第 1 号型（または

同第 2 号型）に埋立処分できる。 

加えて、埋立の進捗に伴い、表層土の流

出、飛散を防止するために、埋立の進捗が完

了段階に近づき埋立地内の水分が無くなって

きた以降は、覆土を行うことが必要である。

また、残留水や雨水の管理を適切に行い、ダ

イオキシン類の周辺への流出・浸出を防止す

る必要がある。 

4.3 海面埋立処分 

浚渫・掘削除去した汚染底質を海面埋立処

分する場合、汚染底質の濃度に応じて適切な

護岸構造を有する処分場を選択するととも

に、周辺環境に汚染を拡散させることのない

よう、適切な措置を講じるものとする。 

【解説】 

（中略） 

(1) ダイオキシン類濃度が、含有濃度で

150pg-TEQ/g を超え、かつ、溶出濃度で

10pg-TEQ/L 以下の場合 

（中略） 

(2) ダイオキシン類濃度が、溶出濃度で

10pg-TEQ/L を超える場合 

海防令第 5 条第 2 項型処分場に埋立処分す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、溶出濃度 10pg-TEQ/L を超える底質

については、海域におけるダイオキシン類の

拡散を防止する観点から、極力、分解無害化

処理を優先させていくものとする。 

 

分解無害化処理により溶出濃度を 10pg-

TEQ/L 以下に低減させた場合は、(1)等に準

じて、海防令第 5 条第 1 項第 1 号型（または

同第 2 号型）に埋立処分できる。 

加えて、埋立の進捗に伴い、表層土の流

出、飛散を防止するために、埋立の進捗が完

了段階に近づき埋立地内の水分が無くなって

きた以降は、覆土を行うことが必要である。

また、残留水や雨水の管理を適切に行い、ダ

イオキシン類の周辺への流出・浸出を防止す

る必要がある。 
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4.3 陸上処分 

浚渫・掘削除去した汚染底質を陸上処分す

る場合、汚染底質の濃度に応じて汚染の流出

等を防止する適切な構造を選択するととも

に、周辺環境に汚染を拡散させることのない

よう、適切な措置を講じるものとする。 

【解説】 

(1)ダイオキシン類濃度が 1,000pg-TEQ/g 以

下の場合 

（中略） 

(2)ダイオキシン類濃度が 1,000pg-TEQ/g を

超える場合 

周辺地域へのダイオキシン類の飛散、流

出、浸出の防止その他必要な措置を講じ、例

えば、遮水工封じ込め構造に準じた場所へ埋

立処分する。その際、埋立地周辺のモニタリ

ングを行うなど、十分な管理を行うこととす

る。これらの場合、中間処理などにより減容

化を行うことが現実的である。 

なお、3,000pg-TEQ/g を超える底質につい

ては、埋立てる区画を的確に管理し、技術の

動向、経済性等を踏まえ、分解無害化処理を

実施するものとする。 

また、分解無害化処理により 1,000pg-

TEQ/g 以下に低減した場合は(1)に準じた処

分とすることができる。 

4.4 陸上処分 

浚渫・掘削除去した汚染底質を陸上処分す

る場合、汚染底質の濃度に応じて汚染の流出

等を防止する適切な構造を選択するととも

に、周辺環境に汚染を拡散させることのない

よう、適切な措置を講じるものとする。 

【解説】 

(1)ダイオキシン類濃度が 1,000pg-TEQ/g 以

下の場合 

（中略） 

(2)ダイオキシン類濃度が 1,000pg-TEQ/g を

超える場合 

周辺地域へのダイオキシン類の飛散、流

出、浸出の防止その他必要な措置を講じ、例

えば、遮水工封じ込め構造に準じた場所へ埋

立処分する。その際、埋立地周辺のモニタリ

ングを行うなど、十分な管理を行うこととす

る。これらの場合、中間処理などにより減容

化を行うことが現実的である。 

 

 

 

 

また、分解無害化処理により 1,000pg-

TEQ/g 以下に低減した場合は(1)に準じた処

分とすることができる。 
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4.4 分解無害化処理 

(2) 分解無害化処理技術の選定 

1) 技術の現況 

現在研究開発されているダイオキシン類分

解無害化処理技術には、溶融固化法、キルン

焼却(焼成)法、低温還元熱分解法、化学分解

法、抽出法、バイオレメディエーション法な

どがある。これらのうちバイオレメディエー

ションによる分解法は、研究開発段階で、性

能も安定していない。現段階で高濃度汚染底

質を確実に目標の汚染レベルまで浄化できる

技術は、溶融固化法、キルン焼却(焼成)法、

低温還元熱分解法、化学分解法、抽出法であ

る。これらの技術の原理、処理方式、特長・

欠点、底質への適用性等についての概要を

表-4.4.1 に示す。いずれの方法でも水分の

多い底質は土壌に較べて適用しにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 分解無害化処理 

(1) 分解無害化処理技術の選定 

1) 技術の現況 

現在研究開発されているダイオキシン類分

解無害化処理技術には、溶融法、焼却・焼成

法、低温加熱分解法、化学分解法、バイオレ

メディエーション法などがある。これらのう

ちバイオレメディエーションによる分解法

は、研究開発段階であり、微生物を用いる際

の安全性確保を含め、今後の技術開発の動向

を踏まえ適用の可能性を十分に検討する必要

がある。 

これらの技術の原理、処理方式、特長・適

用性等についての概要を表-4.5.1 に示す。

いずれの方法でも水分の多い底質は土壌に較

べて適用しにくいため、脱水等の中間処理が

必要とされる。 

なお、底質の分解無害化処理を整理した資

料としては、次に示すものがある。 

・ 「港湾における底質ダイオキシン類分解

無害化処理技術データブック」（平成 17

年 3 月、国土交通省北陸地方整備局 新

潟港湾空港技術調査事務所） 

・ 「底質のダイオキシン類対策技術資料

集」（平成 19 年 3 月、国土交通省河川

局 河川環境課） 

港湾の底質に関しては、平成 15 年度及び

平成 16 年度に国土交通省北陸地方整備局新

潟港湾空港技術調査事務所が「港湾における

底質ダイオキシン類分解無害化処理技術」の

応募技術 39 技術中①溶融法(3 技術)、②焼

却･焼成法（3 技術）、③低温加熱分解法(8

技術)、④化学分解法(5 技術)、⑤溶媒抽出

法(2 技術)の計 21 技術について、実証試験

を実施した。 

河川の底質に関しては、国土交通省河川局

が平成 16 年度から平成 18 年度に「分解無害

化処理技術」の応募技術①焼却･焼成法（１

技術）、②低温加熱分解法(4 技術)、③化学

分解法(2 技術)、④バイオレメディエーショ

ン（１技術）の実証試験を行い、さらに①焼

却･焼成法（１技術）、②低温加熱分解法(1

技術)、③化学分解法(1 技術)の実用化試験

を実施した。 
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平成 16 年 9 月～平成 18 年 3 月には、松

江市馬潟工業団地周辺水路底質において、低

温加熱分解法による無害化処理が実施され

た。 

現況の開発状況から、実用技術として適用

可能な分解無害化処理技術は、①溶融法、②

焼却･焼成法、③低温加熱分解法、④化学分

解法が考えられる。 

 

【参考】バイオレメディエーションについて

バイオレメディエーションには、栄養物質

等や酸素を加えて土着の微生物を活性化させ

るバイオスティミュレーション、外部で培養

した微生物を導入するバイオオーグメンテー

ションがある。「微生物によるバイオレメデ

ィエーション利用指針」（経済産業省・環境

省告示第四号、平成 17 年 3 月 30 日）では、

バイオオーグメンテーションを実施する際の

安全性の確保に万全を期すために、生態系等

への影響に配慮した適正な安全性評価手法及

び管理手法等のための基本的要件の新たな考

え方がとりまとめられている。バイオオーグ

メンテーションを実施する場合は、本指針に

従うものとする。 

なお、港湾におけるバイオレメディエーシ

ョンの実施事例はなく、「港湾における底質

ダイオキシン類分解無害化処理技術データブ

ック」（平成 17 年 3 月、北陸地方整備局新

潟港湾空港技術調査事務所）においては、バ

イオレメディエーションは効果確認に長時間

を要するため、実証実験は行われていない。
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表-4.5.1 無害化処理技術の原理、技術及び特長・適用性 
 溶融法 焼却･焼成法 低温加熱分解法 化学分解法 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
用
原
理 

水分の多い底質を直接溶融することは難しく、前処理
工程で脱水･乾燥するのが一般的である。 

スラグ

乾燥汚染底質

溶融方式

溶融
1400℃

 

 
溶融温度は、底質の塩基度(CaO/SiO2)に影響され

る、溶融を良好に行うためには、塩基度調整が必要
である。溶融温度は 1,200 度以上で、ダイオキシン
類は分解され、重金属、塩類が揮散し、バグフィル
ターで捕集された飛灰は、廃棄物として処分する必
要がある。 

ロータリーキルン方式は、汚泥、ゴミのガス化溶融ある
いは軽量骨材、セメント製造等広く適用されている汎用技
術である。 

焼成物

バーナー

キルン焼却方式

脱水汚染底質

乾燥
100℃

焼却
800℃

焼成
1100℃

 

 
焼却底質を一定の滞留時間焼成温度 1,050～1,100

度に維持するため及びダイオキシン類の 2 次合成対
策のために、脱水乾燥する方がよい。 
直接加熱方式で排ガス量が多く、向流で無処理底

質と接触するため、ダイオキシン類の濃度が高くな
る傾向があり、ガス無害化処理が必要である。 

間接加熱方式で 400～600℃に加温し、ダイオキシ
ン類を熱分解及び脱塩素する方式である。 

 

  
間接加熱であるので、底質からの発生ガスは水蒸気と

底質からの分解ガスで、水蒸気の凝縮水のダイオキシン
類濃度は低いが、ガスは量が少ないが高濃度ダイオキシ
ン類であり、ガスの無害化処理が重要である。底質中の
有機物がダイオキシ類濃度に大きく影響している。 

脱塩素剤や触媒を添加して、350℃程度の低温で分
解する。 

 

  
 間接加熱方式で底質からの発生ガスは水蒸気と底質
からの分解ガスで、水蒸気の凝縮水のダイオキシン類濃
度は低いが、ガスは量が少ないが高濃度ダイオキシン類
であり、ガスの無害化処理が重要である。薬剤を添加する
ことで、加熱温度を低い条件下で、ダイオキシン類を分解
させ、SOX、NOXのような排ガス成分の生成を抑制す
る。 

処
理
方
式 

底質に対して実証試験を実施した技術は、①電気抵
抗式溶融法(ジオメルト法)､② アーク放電利用溶融法、
③テルミット反応利用、バーナー溶融法である。 

ロータリーキルン方式と竪型キルン方式とがあるが、底
質への適用化実証試験を実施した技術は、ロータリーキ
ルン方式で、竪型キルンは、シュレッダーダスト等の産業
廃棄物を用いたエネルギー回収に実用化されている。 

窒素ガス封入式、空気又は酸素付加空気式、真空加
熱、水蒸気式等がある。真空は､有毒ガスもれ対策が主
目的で、ダイオキシン類の分解への影響は確認されてい
ない。水蒸気は熱効率の改善が主目的である。 

脱塩素剤として、重曹、苛性ソーダ、ダイオカット等を添
加する、アルカリ触媒化学分解法と金属ナトリウムを用い
る金属ナトリウム脱塩素法がある。これらの化学薬品がダ
イオキシン類の分解性能に及ぼす効果が、明確ではな
い。 

 
 
 

特
長･
適
用
性 
 
 
 

① 溶融法は、エネルギー消費量が多く、設備費、運転
費が高いため、他の方法では処理が困難な底質を
対象に適用され、処理した溶融スラグは、砂、砕石
等に有効利用することで最終処分量の削減を図るこ
とができるのが最大の特徴である。 

② 底質中の塩類、低沸点の重金属類は、揮散し、飛灰
として回収され、特別管理産業廃棄物として処分す
る必要がある。 

③ 高温処理で、サーマル NOXの生成、重金属の揮散が
あり、これら排ガス対策が必要である。 

④ 底質の化学組成で、溶融温度が大きく影響され、  
均一な溶融処理のため、塩基度調製が必要であ
る。 

① 焼成法は、底質の有効利用で、軽量骨材を製造する
技術が実用化されており、焼成物製造技術は確立
している。焼成物を製造することで、焼成物の土質
材料として利用によって最終処分量の削減を図るこ
とができるのが最大の特徴である。 

② 直接燃焼で、高温処理のため、排ガス量が多くなり、
高温処理のため底質中の重金属、塩類が揮散し、
飛灰として回収され、特別管理産業廃棄物として処
分する必要がある。 

③ 排ガスの公害防止対策の基準が厳しい地域では、適
用が制限される。 

④ 底質からの分離ガスは、ダイオキシン類が高濃度で
あり、  このガスの無害化処理が重要である。 

① 低温間接加熱方式の底質分解無害化処理の発生
ガスは、高濃度ダイオキシン類を含有するが、ガス量
が少ないため、排ガス設備は小規模で、排ガス設備
の建設費・維持費が安いのが最大の特徴である。 

② 排ガスの公害対策が厳しい地域で、焼却法の適用が
困難で、最終処分の方策について住民合意がなさ
れている場合、この方式が採用される。 

③ 重金属処理はできないので、土質材料としての利用
のためには、セメント固化等の処理が必要になる。底
質組成によってはが制限される場合がある。 

④ エネルギー消費量が少なく、省エネルギー処理方式
である。 

① 化学分解法の場合、低温加熱分解法に比べさらに
低温処理で、底質分解無害化処理の発生ガスは、
高濃度ダイオキシン類を含有するが、ガス量が少な
いため、排ガス設備は小規模で、排ガス設備の建設
費・維持費が安いのが最大の特徴である。 

② 排ガスの公害対策が厳しく、焼却法の適用が困難な
地域で、最終処分の方策について住民合意がなさ
れている場合、この方式が採用される。 

③ 脱塩素剤等の化学薬品のコストに見合う処理効果が
あるかが、適用のポイントになる。 

④ エネルギー消費量が少なく、省エネルギー処理方式
である。 

 

指針改訂版（案） 
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2) 調査計画の流れ 

3) 初期要件の設定 

4) 分解無害化処理技術の選定 

（中略） 

(3) 環境汚染防止および安全衛生対策 

（中略） 

 

 
 
 
(2) 環境汚染防止および安全衛生対策 

 
4.5 土質材料としての利用 

分解無害化処理等によってダイオキシン類

濃度が含有濃度で 150 pg-TEQ/g 以下になっ

た底質は土質材料として利用できる。ただ

し、含有濃度で 150pg-TEQ/g 以下の底質で

あっても、養浜，覆砂等水域で有効利用する

場合は、溶出濃度で 10pg-TEQ/L 以下である

ものに限る。 

150pg-TEQ/g を超え 1,000pg-TEQ/g 以下

のものを陸上で土質材料として利用する場合

は、土壌からの暴露リスクを考慮し、適切な

管理の元で利用しなければならない。 

【解説】 

(1) 土壌中ダイオキシン類の暴露リスク 

（中略） 

(2) リスク管理下での利用 

無害化処理等により濃度が低減されたもの

も含め、ダイオキシン類濃度が 150pg-TEQ/g

を超え 1,000pg-TEQ/g 以下の底質は、陸上

において、流出防止等の管理を十分に行うこ

とができれば、地中や堤体内部などへの埋め

土材などとして利用しても、人への曝露を防

ぐことができる可能性がある。この場合は、

周辺環境への流出・漏出の可能性のない場所

を選定し、モニタリングを始め、十分な管理

を継続しつつ利用することが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

(3)ダイオキシン類濃度が 150pg-TEQ/g 以下

の場合 

（中略） 

4.6 土質材料としての利用 

分解無害化処理等によってダイオキシン類

濃度が含有濃度で 150 pg-TEQ/g 以下になっ

た底質は土質材料として利用できる。ただ

し、含有濃度で 150pg-TEQ/g 以下の底質で

あっても、養浜，覆砂等水域で有効利用する

場合は、溶出濃度で 10pg-TEQ/L 以下である

ものに限る。 

150pg-TEQ/g を超え 1,000pg-TEQ/g 以下

のものを陸上で土質材料として利用する場合

は、土壌からの暴露リスクを考慮し、適切な

管理の元で利用しなければならない。 

【解説】 

(1) 土壌中ダイオキシン類の暴露リスク 

（中略） 

(2) リスク管理下での利用 

無害化処理等により濃度が低減されたもの

も含め、ダイオキシン類濃度が 150pg-TEQ/g

を超え 1,000pg-TEQ/g 以下の底質は、陸上

において、流出防止等の管理を十分に行うこ

とができれば、地中や堤体内部などへの埋め

土材などとして利用しても、人への曝露を防

ぐことができる。この場合は、周辺環境への

流出・漏出の可能性のない場所を選定し、モ

ニタリングを始め、十分な管理を継続しつつ

利用することが必要となる。 

なお、土質材料としての利用できる場所

は、原則として地下水面以上のレベルとする

が、港湾内の埋立地のように地下水が飲用の

ための利水の対象とならないような場所で

は、地下水面以下のレベルにおいても土質材

料として利用できるものとする。 
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5.モニタリング 

5.1 モニタリング計画 

（中略） 

 

5.2 モニタリングのための事前調査 

（中略） 

 

5.3 工事中のモニタリング 

5.3.1 工事水域及び基本監視点の設定 

工事中のモニタリングは、対象海域及び対

策工法の特性を考慮して工事水域を設定し､

工事水域と一般水域の境界に基本監視点を、

工事水域の中に補助監視点を設定する。 

【解説】 

(1) 工事水域の設定 

潮流、潮汐等の海象、漁場等の海域利用状

況、対策工法の特性等を考慮して、工事によ

る影響を防止すべき水域（以下「一般水域」

という。）と工事に関連する水域（以下「工

事水域」という。）を設定する。 

なお、仮締切等を行うことにより工事水域

を縮小することは可能である。 

工事水域と一般水域の境界は、濁りの拡散

予測を行い汚濁の影響が及ばないこと、水域

利用に支障をきたさないこと等から設定す

る。また、工事位置が施工の進捗に伴い移

動、変更されることから、工事水域は対策の

工程に合わせて設定する。 

 

 

(2) 基本監視点の設定 

(3) 補助監視点等の設定 

(4) 海面埋立処分の場合の監視点の設定 

(5) 中間処理地の監視点の設定 

5.3.2 調査項目の選定 

（中略） 

5.3 工事中のモニタリング 

5.3.1 工事水域及び基本監視点の設定 

工事中のモニタリングは、対象海域及び対

策工法の特性を考慮して工事水域を設定し､

工事水域と一般水域の境界に基本監視点を、

工事水域の中に補助監視点を設定する。 

【解説】 

(2) 工事水域の設定 

潮流、潮汐等の海象、漁場等の海域利用状

況、対策工法の特性等を考慮して、工事によ

る影響を防止すべき水域（以下「一般水域」

という。）と工事に関連する水域（以下「工

事水域」という。）を設定する。 

なお、仮締切等を行うことにより工事水域

を縮小することは可能である。 

工事水域と一般水域の境界は、濁りの拡散

予測を行い汚濁の影響が及ばないこと、水域

利用に支障をきたさないこと等から設定す

る。工事期間を通じて港湾内と外海の境界な

どを工事水域と一般水域の境界として設定す

ることも可能である。また、工事位置が施工

の進捗に伴い移動、変更されることから、工

事水域は対策の工程に合わせて設定する。 
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5.3.3 監視基準の設定 

基本監視点､補助監視点の水質等について

監視基準を設定し、監視基準に適合しない場

合は必要な措置を講じ､原因の究明を行う。 

【解説】 

(1) 監視基準 

工事水域における基本監視点、補助監視

点・周辺水域の水質及びに中間処理地、最終

処分地における余水の水質・悪臭に関して監

視基準値を設け、モニタリング結果を評価

し、特別な対応が必要かどうかを判断する。

監視基準値とその評価方法は表-5.3.3 に

示すとおりである。 

基本監視点の監視基準値は水質のダイオキ

シン類環境基準値とする。 

 

 

 

基本監視点の監視はダイオキシン類濃度と

十分な相関が確認されている濁度で行うこと

ができる。 

補助監視点の監視基準値は、工事地点から

の汚濁拡散計算を行い、ダイオキシン類と十

分な相関のある濁度で、測定上有意な値をあ

らかじめ設定する。 

表-5.3.3 監視基準及び評価方法 

（中略） 

5.3.3 監視基準の設定 

基本監視点､補助監視点の水質等について

監視基準を設定し、監視基準に適合しない場

合は必要な措置を講じ､原因の究明を行う。 

【解説】 

(1) 監視基準 

工事水域における基本監視点、補助監視

点・周辺水域の水質及びに中間処理地、最終

処分地における余水の水質・悪臭に関して監

視基準値を設け、モニタリング結果を評価

し、特別な対応が必要かどうかを判断する。

監視基準値とその評価方法は表-5.3.3 に

示すとおりである。 

基本監視点の監視基準値は原則として水質

のダイオキシン類環境基準値とするが、工事

着手前において既に環境基準値を超えている

水域などについては、現状水質を悪化させな

いこととする。 

基本監視点の監視はダイオキシン類濃度と

十分な相関が確認されている濁度で行うこと

ができる。 

補助監視点の監視基準値は、工事地点から

の汚濁拡散計算を行い、ダイオキシン類と十

分な相関のある濁度で、測定上有意な値をあ

らかじめ設定する。 
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 ［参考］ 
「現状水質を悪化させないこと」に基づく監視基準の設定方法は、「河川、湖沼等における底質ダイオキシン

類対策マニュアル」（案）及び「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル（案）」の設定方法が考えられる。ただ

し、監視基準の設定方法については、一義的に決められるものではないため、学識経験者等の意見を踏まえな

がら、施工区域の状況に応じた監視基準を設定するものとする。 
設定方法（例） 
①「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」（案）の監視基準設定方法 

第 4 章 工事影響防止策の検討 4.3 監視基準値の設定 

対策実施時においては、底質の巻き上げ、中間処分地からの余水等によるダイ

オキシン類に留意し、監視基準値（濁度）を設定する必要がある。 

【解説】 

(1)監視の考え方 

（中略） 

監視の基本的な考え方としては、「ダイオキシン類に係る現状水質を悪化させないこと」とし、事前調

査における濁度の自然状態における変動幅、言い換えるならば河川の特性による変動幅を、工事によ

る濁度変化の許容範囲として設定するものとする。河川等においては、流域内の降雨、工場排水・生

活排水の流入などによる、ダイオキシン類の濃度変化には寄与しない濁りが生ずることが多々あり、自

然状態においても濁度はダイオキシン類の濃度変化とは無関係にある幅で変動していると考えられる

ためである。なお、濁度と水質ダイオキシン類の関係が必ずしも一意に定まるものではないと考えられ

ることから、このような監視手法が妥当であると考えられる。 
(2) 基本監視点における監視基準 

工事水域上流に設けるバックグラウンド地点での水質事前調査結果（連続濁度計による 1 週間デ

ータ）から、自然状態における濁度の変動幅を求め、工事中のバックグラウンド地点における濁度に関

してこの変動幅を考慮したものを、基本監視点における監視基準とする。 

ただし、水質事前調査結果における平均値が環境基準値（1pg-TEQ/L）以下の場合には、環

境基準値に相当する濁度を考慮しても差し支えない。この際には、事前に水質のダイオキシン

類と濁度の関係を把握しておく必要がある。 

出典：「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」（案） 
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 ②「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル（案）」の監視基準設定方法 

第Ⅱ章 底泥の除去・処分を伴う工事に係る環境対策 

5.環境監視調査 5-5 監視基準 

監視基準値は原則として環境基準の値とし、既に上回っている場合には現状よ

り悪化させないこととする。 

【解説】 

●ダイオキシン類濃度の監視基準は、以下の考え方に基づき、濁度を代替指標として設定する。 

1)水中のダイオキシン類濃度が 1pg-TEQ/L（環境基準値）以下の工事箇所においては、1pg-TEQ/L 以下とする。 

2)水中のダイオキシン類濃度が 1pg-TEQ/L を上回る工事箇所においては、現状よりも悪化させないこととする。 

●生活環境項目の監視基準値は、原則として、環境基準の値とする。 

 但し、事前調査において、環境基準値を上回っている場合には、現状よりも悪化させないことを基準とする。 

【補足】 

○濁度での監視基準の設定方法は、以下に示すとおりとする。 

①水中のダイオキシン類濃度が環境基準値（1pg-TEQ/L）以下の場合 

（中略） 

②水中のダイオキシン類濃度が環境基準値（1pg-TEQ/L）を上回る場合（図 5-3 参照） 

1)水中のダイオキシン類濃度が 1pg-TEQ/L を上回る工事箇所においては、工事によって巻き上げられる底泥粒

子にダイオキシン類が相当程度含まれていることを勘案すると、工事に伴う SS 負荷の許容濃度はゼロとなる。 

2)したがって、工事実施前の SS 濃度の平均値が基本監視点における「監視基準値（週平均値）」となる。 

3)但し、工事以外の要因による SS 濃度の変動を考慮し、工事実施前の SS 濃度の最大値を、基本監視点や補助

監視点における即時的な判断のための「監視基準値（個別測定値）」として用いる。 

4)上記の基準値は事前水質調査における「SS 濃度と濁度の関係式」から濁度に換算する。 

○上記の監視基準設定の考え方は、広範囲に汚染が広がるという大阪府域の特性を踏まえたものであり、最大限尊

重するものであるが、下記のような場合については、当面は「ダイオキシン類に係る現状水質を悪化させないこと」

を前提とした国土交通省河川局の監視基準を適用しても良い。 

①工事によらない濁りの変動が大きく、一定の監視基準の設定が困難な場合。 

②工事に伴う SS の負荷の許容量が極めて小さく、かつ通常想定される最も適切な手法で工事を行うにしても

監視基準が満足できない場合 
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図 5-3 監視基準値の設定イメージ（環境基準値を上回る場合） 

出典：「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル（案）」（平成 16 年 2 月、河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会） 
 

事前調査におけるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の
平均濃度

（pg-TEQ/L）

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の
監視基準値

事前調査におけるSSの最大濃度
（mg/L）

環境基準値：1pg-TEQ/L

事前調査におけるSSの平均濃度
（mg/L）

SSの監視基準値
（週平均値）

監視基準値に相当する濁度
（度ｶｵﾘﾝ）

濁度の監視基準
値（週平均値）

SS濃度と濁度
の関係式より

換算

SSの監視基準値
（個別測定値）

監視基準値に相当する濁度
（度ｶｵﾘﾝ）

SS濃度と濁度
の関係式より

換算

濁度の監視基準
値（個別測定値）

【監視基準値（週平均値）の設定イメージ】

【監視基準値（個別測定値）の設定イメージ】
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(2)監視基準への適合性の判定 

監視基準への適合性の判定は、基本監視点

で測定した濁度による場合及び基本監視点で

は有意な値が得られない場合に補助監視点で

測定された濁度による場合がある。 

 

 

 

基本監視点の測定値を用いる場合は、基本

監視点で測定された濁度と、バックグラウン

ド地点の濁度との差を工事による付加分と

し、この付加分をダイオキシン類濃度に換算

し、事前調査の結果から得られる海域の一般

的ダイオキシン類濃度に加えて、監視基準値

と比較する。 

補助監視点の測定値を用いる場合は、補助

監視点で測定された濁度と、バックグラウン

ド地点の濁度との差を工事による付加分と

し、補助監視点においてあらかじめ設定され

た濁度の監視基準値と比較する。 

ただし、 

・ 水質の環境基準値が直接摂取による長期

的な影響から算定したものであることか

ら、一時的な基準値の超過の影響は小さ

いこと 

・ 濁度の監視基準値が通常の海域の変動幅

よりも小さいことから影響の特定が困難

な場合があること 

に鑑み、1 週間の平均で監視基準値を上回

らないこととする。 

(3) 監視基準に適合しない場合の措置 

（中略） 

(2)監視基準への適合性の判定 

監視基準への適合性の判定は、基本監視点

で測定した濁度による場合及び基本監視点で

は有意な値が得られない場合に補助監視点で

測定された濁度による場合がある。特に、高

濃度の汚染底質に係る対策を実施する場合に

は、補助監視点の測定値を用いることが有効

である。 

基本監視点の測定値を用いる場合は、基本

監視点で測定された濁度と、バックグラウン

ド地点の濁度との差を工事による付加分と

し、この付加分をダイオキシン類濃度に換算

し、事前調査の結果から得られる海域の一般

的ダイオキシン類濃度に加えて、監視基準値

と比較する。 

補助監視点の測定値を用いる場合は、補助

監視点で測定された濁度と、バックグラウン

ド地点の濁度との差を工事による付加分と

し、補助監視点においてあらかじめ設定され

た濁度の監視基準値と比較する。 

ただし、 

・ 水質の環境基準値が直接摂取による長期

的な影響から算定したものであることか

ら、一時的な基準値の超過の影響は小さ

いこと 

・ 濁度の監視基準値が通常の海域の変動幅

よりも小さいことから影響の特定が困難

な場合があること 

に鑑み、1 週間の平均で監視基準値を上回

らないこととする。 

5.4 工事完了後のモニタリング 

（中略） 

 

6. 用語の解説 

（中略） 

 

 

 

 




